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論 説

今
日
、
欧
米
諸
国
で
は
離
婚
数
．
率
の
増
大
が
著
し
い
が
、
離
婚
状
況
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
同
様
で
れ
ふ
。
フ
ー
フ
ン
ス
で
は
、
一

九
六
○
年
代
半
ば
よ
り
離
婚
数
．
率
の
増
大
を
み
せ
、
一
九
八
八
年
で
は
離
婚
数
は
一
○
万
四
○
○
○
件
を
越
え
、
離
婚
率
も
婚
姻
一
○

○
当
た
り
三
一
・
一
一
（
普
通
離
婚
率
で
一
・
八
六
）
と
高
率
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
離
婚
状
況
を
も
た
ら
す
社
会
的
背
景
の
一
つ
と
し
て
離

婚
観
の
変
化
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
今
日
で
は
、
離
婚
は
も
は
や
非
難
さ
る
べ
き
逸
脱
行
為
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
愛
情
・
幸
福
追

求
を
目
的
と
す
る
婚
姻
生
活
に
お
い
て
、
目
的
達
成
不
可
能
な
場
合
に
お
け
る
新
た
な
る
目
的
追
求
を
目
指
す
た
め
の
選
択
肢
と
し
て
積

（
２
）

極
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
再
出
発
と
し
て
の
離
婚
を
現
実
に
選
択
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
離

婚
自
体
お
よ
び
離
婚
の
諸
結
果
字
の
処
遇
や
婚
姻
財
産
の
清
算
、
離
婚
給
付
）
に
つ
い
て
い
か
に
自
主
的
か
つ
適
合
的
な
解
決
を
図
り
う
る

か
が
重
要
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
現
実
の
離
婚
過
程
に
お
い
て
は
、
離
婚
当
事
者
間
に
精
神
的
葛
藤
や
感
情
的
対
立
が
み
ら
れ
る
場
合

が
多
く
、
た
め
に
十
分
な
合
意
形
成
が
な
さ
れ
え
ず
、
当
事
者
の
合
意
に
基
礎
付
け
ら
れ
な
い
形
で
の
判
決
に
よ
る
決
定
内
容
も
適
合
性

を
欠
き
、
そ
の
実
効
性
も
不
十
分
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
形
の
離
婚
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
子
ど

も
の
利
益
保
護
と
い
う
点
で
も
問
題
が
大
き
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
離
婚
が
当
事
者
に
と
っ
て
文
字
通
り
再
出
発
と

な
り
う
る
”
良
き
離
婚
す
。
ｐ
曰
く
９
８
〃
を
導
く
べ
く
、
離
婚
当
事
者
の
精
神
的
、
感
情
的
対
立
関
係
を
除
去
し
、
離
婚
問
題
に
つ
い

て
当
事
者
が
自
主
的
・
主
体
的
に
対
話
し
、
十
分
な
合
意
に
基
づ
い
た
解
決
を
な
し
う
る
た
め
の
様
々
な
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

は
じ
め
に
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フランスにおける離婚合意援助システム
こ
の
よ
う
な
要
請
に
対
応
す
べ
く
、
離
婚
当
事
者
に
よ
る
自
主
的
・
主
体
的
解
決
の
た
め
の
援
助
シ
ス
テ
ム
（
日
の
＆
畳
・
Ｐ
・
目
・
筐
畳
・
Ｐ

急
＆
畳
目
毎
日
屋
巳
の
）
が
一
九
七
○
年
代
始
め
に
初
め
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
、
カ
ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、

（
３
）

ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
、
”
抗
し
が
た
き
普
及
片
目
肝
肘
威
す
］
の
＆
崗
昏
の
』
・
ロ
〃
を
み
せ
て
お
り
、
近
時
、
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

筆
凰
者
は
一
九
九
○
年
九
月
二
曰
か
ら
一
○
月
五
日
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
族
問
題
援
助
機
関
に
つ
い
て
の
調
査
団
の
一
員

（
４
）

と
し
て
派
遣
さ
れ
、
主
と
し
て
離
婚
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
・
援
助
機
関
の
調
査
に
従
事
す
る
機
会
を
》
え
た
。
そ
の
調
査
に
お
い
て
、
離

婚
の
危
機
に
瀕
し
た
夫
婦
に
対
す
る
相
談
・
援
助
と
し
て
、
危
機
を
解
決
し
、
夫
婦
の
良
好
な
関
係
の
修
復
を
目
指
し
て
な
さ
れ
る
夫
婦

問
題
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
○
・
局
の
色
８
且
巨
、
巴
と
並
ん
で
、
最
近
の
新
し
い
実
践
と
し
て
、
も
は
や
離
婚
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
、

離
婚
後
の
諸
問
題
に
対
応
す
べ
く
、
離
婚
の
諸
結
果
（
子
の
処
遇
、
婚
姻
財
産
の
清
算
、
離
婚
給
付
）
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
合
意
形
成
促
進

を
目
指
し
た
家
事
調
停
日
の
曰
昌
○
口
閑
日
日
屏
巳
の
お
よ
び
離
婚
後
の
親
と
子
の
交
流
の
場
の
提
供
己
○
旨
一
旦
の
円
の
ｐ
８
ｐ
胃
・
が
な
さ
れ

（
５
）

て
い
る
こ
と
を
知
り
え
た
。
本
稿
は
、
こ
の
フ
ー
フ
ン
ス
調
査
に
お
い
て
収
集
し
た
資
料
お
よ
び
そ
の
後
の
補
充
資
料
に
基
づ
き
、
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
離
婚
合
意
援
助
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
家
事
調
停
日
⑨
曰
昌
・
ロ
盲
日
犀
巳
の
に
つ
い
て
、
導
入
の
背
景
、
そ
の
実
践
内
容
、

（
６
）
（
７
）

制
度
化
の
動
き
、
お
よ
び
家
事
調
停
の
意
義
と
問
題
点
、
の
諸
点
か
壷
ｂ
分
析
、
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
囮

注（
１
）
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
離
婚
状
況
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
小
野
義
美
「
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
離
婚
ｌ
統
計
的
分
析
」
（
宮
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
・

社
会
科
学
六
一
号
、
一
九
八
七
年
）
三
八
頁
以
下
、
原
田
純
孝
「
フ
ラ
ン
ス
の
離
婚
」
（
利
谷
信
義
他
編
『
離
婚
の
法
社
会
学
』
、
東
大
出
版
会
、

一
九
八
八
年
）
一
八
五
頁
以
下
、
小
野
義
美
「
フ
ラ
ン
ス
の
離
婚
」
（
有
地
亨
編
著
『
現
代
家
族
の
機
能
障
害
と
そ
の
対
策
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
八
九
年
）
二
七
五
頁
以
下
、
参
照
。

３（熊法72号'92）



論 説

（
２
）
冨
閂
盲
の
、
の
咀
」
の
口
》
ぬ
。
。
】
・
］
・
凪
の
ｇ
］
口
角
冒
筥
の
》
勺
日
賦
皆
目
自
旦
Ｑ
）
目
」
三
・
℃
・
妄
・
マ
ル
チ
ー
ヌ
・
セ
ガ
レ
ー
ヌ
（
片
岡
他

訳
）
『
家
族
の
歴
史
人
類
学
』
（
新
評
論
、
一
九
八
七
年
）
二
○

（
３
）
国
・
田
園
冨
己
の
一
旬
．
○
日
＆
Ｐ
‐
昌
目
⑩
＆
の
》
匡
息
、
肘
晉
］
の
邑
昏
の
】
目
曰
の
旨
忌
＆
畳
目
崗
皀
筐
巳
の
．
皆
目
巴
の
、
□
の
ご
日
日
の
、
ｍ
・
Ｐ
目
。
．

＄
（
画
へ
乞
冨
）
．
ご
」
弓
・
尚
、
我
国
に
お
い
て
も
若
干
の
国
々
に
お
け
る
援
助
シ
ス
テ
ム
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
つ
き
、
野
田

愛
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
家
事
調
停
ロ
弓
・
目
の
旨
の
＆
畳
・
口
の
新
思
潮
」
（
ケ
ー
ス
研
究
一
九
四
号
）
’
八
頁
以
下
、
水
口
芳
壽
「
デ
ン

バ
ー
便
り
（
四
。
完
）
」
（
家
裁
月
報
三
八
巻
一
号
）
二
六
○
頁
以
下
、
寺
戸
由
紀
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
離
婚
ミ
ヂ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
現
状
」

（
時
の
法
令
一
一
一
一
○
七
号
）
三
九
頁
以
下
、
棚
瀬
一
代
「
ア
メ
リ
カ
の
離
婚
調
停
」
（
ケ
ー
ス
研
究
一
一
一
一
一
一
号
）
一
九
頁
以
下
、
等
参
照
。
イ
ギ
リ

ス
に
つ
き
、
磯
野
誠
一
『
家
事
調
停
制
度
の
研
究
』
（
第
一
法
規
、
一
九
八
五
年
）
一
六
一
頁
以
下
、
南
方
暁
「
英
国
に
お
け
る
合
意
援
助
手

続
」
（
茨
城
大
学
教
養
部
紀
要
一
八
号
）
三
一
頁
以
下
、
同
「
イ
ギ
リ
ス
の
離
婚
」
（
有
地
・
前
掲
書
）
一
一
六
九
頁
以
下
、
等
参
照
。

（
４
）
本
調
査
は
、
一
九
八
九
年
度
科
学
研
究
費
・
国
際
学
術
研
究
『
家
族
の
機
能
障
害
の
実
態
と
障
害
除
去
の
諸
施
策
の
研
究
ｌ
日
英
仏
の
比
較
検

討
ｌ
』
（
研
究
代
表
者
函
有
地
亨
・
九
大
名
誉
教
授
）
の
一
環
と
し
て
、
前
年
に
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
調
査
に
引
き
続
き
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
行
わ
れ
た
。
調
査
報
告
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
二
宮
・
久
塚
他
『
調
査
報
告
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
族
問
題
援
助
機
関
』
（
’
九
九
二
年
四

月
）
参
照
。

（
５
）
小
野
義
美
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
離
婚
問
題
相
談
・
援
助
機
関
の
調
査
報
告
」
（
前
掲
・
調
査
報
告
書
）
一
一
～
一
一
一
頁
。

（
６
）
離
婚
後
の
親
と
子
の
交
流
の
場
の
提
供
己
・
旨
一
Ｑ
の
局
の
ｐ
８
ｐ
可
の
は
、
非
親
権
行
使
者
た
る
親
の
訪
問
権
、
宿
泊
権
の
現
実
的
保
証
を
行
う

サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
当
事
者
双
方
や
子
ど
も
に
と
っ
て
よ
り
一
層
望
ま
し
い
子
の
処
遇
の
あ
り
方
に
つ
い
て
調
整
す
る
機
能
を
果
す

意
味
で
家
事
調
停
的
意
味
を
も
つ
が
、
こ
こ
で
は
分
析
の
対
象
外
と
す
る
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
ぐ
。
且
崔
国
門
石
‐
し
Ｄ
Ｂ
冨
目
の
》

団
。
ご
ｇ
Ｈ
ｏ
口
・
・
口
冨
》
の
一
日
塁
》
後
司
只
門
下
倉
巳
冨
旨
の
》
㈲
の
号
・
等
口
の
ご
蔓
の
の
一
ｍ
の
、
８
昌
壽
》
』
》
の
吾
宣
の
ロ
・
の
ｓ
《
祠
・
巨
烏

悪
口
・
・
ロ
可
の
》
ロ
国
・
ａ
の
圏
貝
・
旨
亘
巴
・
翌
の
》
ロ
・
・
』
＆
弓
・
『
」
。
←
旨
く
・
○
・
祠
・
后
、
旨
の
一
己
・
》
句
Ｐ
ご
閉
、
閂
の
臣
の
回
（
坪
の
ロ
・
す
］
の
・
国
・

国
里
口
己
の
一
博
・
Ｏ
Ｂ
農
？
ご
目
⑪
＆
の
．
巨
冒
》
［
し
］
》
弓
・
」
ｇ
の
守
皀
ご
・

(熊法72号'92）４



フランスにおける離婚合意援助システム

家
事
調
停
言
＆
昌
目
崗
目
屋
巴
の
は
欧
米
諸
国
に
お
い
て
”
抗
し
が
た
き
普
及
”
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
、
そ
の
導
入
が
必
要
と
さ
れ
る
背
景
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
事
情
を
挙
げ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
国
・
団
閉
一
日
□
ら
は
、
欧
米
諸
国
に

お
け
る
状
況
も
踏
ま
え
、
一
般
的
背
景
と
し
て
、
現
代
家
族
の
変
化
の
中
で
家
族
生
活
、
従
っ
て
ま
た
離
婚
に
つ
い
て
の
夫
婦
に
よ
る
自

律
的
決
定
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
に
伴
い
離
婚
法
や
離
婚
に
つ
い
て
の
裁
判
実
務
に
お
い
て
夫
婦
の
合
意
の
尊
重
が
な

（
７
）
最
近
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
息
＆
昌
目
駐
日
屋
巴
の
の
実
践
に
つ
い
て
理
論
面
、
実
態
面
か
ら
分
析
し
た
国
・
団
閉
冨
昼
の
一
巴
・
○
日
日
Ｐ
‐

ぐ
・
ロ
。
・
冨
田
の
臼
忽
・
§
：
胃
目
局
員
》
］
Ｐ
目
菖
昌
目
崗
皀
崖
巴
の
》
勺
目
、
．
、
百
・
ｍ
‐
シ
］
←
の
目
昌
雪
の
、
》
・
・
一
・
耳
二
三
・
（
以
下
、
［
Ａ
］
と
し

て
引
用
す
る
）
を
入
手
し
た
。
本
書
は
、
両
氏
が
、
女
性
の
権
利
庁
お
よ
び
司
法
省
か
ら
の
委
託
と
財
政
的
援
助
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
の
成
果

で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
初
め
て
の
総
合
的
な
研
究
書
で
あ
る
。
尚
、
本
研
究
の
一
部
は
次
の
二
論
稿
と
し
て
別
途
発
表
さ
れ
て
お
り
、
筆

者
は
そ
れ
に
注
目
し
て
い
た
が
、
こ
の
度
、
若
干
の
修
正
の
上
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
の
一
は
注
③
所
掲
論
文
（
本
書
一
五
頁
以
下
）
、
そ

の
一
一
は
、
国
・
国
里
四
日
の
一
旬
．
○
日
日
Ｐ
‐
ぐ
・
急
・
頁
宮
屋
自
画
目
・
南
の
量
・
目
の
庁
・
巨
忌
曰
巴
の
日
込
・
旨
ロ
巴
・
空
の
》
自
・
・
言
》
ご
ロ
・
＄
の
－

，
日
ご
・
（
本
書
七
五
頁
以
下
）
で
あ
る
。

以
下
の
分
析
は
基
本
的
に
は
筆
者
が
滞
仏
中
に
独
自
に
収
集
し
た
諸
資
料
に
基
づ
い
て
行
う
が
、
本
書
に
お
い
て
は
家
事
調
停
実
践
の
代
表
的

機
関
等
に
つ
い
て
は
同
様
の
資
料
の
他
、
別
個
の
資
料
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本
書
に
よ
り
補
充
す
る
。
ま
た
、
前
掲
の
二
論
稿
の
参
照
も
、
と

く
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
本
書
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。

家
事
調
停
旨
。
＆
畳
・
口
昏
目
冨
］
の
導
入
の
背
景

５（熊法72号'92）



．

論 説

冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
現
在
、
離
婚
数
．
率
は
引
き
続
き
増
大
傾
向
に
あ
り
、
今
曰
、
離
婚
は
、
も
は
や
社
会
的
逸
脱
行
為
と
し

て
で
は
な
く
、
新
た
な
出
発
の
た
め
の
選
択
肢
と
し
て
積
極
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
離
婚
の
位
置
付
け
の

変
化
は
婚
姻
観
の
変
化
と
軌
を
一
に
す
る
。
即
ち
、
今
日
、
婚
姻
が
従
来
の
伝
統
的
婚
姻
観
を
脱
し
、
婚
姻
の
最
大
価
値
が
夫
婦
間
の
愛

情
、
幸
福
に
お
か
れ
、
婚
姻
関
係
は
〈
愛
情
的
個
人
主
義
目
Ｂ
ａ
ｇ
四
房
白
の
臼
玲
の
・
罠
〉
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

（
２
）

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
婚
姻
に
お
い
て
は
、
そ
の
婚
姻
運
営
は
、
ま
さ
に
、
婚
姻
価
値
の
実
現
を
図
る
べ
く
夫
婦
に
よ

る
自
律
的
運
営
が
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
出
産
計
画
や
家
庭
運
営
の
あ
り
方
、
役
割
分
担
等
夫
婦
の
意
思
と
期
待
に
そ
っ
た
生
活
の
組
織

化
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
家
族
関
係
の
自
治
化
三
・
口
・
目
量
甑
）
。
そ
こ
で
、
当
該
婚
姻
関
係
が
婚
姻
価
値
の
実
現
に
と
っ
て
適
合
的

で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
に
至
る
場
合
に
は
、
夫
婦
は
離
婚
を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
離
婚
は
、
ま
さ
に
、
夫
婦
に
よ
る
婚
姻

の
自
律
的
運
営
に
お
け
る
選
択
肢
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
夫
婦
は
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
離
婚
を
決
意
し
、
離
婚

の
諸
結
果
に
関
す
る
決
定
も
、
離
婚
後
の
家
族
関
係
の
再
組
織
化
の
問
題
と
し
て
、
夫
婦
双
方
の
自
由
な
合
意
に
よ
っ
て
決
定
し
、
種
々

の
決
定
機
関
の
制
度
的
介
入
を
拒
む
の
で
あ
ふ
。
ま
さ
に
、
離
婚
は
夫
婦
の
私
的
、
自
律
的
決
定
事
項
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
離
婚
の
私

事
化
己
臥
崗
房
ｇ
』
・
ロ
）
。

こ
の
よ
う
に
、
今
曰
、
離
婚
は
婚
姻
価
値
実
現
を
目
指
し
た
家
族
的
再
編
の
積
極
的
契
機
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
離
婚
自
体
お
よ
び

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
合
意
の
形
成
に
は
困
難
が
多
く
、
夫
婦
自
体
、
ま
た
、
裁
判
官
に
お
い
て
も
対
応
が
迫
ら
れ
て
い
る
こ

（
１
）
．

と
、
の
二
点
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
以
上
の
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
第
一
に
現
在
に
お
け
る
離
婚
の
と
ら
え
方

の
特
徴
へ
第
一
一
に
現
行
離
婚
法
に
お
け
る
離
婚
手
続
の
特
徴
と
問
題
点
、
第
三
に
離
婚
の
諸
結
果
の
問
題
状
況
、
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

１
新
し
い
離
婚
の
と
ら
え
方
ｌ
離
婚
の
私
事
化
ご
風
菌
房
昌
○
口

「
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一
九
七
五
年
、
深
刻
化
す
る
離
婚
状
況
に
対
応
す
べ
く
離
婚
法
の
全
面
改
正
が
行
わ
れ
た
。
改
正
離
婚
法
は
旧
法
の
有
責
主
義
か
ら
破

綻
主
義
へ
と
原
理
的
転
換
を
遂
げ
た
点
で
特
徴
的
で
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
合
意
離
婚
、
破
綻
離
婚
の
導
入
の
一
方
、
有
責
離
婚
を
残
存

（Ｐ０）

さ
せ
た
妥
協
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

改
正
離
婚
法
が
破
綻
主
義
を
導
入
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
ま
ず
第
一
に
、
離
婚
の
可
否
に
つ
い
て
有
責
事
由
俺
自
訂
の
有
無

を
問
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
合
意
離
婚
に
つ
い
て
は
、
協
議
離
婚
で
は
夫
婦
の
離
婚
合
意
が
あ
れ
ば
事
実
審
理
は
行
わ
れ
ず
（
民
法
一
一
三

ム
○
条
）
、
認
諾
離
婚
で
も
事
実
審
理
は
行
わ
れ
る
が
有
責
性
の
判
断
は
な
さ
れ
な
い
（
同
一
一
三
四
条
）
。
破
綻
離
婚
に
つ
い
て
は
六
年
以
上

一ナ川
の
別
居
又
は
六
年
以
上
の
回
復
見
込
み
の
な
い
精
神
的
能
力
の
減
退
に
よ
る
共
同
生
活
の
破
綻
の
事
実
が
あ
れ
ば
よ
く
、
有
責
性
の
判
断

鋤
は
行
わ
れ
な
い
（
同
一
一
一
一
一
七
、
一
一
一
一
一
八
条
）
。
こ
の
よ
う
に
離
婚
事
由
と
し
て
有
責
性
を
問
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
夫
婦
の
離
婚

鵲
合
意
を
促
進
す
る
。
第
一
一
に
、
離
婚
の
諸
結
果
の
決
定
に
お
い
て
も
有
責
性
は
問
わ
れ
な
い
。
離
婚
給
付
に
つ
い
て
は
、
旧
法
で
は
有
責

繩
性
を
基
礎
に
専
ら
有
責
配
偶
者
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
扶
養
定
期
金
と
損
害
賠
償
の
支
払
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
改
正
法
で
は
制

焔
裁
的
要
素
を
排
除
し
た
。
合
意
離
婚
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
間
の
衡
平
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
婚
姻
の
解
消
に
よ
っ
て
生
じ
る
生
活
条
件
の

蛾
不
均
衡
を
償
う
た
め
の
給
付
で
あ
る
「
補
償
給
付
」
を
認
め
る
（
同
二
七
○
条
）
（
こ
れ
は
有
責
離
婚
の
場
合
で
す
ら
原
則
と
し
て
認
め
る
、
同

巫
一
六
○
条
の
一
）
・
破
綻
離
婚
に
つ
い
て
は
、
無
責
配
偶
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
離
婚
請
求
者
に
対
し
生
活
扶
助
義
務
の
存
続
を
認
め
る
（
同

一
フ

フ
ニ
八
一
条
）
。
ま
た
、
子
の
処
遇
に
つ
い
て
も
、
旧
法
で
は
無
實
配
偶
者
に
子
の
監
護
が
委
ね
ら
れ
た
が
、
改
正
法
で
は
有
實
性
の
有
無

離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
夫
婦
の
自
由
な
合
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
離

婚
の
私
事
化
傾
向
に
お
い
て
は
、
離
婚
過
程
に
お
け
る
夫
婦
の
主
体
的
合
意
形
成
が
い
か
に
保
証
さ
れ
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
ろ
う
。

２
現
行
離
婚
法
に
お
け
る
離
婚
手
続
の
特
徴
と
問
題
点
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説
と
は
無
関
係
に
、
専
ら
子
の
利
益
を
基
準
に
決
定
さ
れ
る
（
同
一
一
八
七
条
）
。
そ
し
て
、
離
婚
給
付
内
容
や
子
の
処
遇
の
決
定
は
、
協
議
離

婚
で
は
夫
婦
の
合
意
案
を
裁
判
官
が
認
可
す
る
こ
と
に
よ
り
（
同
一
一
三
一
一
条
）
、
そ
の
他
の
離
婚
で
は
裁
判
官
が
決
定
す
る
が
、
そ
の
場
合

論
で
も
夫
婦
の
協
議
が
な
さ
れ
る
よ
う
努
力
す
る
（
同
一
一
五
一
一
条
の
二
）
（
尚
、
子
の
処
遇
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、

更
に
社
会
的
調
査
や
子
の
聴
聞
を
行
う
、
同
一
一
八
七
条
の
一
一
、
一
一
九
○
条
）
。
こ
の
よ
う
に
、
離
婚
の
諸
結
果
の
決
定
に
お
い
て
は
有
責
性
は
問

わ
れ
ず
、
夫
婦
の
合
意
が
尊
重
さ
れ
る
形
で
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
破
綻
主
義
の
導
入
は
離
婚
自
体
お
よ
び
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
夫
婦
の
合
意
に
基
づ
く
決
定
を
促
し
、
尊
重
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
、
離
婚
の
私
事
化
傾
向
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
有
實
性
を
問
わ
な
い
こ
と
は
離
婚
過
程
に
お
け
る
夫

婦
問
の
敵
対
的
緊
張
関
係
の
発
生
を
抑
止
し
、
そ
れ
だ
け
夫
婦
の
合
意
形
成
を
促
進
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
複
雑
な
関
係
に
あ
る
夫
婦

間
に
お
い
て
そ
の
合
意
形
成
を
現
実
的
に
ど
う
行
い
う
る
か
が
課
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
、
次
の
二
事
実
は
無
視
で
き
な
い
。
一

つ
は
、
離
婚
形
態
を
み
る
と
、
合
意
離
婚
は
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
も
の
の
未
だ
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
有
責
離
婚
が
依
然
と
し
て

四
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
率
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
破
綻
離
婚
は
僅
か
一
パ
ー
セ
ン
ト
台
で
姓
馳
）
。
こ
こ
に
は
、
改
正
法
が
有
責
離
婚

を
残
存
さ
せ
た
こ
と
（
一
方
的
有
責
者
に
対
す
る
補
償
給
付
の
否
認
お
よ
び
損
害
賠
償
義
務
、
同
一
一
六
六
、
一
一
八
○
条
の
一
）
へ
の
一
定
の
対
応
が

（
７
）

み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
と
く
に
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
の
合
意
形
成
の
難
し
さ
を
一
示
し
て
い
る
。
二
つ
は
、
合
意
離
婚
の
う
ち
、
認
諾

（
８
）

離
婚
の
割
合
が
一
貫
し
て
増
加
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
。
認
諾
離
婚
は
、
離
婚
自
体
の
合
意
は
あ
る
が
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
〈
ロ
意
が

成
立
し
な
い
場
合
に
裁
判
官
に
よ
り
決
定
し
て
も
ら
う
た
め
の
離
婚
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
た
離

婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
の
合
意
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の
事
実
は
、
と
く
に
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
の
合
意
形
成

の
現
実
的
確
保
の
課
題
の
重
要
性
を
一
層
根
拠
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
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離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
協
議
離
婚
で
は
夫
婦
の
合
意
を
基
礎
に
、
そ
の
他
の
離
婚
で
は
夫
婦
の
協
議
を
促
し

つ
つ
裁
判
官
の
判
断
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
決
定
内
容
お
よ
び
履
行
状
況
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
離
婚
給
付
に
つ
い
て
み
よ
う
（
尚
、
夫
婦
財
産
の
清
算
の
問
題
は
、
別
途
、
共
通
財
産
の
分
割
と
し
て
処
理
さ
れ
る
）
。
離
婚
給
付
に
は

破
綻
離
婚
の
場
合
の
扶
養
定
期
金
と
合
意
離
婚
、
有
實
離
婚
の
場
合
の
補
償
給
付
の
二
種
が
あ
る
が
、
両
者
を
含
め
た
取
り
決
め
状
況
は
、

子
の
養
育
費
込
み
の
場
合
で
財
産
的
給
付
取
り
決
め
総
数
の
二
○
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
夫
婦
固
有
の
も
の
は
一
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
す

ぎ
な
い
（
離
婚
件
数
全
体
で
み
る
と
、
前
者
は
一
二
・
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
後
者
は
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
姓
馳
）
。
こ
の
よ
う
に
離
婚
給
付
の
取
り

決
め
率
は
非
常
に
低
い
の
で
あ
る
が
、
更
に
、
給
付
の
履
行
状
況
も
問
題
で
あ
る
。
扶
養
定
期
金
の
支
払
状
況
は
非
常
に
悪
く
、
一
一
五

ム
パ
ー
セ
ン
ト
の
定
期
金
が
支
払
わ
れ
ず
、
一
一
五
～
一
一
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
定
期
金
が
不
定
期
に
し
か
支
払
わ
れ
て
い
ｎ
Ｍ
．
補
償
給
付
に
っ

一ナス
い
て
は
、
法
律
上
の
原
則
で
あ
る
一
兀
本
一
括
払
い
（
民
法
二
七
五
条
以
下
）
の
事
例
は
む
し
ろ
少
数
で
、
大
多
数
は
定
期
金
形
式
が
取
ら
れ

、
ソ

（
Ⅲ
）
・

鋤
て
お
り
、
し
か
も
終
身
期
限
の
も
の
が
多
く
、
か
つ
、
月
額
が
比
較
的
少
な
い
事
例
が
多
い
。
そ
の
定
期
金
の
支
払
状
況
は
扶
養
定
期
金

鵠
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
離
婚
給
付
に
つ
い
て
は
、
取
り
決
め
状
況
、
内
容
、
履
行
状
況
の
何
れ
も
が
劣
悪
な
状
況
に

職
あ
る
。

焔
つ
ぎ
に
、
子
の
処
遇
に
つ
い
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
離
婚
後
の
子
ど
も
に
対
す
る
親
権
行
使
の
態
様
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
ｑ
親
』
９ ２

噸
権
行
使
の
態
様
と
し
て
は
、
父
母
に
よ
る
共
同
行
使
（
一
九
八
七
年
親
権
法
改
正
に
よ
り
法
認
）
、
父
母
の
一
方
に
よ
る
単
独
行
使
、
第
三
者
号
２

巫
へ
の
子
の
委
託
が
あ
る
が
、
一
九
八
八
年
の
現
状
で
は
、
母
に
よ
る
親
権
行
使
が
七
一
一
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
親
権
の
共
同
行
使
が
一
八
・
脚熊

フ
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
父
に
よ
る
親
権
行
使
が
七
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
へ
第
三
者
へ
の
委
託
は
み
ら
れ
心
Ｍ
・
改
正
親
権
法
に
基
づ
く
親
権
辻
〈
肌

一
フ

３
離
婚
の
諸
結
果
の
問
題
状
況



説
同
行
使
が
増
大
し
た
も
の
の
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
で
は
な
く
（
従
来
、
共
同
監
護
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
依
然
と
し
て
、
母
に
よ
る
親
権
行
使
が

圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
。
親
権
行
使
の
態
様
の
決
定
は
、
協
議
離
婚
の
場
合
は
夫
婦
の
合
意
に
よ
り
、
他
の
場
合
に
つ
い
て
は
夫
婦

論
の
合
意
（
協
定
）
、
社
会
的
調
査
へ
子
の
聴
聞
に
基
づ
き
裁
判
官
が
決
定
す
る
が
、
上
述
の
よ
う
な
行
使
態
様
の
現
状
は
、
親
権
の
行
使

態
様
に
つ
い
て
の
夫
婦
の
合
意
形
成
（
と
く
に
共
同
行
使
に
つ
い
て
）
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
ま
た
、
そ
れ
だ
け

裁
判
官
主
導
の
決
定
が
増
え
る
が
、
母
に
よ
る
親
権
行
使
を
認
め
る
傾
向
が
あ
り
、
他
方
、
そ
れ
と
対
応
し
て
父
親
に
は
訪
問
権
、
宿
泊

権
が
認
め
ら
れ
る
が
、
実
効
性
の
点
で
問
題
が
多
い
。
こ
の
こ
と
が
夫
婦
間
に
お
け
る
子
ど
も
の
奪
い
合
い
と
い
う
悲
劇
を
繰
り
広
げ
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
子
ど
も
の
養
育
費
に
つ
い
て
は
、
父
母
が
そ
の
収
入
に
応
じ
て
分
担
す
る
が
（
同
二
八
八
条
）
、
大
半
は
父
親
が

扶
養
定
期
金
と
し
て
の
支
払
義
務
を
負
う
。
子
ど
も
の
養
育
費
に
関
す
る
取
り
決
め
自
体
は
大
半
の
離
婚
事
例
で
行
わ
れ
て
い
る
が
（
財

産
的
給
付
取
り
決
め
総
数
の
八
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
そ
の
履
行
状
況
は
、
一
九
八
五
年
調
査
で
は
、
規
則
的
か
つ
完
全
に
支
払
わ
れ
た
も

の
は
わ
ず
か
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ず
、
支
払
遅
延
が
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
部
の
み
の
支
払
い
が
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
全
く
支
払
い

な
し
が
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
状
況
で
娩
騏
・
こ
の
履
行
状
況
の
劣
悪
さ
は
や
は
り
親
権
行
使
態
様
の
決
定
の
あ
り
方
に
関
わ
る
も
の

以
上
の
よ
う
に
、
離
婚
の
諸
結
果
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
離
婚
給
付
に
つ
い
て
は
取
り
決
め
状
況
、
内
容
、
履
行
状
況

の
何
れ
も
劣
悪
で
あ
り
、
子
の
処
遇
に
つ
い
て
は
親
権
の
行
使
態
様
は
共
同
行
使
の
理
念
に
ほ
ど
遠
く
、
訪
問
権
、
宿
泊
権
の
実
効
性
も

問
題
が
あ
り
、
子
の
養
育
費
の
履
行
状
況
も
劣
悪
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
状
況
は
、
前
項
で
検
討
し
た
如
き
手
続
的
に
は
予
定
さ

れ
て
い
る
夫
婦
に
よ
る
十
分
な
話
し
合
い
と
合
意
形
成
が
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
現
実
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
の
夫
婦
の
合
意
形
成
を
現
実
的
に
い
か
に
促
進
す
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
ろ
う
。

な
し
が
二

で
あ
ろ
う
。
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さ
て
、
以
上
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
近
の
離
婚
の
捉
え
方
お
よ
び
離
婚
手
続
上
の
取
り
扱
い
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
が
、
そ
の
問
題
状
況
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
よ
う
。
離
婚
は
婚
姻
の
自
律
的
運
営
の
一
環
と
し
て
積
極
的
に
位
置
付
け
ら
れ
、
離
婚

自
体
お
よ
び
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
は
夫
婦
の
自
律
的
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
〈
離
婚
の
私
事
化
〉
傾
向
に
お
い
て
は
、
離
婚
過

程
に
お
け
る
夫
婦
の
主
体
的
合
意
形
成
が
重
要
と
な
る
。
改
正
離
婚
法
が
有
責
主
義
か
ら
破
綻
主
義
へ
と
原
理
的
転
換
を
遂
げ
た
こ
と
は

こ
の
動
向
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
破
綻
主
義
に
お
い
て
は
、
離
婚
事
由
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
離
婚
の
諸
結
果
の
決
定
に
お
い
て
も
、

１

有
責
性
は
問
わ
れ
ず
（
有
責
性
の
切
断
）
、
と
く
に
合
意
離
婚
に
お
い
て
典
型
的
で
あ
る
よ
う
に
、
夫
婦
の
主
体
的
合
意
に
基
づ
い
た
問
題

解
決
が
基
本
と
さ
れ
る
。
有
責
性
の
切
断
は
離
婚
過
程
に
お
け
る
夫
婦
間
の
敵
対
的
緊
張
関
係
の
発
生
を
抑
止
し
、
そ
れ
だ
け
夫
婦
間
の

合
意
形
成
を
促
進
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
は
必
ず
し
も
予
期
ど
お
り
で
は
な
い
。
合
意
離
婚
が
増
大
し
た
も
の
の
有
責
離

婚
が
依
然
と
し
て
高
率
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
、
認
諾
離
婚
が
漸
次
的
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
は
と
く
に
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
の
夫

ム
婦
の
合
意
形
成
の
困
難
さ
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
離
婚
の
諸
結
果
全
体
の
問
題
状
況
は
、
実
際
、
重
大
で
あ
る
。
離
婚
給
付
に
っ

一ナ爪
い
て
は
取
り
決
め
状
況
、
内
容
、
履
行
状
況
の
何
れ
も
が
劣
悪
な
状
態
で
あ
る
。
子
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
親
権
の
行
使
態
様
は
母
親
に

鋤
よ
る
単
独
行
使
が
圧
倒
的
多
数
で
、
改
正
親
権
法
が
目
指
し
た
親
権
共
同
行
使
の
理
念
に
は
ほ
ど
遠
く
、
父
親
に
認
め
ら
れ
る
訪
問
権
、

鵠
宿
泊
権
も
実
効
性
に
問
題
が
あ
る
し
、
ま
た
、
子
の
養
育
費
に
つ
い
て
は
取
り
決
め
状
況
は
良
好
だ
が
履
行
状
況
は
劣
悪
で
あ
る
。
こ
の

鵬圭剖雌状況への対処として離婚給付や子の養育費の履行状況を改善すべく履行強制措置が講じられたが効を奏して
焔
い
な
い
。
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
深
刻
な
問
題
状
況
を
も
た
ら
す
重
要
な
要
因
は
、
そ
の
決
定
過
程
に
お
い
て
夫
婦
の
９

峨
間
で
主
体
的
な
合
意
形
成
が
な
さ
れ
え
ず
、
不
十
分
な
「
合
意
」
に
基
づ
き
、
ま
た
は
夫
婦
の
意
向
に
添
わ
な
い
形
で
裁
判
官
に
よ
り
決
碍
７

巫
定
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
離
婚
に
お
け
る
最
大
の
被
害
者
で
あ
る
子
ど
も
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
奪
い
雛

一
フ

く

う
合
い
や
押
し
付
け
と
し
て
で
は
な
く
、
離
婚
後
の
両
親
と
の
実
質
的
な
親
子
関
係
を
維
持
す
べ
く
夫
婦
が
十
分
な
合
意
形
成
を
す
る
こ
と
Ⅱ



（
旧
）

説
こ
そ
が
最
も
子
の
利
益
に
く
□
致
し
た
解
決
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
離
婚
過
程
に
お
け
る
夫
婦
間
の
主
体
的
合
意
形
成
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
の
合
意
形
成
を

論
現
実
的
に
ど
う
確
保
す
る
か
で
あ
る
。
離
婚
に
直
面
し
た
夫
婦
は
少
な
か
ら
ず
精
神
的
葛
藤
、
感
情
的
対
立
関
係
を
生
じ
、
そ
れ
が
離
婚

過
程
で
は
一
層
深
刻
化
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
こ
の
状
況
へ
の
対
応
を
抜
き
に
し
て
は
十
分
な
合
意
形
成
を
期
待
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
冷

静
的
対
処
ｇ
匙
国
日
口
房
昌
・
口
）
。
今
曰
、
離
婚
問
題
に
対
す
る
種
々
の
相
談
・
援
助
機
関
に
お
い
て
、
当
該
夫
婦
に
対
す
る
心
理
学
的
、

精
神
分
析
学
的
援
助
が
重
視
さ
れ
る
の
は
こ
こ
に
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
合
意
内
容
に
対
す
る
教
育
学
的
、
法
律
学
的
等
の
観

点
か
ら
の
援
助
も
不
可
欠
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
離
婚
過
程
に
お
け
る
夫
婦
間
の
主
体
的
な
合
意
形
成
の
現
実
的
確
保
の
た
め
に
は
輪
当

該
夫
婦
に
対
す
る
心
理
学
的
、
精
神
分
析
学
的
、
教
育
学
的
、
法
律
学
的
等
の
観
点
か
ら
の
様
々
な
専
門
的
援
助
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
要
請
に
、
ま
さ
に
、
応
え
よ
う
と
す
る
の
が
家
事
調
停
白
の
巳
昌
・
ロ
駐
貝
臣
巴
の
の
実
践
に
他
な
ら
な
い
。

（
２
）

（
３
）

（
４
）

注（
１
）
国
・
国
、
届
一
日
』
の
一
団
・
○
ｍ
目
陸
ロ
ー
ぐ
○
口
⑩
＆
の
》
。
ご
・
○
群
．
．
［
し
］
》
扁
己
・
巴
の
一
四
回
ご
・

ま
た
、
国
・
国
、
届
芭
旦
は
、
家
事
調
停
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議
に
お
い
て
、
家
事
調
停
発
展
の
要
因
と
し
て
、
紛
争
（
従
っ
て
、
離
婚
紛

争
）
の
解
決
策
を
当
事
者
の
自
己
決
定
に
委
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
解
決
策
こ
そ
が
家
族
や
夫
婦
の
現
実
の
進
展
に
適
合
し
う

る
こ
と
、
離
婚
問
題
の
解
決
に
従
事
す
る
職
業
集
団
も
伝
統
的
な
調
整
方
法
の
危
機
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
、
の
一
一
一
点
を
指
摘
す
る
。
少
ｓ
の
、

Ｓ
』
』
の
旬
○
日
］
四
⑪
、
国
月
○
℃
⑩
の
ご
口
の
］
言
の
＆
Ｐ
蔵
○
口
国
巴
、
曰
ほ
巴
の
》
」
＄
Ｐ
ご

（
２
）
小
野
・
前
掲
「
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
離
婚
」
五
一
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
の
離
婚
」
二
七
八
頁
。

（
３
）
巴
．
○
四
頁
ば
ゆ
‐
ぐ
。
怠
＆
の
①
一
国
・
田
、
里
日
旦
》
ぐ
の
】
切
戸
日
ロ
○
巨
『
の
］
◎
貝
庁
の
命
日
已
厚
巴
の
勺
》
旨
い
の
四
つ
○
岸
名
の
崗
巴
日
置
巳
の
》
ロ
○
局
、
》
己
・
岳
一
・

忌
拭
・
已
已
・
」
農
１
』
画
、
。

ョ
と

(熊法72号'92）１２



フランスにおける離婚合意援助システム

（
８
）
合
意
離
婚
に
対
す
る
認
諾
離
婚
の
割
合
は
、
一
九
七
六
年
は
一
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
漸
増
の
一
途
で
、
一
九
八
八
年
に

は
二
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
実
数
で
一
五
一
九
六
件
に
達
し
て
い
る
。
注
（
６
）
文
献
参
照
。

（
９
）
一
九
八
七
年
の
統
計
で
は
、
一
一
一
○
○
○
件
の
離
婚
数
の
内
、
財
産
的
給
付
な
し
四
六
一
一
三
六
件
、
財
産
的
給
付
あ
り
六
四
七
六
四
件
、
後

者
の
内
、
子
ど
も
固
有
五
一
一
一
五
九
件
、
夫
婦
固
有
七
六
九
八
件
、
夫
婦
と
子
ど
も
双
方
五
八
○
七
件
で
あ
る
。
苫
員
屋
旨
、
一
塁
豊
皀
の
。
の

旨
］
局
言
の
》
』
①
異
己
・
忠
・
尚
、
一
九
八
四
年
段
階
の
状
況
に
つ
い
て
、
犬
伏
・
前
掲
、
一
一
四
～
一
一
五
頁
、
小
野
・
前
掲
、
一
一
八
四
～
一
一
八
五
頁
、

（
７
）
改
正
離
婚
法
が
妥
協
的
に
有
責
離
婚
を
残
存
さ
せ
た
要
因
で
も
あ
る
が
、
改
正
法
に
向
け
て
の
世
論
調
査
で
は
、
離
婚
給
付
に
つ
い
て
の
新
し

い
給
付
概
念
で
あ
る
補
償
給
付
に
対
す
る
反
感
が
み
ら
れ
、
離
婚
給
付
に
対
す
る
制
裁
的
側
面
に
強
い
執
着
を
示
し
て
い
る
。
水
野
・
前
掲
、
一

（
６
）
改
正
離
婚
法
施
行
直
後
の
一
九
七
六
年
に
は
有
責
離
婚
八
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
合
意
離
婚
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
破
綻
離
婚
○
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
と
未
だ
有
責
離
婚
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
た
が
、
そ
の
後
、
合
意
離
婚
が
増
大
し
、
一
九
八
一
年
に
過
半
数
の
五
二
。
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
、
有
責
離
婚
は
四
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
っ
た
。
し
か
し
、
以
後
に
お
い
て
は
、
合
意
離
婚
は
過
半
数
を
維
持
し
て
い
る
も
の
の
あ
ま
り
増

減
な
く
、
逆
に
有
責
離
婚
が
微
増
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
破
綻
離
婚
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
台
で
推
移
し
て
い
る
。
一
九
八
八
年
段
階
で
は
、
合

意
離
婚
五
三
九
九
五
件
、
有
實
離
婚
四
八
八
三
七
件
、
破
綻
離
婚
一
四
○
一
一
件
で
あ
る
。
苫
目
巨
巴
忌
、
重
要
目
の
。
の
旨
］
舅
甘
の
』
冨
９
℃
・
田
。

（
５
）
改
正
離
婚
法
の
紹
介
に
関
す
る
最
近
の
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
稲
本
洋
之
助
『
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
法
』
（
東
大
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
三
四

頁
以
下
及
び
原
田
・
前
掲
論
文
へ
小
野
・
前
掲
「
フ
ラ
ン
ス
の
離
婚
」
参
照
。
ま
た
、
離
婚
給
付
に
関
し
て
は
、
更
に
、
水
野
紀
子
「
離
婚
給
付

の
系
譜
的
考
察
」
（
法
学
協
会
雑
誌
一
○
○
巻
九
号
）
一
二
七
頁
以
下
、
板
倉
集
一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
離
婚
給
付
の
現
状
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
九

二
○
号
）
八
九
頁
以
下
、
犬
伏
由
子
「
離
婚
原
因
と
離
婚
給
付
（
フ
ラ
ン
ス
）
」
（
『
家
族
〈
社
会
と
法
〉
』
五
号
、
一
九
八
九
年
）
一
一
一
頁
以
下
、

参
照
。

の
一
』
＠
ｍ
璽
己
・
ｍ
ｑ

の
系
譜
的
考
察
」
（
法
筆

二
○
号
）
八
九
頁
以
下
、

等
参
照
。

七
頁
注
（
８
）
参
照
。
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論

説
（
皿
）
シ
・
国
・
】
囚
の
。
］
の
←
巴
・
》
巴
の
曰
く
・
円
・
の
》
旨
三
ｍ
回
国
》
□
・
目
の
の
、
、
。
。
】
巳
の
の
》
」
①
窪
》
弓
・
吟
這
‐
震
□
・
原
田
・
前
掲
、
一
一
一
七
頁
、
犬
伏
・
前
掲
、

（
Ⅲ
）
扶
養
定
期
金
の
履
行
確
保
の
た
め
に
、
既
に
、
扶
養
定
期
金
の
直
接
支
払
制
度
を
定
め
た
一
九
七
三
年
一
月
二
日
法
（
扶
養
定
期
金
の
直
接
支

払
い
に
関
す
る
法
律
）
が
あ
っ
た
が
、
更
に
、
一
九
七
五
年
七
月
二
日
法
（
扶
養
定
期
金
の
公
的
取
立
に
関
す
る
法
律
）
は
強
制
徴
収
制
度
を

設
け
た
。
し
か
し
、
履
行
状
況
は
改
善
さ
れ
ず
、
一
九
八
四
年
一
二
月
一
一
一
一
日
法
（
支
払
わ
れ
な
い
養
育
費
の
履
行
確
保
の
た
め
の
家
族
給
付
支

払
機
関
の
関
与
に
関
す
る
法
律
）
は
家
族
支
援
手
当
を
扶
養
定
期
金
債
権
の
前
払
い
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
。
稲
本
・
前
掲
、
五
五
～
六

頁
、
原
田
・
前
掲
、
一
一
○
一
一
～
一
一
一
、
一
一
一
八
頁
、
小
野
・
前
掲
、
一
一
八
五
頁
、
犬
伏
・
前
掲
、
三
八
頁
、
参
照
。

（
応
）
国
・
国
閉
冨
己
は
、
前
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議
に
お
い
て
、
離
婚
後
の
子
の
世
話
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
父
母
双
方
に
よ
る
共
同
の
世
話
こ
そ

が
最
も
望
ま
し
い
こ
と
が
心
理
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と
し
、
家
事
調
停
は
両
親
に
対
し
共
同
で
世
話
を
す
る
希
望
と
可
能
性
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
シ
○
一
の
、
ｓ
］
の
「
Ｑ
冒
四
⑪
、
厚
】
８
℃
の
の
Ｐ
。
ご
・
・
等
・
》
ご
・
、
①
．
ま
た
、
援
助
機
関
で
あ
る
し
冊
・
・
宮
』
・
ロ
句
言
‐

冨
酵
の
‐
固
員
目
一
（
尼
后
冨
国
）
も
、
子
ど
も
に
と
っ
て
最
も
望
ま
し
い
の
は
改
正
親
権
法
の
理
念
で
あ
る
親
権
の
共
同
行
使
で
あ
り
、
法
は
夫
婦

が
そ
の
合
意
へ
と
至
る
べ
き
何
ら
の
措
置
も
講
じ
て
い
な
い
、
と
強
く
批
判
す
る
。
疫
勺
冨
固
『
炭
宅
三
国
三
の
臼
ｇ
』
。
ｐ
》
己
と
（
］
の
ｍ
Ｂ
ｏ
薯
昌
◎
目

ｇ
］
》
後
勺
三
国
富
⑪
曰
呉
８
口
）
．

〆■、’■、〆■、

１３１２１１
、="、-ノ、=ゴ四

～
五
頁
、

□
ロ
・
西
垣
’
四
Ｐ

四
五
頁
。

忌
巨
己
．
』
宝
・
原
田
・
前
掲
、
一
一
一
五
～
一
一
一
六
頁
、
犬
伏
・
前
掲
、
一
一
一
○
頁
。

少
冒
巨
巴
司
の
、
冨
房
葺
巨
の
□
の
旨
冒
畳
・
の
．
』
冨
璽
□
・
雪
・
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
前
掲
、
一
一
八
五
～
六
頁
参
照
。

国
・
三
目
・
頃
‐
勺
の
岡
の
Ｎ
》
Ｈ
』
の
曰
く
・
目
の
》
旨
三
の
国
】
．
□
・
目
の
①
ｍ
ｍ
ｏ
Ｂ
巴
の
、
》
乞
雪
．
□
・
田
『
・
原
田
・
前
掲
、
一
一
一
一
一
○
頁
、
小
野
・
前
掲
、
一
一
八

～
五
頁
、
犬
伏
・
前
掲
、
四
五
頁
、
参
照
。
ま
た
、
句
・
可
の
、
宮
甸
口
ご
」
Ｐ
・
の
』
の
、
己
の
昌
口
・
ロ
、
巴
目
の
口
芭
円
の
砕
旨
ｍ
ｏ
ｏ
巨
の
、
》
ロ
。
．
こ
』
①
毘
・
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ム
在
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
家
事
調
停
を
実
践
し
て
い
る
諸
機
関
は
計
画
中
も
含
め
て
一
九
八
九
年
段
階
で
七
六
機
関
、
’
九
九
○
年

一ナ〃
階で八三機関が存在土泓。これつりの諸機関はその設立目的から、家事調停を直接的目的として設立されたものと、

鋤
本
来
困
難
に
直
面
し
た
家
族
に
対
す
る
相
談
・
援
助
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
、
そ
の
諸
活
動
の
一
環
と
し
て
家
事
調
停
を
取
り
入
れ
た
も

鵲のの一一種類に大別することができる。前者は、いずれも最近の設立で、その一一一分の一一は一九八八年以降で私泓。後者
鵬
は
、
カ
ッ
プ
ル
、
家
族
、
離
婚
と
い
っ
た
問
題
を
主
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
、
少
年
少
女
、
要
保
護
の
青
少
年
、
片
親
家
族
と
い
っ
た

（
３
）

焔
特
定
の
人
々
を
対
象
に
す
る
も
の
と
が
あ
り
、
そ
の
半
数
以
上
は
一
九
六
○
年
～
七
○
年
代
に
設
立
さ
れ
て
い
る
が
、
家
事
調
停
の
実
践

蛾
は
一
九
八
六
年
以
降
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
機
関
は
何
れ
も
が
、
一
九
○
一
年
法
に
基
づ
く
非
営
利
社
団
路
の
。
◎
巨
肖
・
ロ

エ
と
し
て
設
立
、
運
営
さ
れ
て
い
る
点
で
特
徴
的
で
吐
泓
・
機
関
に
は
単
独
の
も
の
が
多
い
が
、
中
に
は
多
数
の
支
部
を
も
つ
全
国
的
な
組

フ
織
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
Ａ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
、
Ｆ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ｅ
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
心
艶
）
ｐ
他
方
、
未
だ
家
事
調

一
フ

前
述
の
よ
う
な
離
婚
問
題
に
対
応
す
べ
く
家
事
調
停
は
、
近
時
、
急
速
な
導
入
と
展
開
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
お
い
て
、

そ
の
実
践
主
体
と
取
り
組
み
の
経
緯
、
家
事
調
停
の
実
践
内
容
、
実
践
手
続
き
お
よ
び
直
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、
家
事
調
停

の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
べ
く
試
み
た
い
。

１
実
践
諸
機
関
の
概
要
と
取
り
組
み
の
経
緯

三
家
事
調
停
急
＆
畳
・
ロ
崗
目
〕
匡
巴
の
の
実
践
ｌ
そ
の
内
容
と
手
続
き
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説
停
を
実
践
し
て
い
る
公
的
機
関
は
殆
ど
み
ら
れ
ず
、
そ
の
殆
ど
が
民
間
機
関
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
る
が
、
国
や
地
方
公
共
団
体
は
民

（
６
）

問
機
関
に
対
し
、
補
助
金
や
施
設
提
供
と
い
っ
た
援
助
を
行
っ
て
い
る
。

論
家
事
調
停
の
実
践
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
最
も
早
い
も
の
で
一
九
八
六
年
、
大
半
は
一
九
八
八
年
以
降
で
あ
る
。
家
事
調
停

導
入
に
至
っ
た
経
緯
を
全
体
的
に
み
て
お
こ
う
。
家
事
調
停
へ
の
関
心
と
そ
の
技
法
の
取
り
入
れ
は
一
九
八
四
～
五
年
か
ら
み
ら
れ
る
よ

（
７
）

》
っ
で
あ
り
、
と
く
に
カ
ナ
ダ
・
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
実
践
技
法
（
ケ
ベ
ッ
ク
・
モ
デ
ル
）
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
家
事
調
停
実
践
の
パ
イ

オ
ニ
ア
的
存
在
と
さ
れ
る
の
は
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
父
・
母
・
子
協
会
（
Ａ
Ｐ
Ⅱ
皿
）
で
、
一
九
八
三
年
の
設
立
で
あ
る
が
、
援
助
活
動
の
発

展
と
し
て
一
九
八
六
年
よ
り
家
事
調
停
を
開
始
し
、
と
く
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
実
践
技
法
を
導（
９
）

入
し
た
。
さ
毫
わ
に
、
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
は
一
九
八
八
年
一
月
に
は
同
セ
ン
タ
ー
の
専
門
家
を
交
え
て
の
コ
ロ
ッ
ク
（
司
法
省
等
後
援
）
を
開
催
し
、

（
川
）

前
年
の
一
九
八
七
年
一
二
月
に
離
婚
の
子
の
た
め
の
地
域
協
会
（
Ａ
Ｃ
Ｆ
Ｅ
Ｄ
）
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
コ
ロ
ッ
ク
と
と
も
に
、
ケ
ベ
ッ
ク

（
ｕ
）

型
の
家
事
調
停
の
導
入
と
錘
曰
及
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
と
連
動
し
つ
つ
、
家
事
調
停
の
実
践
に
つ
い
て
指
導
的
役

割
を
果
し
た
の
は
親
と
教
育
者
の
学
校
全
国
連
盟
（
Ｆ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ｅ
）
で
あ
る
。
Ｆ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ｅ
は
、
パ
リ
地
域
支
部
を
中
心
に
、
援
助
活
動

の
一
環
と
し
て
一
九
八
八
年
一
月
（
実
質
的
に
は
一
九
八
七
年
九
月
）
よ
り
家
事
調
停
を
開
始
す
る
一
方
、
四
月
に
は
同
支
部
の
主
催
で
弁

護
士
、
判
事
、
精
神
療
法
医
、
夫
婦
問
題
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
各
種
協
会
の
責
任
者
等
二
五
名
に
よ
る
家
事
調
停

研
修
旅
行
を
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
行
い
、
同
年
六
月
か
ら
定
期
的
に
家
事
調
停
の
専
門
家
の
研
修
・
養
成
事
業
に
取
り
組
ん
で
乢
秘
。
さ

ら
に
、
同
支
部
は
、
一
九
八
九
年
二
月
に
は
、
司
法
省
、
女
性
の
権
利
庁
等
の
後
援
を
え
て
家
事
調
停
に
関
す
る
全
国
研
究
大
会
を
開

催
し
、
各
地
の
各
種
実
践
諸
機
関
に
よ
る
家
事
調
停
の
実
践
内
容
に
つ
い
て
総
括
的
な
検
討
を
行
っ
（
池
・
以
上
の
よ
う
な
代
表
的
な
取
り

組
み
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
事
調
停
は
確
実
に
深
化
と
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
’
九
九
一
年
四
月
に
は
、

各
種
家
事
調
停
実
践
諸
機
関
の
初
の
全
国
的
組
織
で
あ
る
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
全
国
委
員
会
（
Ｃ
Ｎ
Ｓ
Ｍ
Ｆ
）
が
結
成
乱
仙
、
家
事
調
停
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そ
こ
で
、
次
に
、
以
上
の
よ
う
な
広
範
な
展
開
を
み
せ
つ
つ
あ
る
家
事
調
停
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
概

念
お
よ
び
調
停
対
象
の
点
か
ら
検
討
し
よ
う
。

⑪
家
事
調
停
の
基
本
概
念

家
事
調
停
日
⑰
曰
昌
・
口
駐
日
臣
巴
の
の
概
念
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
合
、
予
め
、
次
の
一
一
一
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
第

一
に
、
類
似
の
紛
争
解
決
手
続
き
で
あ
る
「
調
停
」
○
○
口
・
匿
昌
・
ロ
と
の
概
念
的
区
別
が
必
要
で
あ
る
。
・
・
ロ
・
匿
昌
目
は
民
事
訴
訟
法

上
の
概
念
と
し
て
は
第
三
者
の
介
入
を
前
提
と
し
な
い
（
あ
る
い
は
、
単
な
る
第
三
者
の
調
停
勧
試
に
よ
る
）
当
事
者
自
身
に
よ
る
紛
争
解
決

手
続
き
で
あ
る
の
に
対
し
、
曰
⑰
＆
畳
・
ロ
は
第
三
者
の
積
極
的
介
入
に
よ
っ
て
当
事
者
を
。
＆
・
匿
昌
・
ロ
に
至
ら
せ
る
手
続
き
で
ｆ
税
・

第
一
一
に
、
離
婚
に
関
し
て
は
、
裁
判
官
は
、
離
婚
の
申
し
立
て
が
あ
っ
た
場
合
、
調
停
の
勧
試
言
一
畳
弓
の
』
の
８
口
邑
昌
目
を
行
う

が
（
民
法
二
五
一
条
）
、
こ
れ
は
当
事
者
の
「
和
合
調
整
」
（
関
係
修
復
）
を
目
的
と
す
ろ
も
の
嚥
耕
製
の
に
対
し
（
従
っ
て
、
調
停
不
調
命
令

が
あ
る
場
合
に
離
婚
訴
訟
手
続
き
が
開
始
さ
れ
る
）
、
三
畳
愈
目
崗
目
臣
巴
の
は
、
む
し
ろ
、
離
婚
を
前
提
に
し
、
離
婚
の
諸
結
果
に
関
す

る
問
題
処
理
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
一
一
に
、
日
③
＆
畳
・
ロ
一
般
と
の
関
連
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
白
の
臼
昌
・
ロ
は
行
政
機

関
と
の
関
係
、
労
使
関
係
、
犯
罪
被
害
者
と
の
関
係
、
消
費
生
活
関
係
、
賃
貸
借
関
係
と
い
っ
た
広
範
囲
な
関
係
に
お
け
る
紛
争
解
決
手

の
（
旧
）

９

続
き
を
指
す
が
、
日
⑥
巳
ロ
ー
』
・
ロ
閑
日
日
辱
巳
の
は
専
ら
家
族
関
係
に
お
け
る
紛
争
、
そ
れ
も
離
婚
及
び
別
居
問
題
に
限
定
さ
れ
た
紛
争
解
決
腸
７

手
続
き
で
あ
り
、
問
題
の
性
質
上
、
当
事
者
へ
の
心
理
学
的
、
精
神
分
析
学
的
援
助
等
も
含
め
た
対
応
が
要
求
さ
れ
る
。

法熊く

そ
こ
で
、
次
に
、
以
上
の
一
一
一
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
家
事
調
停
日
詮
巨
』
・
ロ
盲
目
』
』
巳
の
の
基
本
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
、

の
一
層
の
充
実
・
推
進
と
制
度
化
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

２
家
事
調
停
の
内
容



論 説

以
上
の
よ
う
な
代
表
的
な
家
事
調
停
の
概
念
規
定
を
通
じ
て
、
家
事
調
停
の
主
要
な
特
徴
点
と
し
て
次
の
諸
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

（
旧
）

ろ
。第
一
に
、
家
事
調
停
は
、
専
ら
離
婚
や
別
居
に
よ
っ
て
生
じ
る
諸
問
題
、
と
く
に
子
ど
も
の
処
遇
問
題
へ
の
対
処
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
事
者
に
お
い
て
離
婚
や
別
居
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
（
あ
る
い
は
、
家
事
調
停
の
前
段

階
と
し
て
離
婚
・
別
居
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
）
ｐ
こ
の
点
で
、
離
婚
手
続
き
に
お
い
て
当
事
者
の
和
合
調
整
を
目
指
し
て

行
わ
れ
る
「
調
停
の
試
み
」
と
目
的
を
異
に
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
に
、
家
事
調
停
は
、
離
婚
・
別
居
問
題
に
つ
い
て
の
当
事
者
に
よ
る
主
体
的
解
決
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
家
事
調
停
の
開
始
、

問
題
解
決
の
た
め
の
話
し
合
い
、
問
題
の
解
決
策
の
決
定
の
一
連
の
過
程
が
当
事
者
の
主
体
的
参
加
と
共
同
責
任
の
下
に
進
め
ら
れ
る
。

よ
り
具
体
的
な
概
念
規
定
を
す
る
の
は
家
事
調
停
推
進
協
会
（
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｆ
）
で
あ
る
。

”
離
婚
や
別
居
に
関
す
る
家
事
調
停
は
、
家
族
的
紛
争
の
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
カ
ッ
プ
ル
（
婚
姻
の
有
無
不
問
）
は
家
事
調
停

員
忌
日
農
の
貝
崗
目
］
苫
巴
の
と
称
さ
れ
る
、
中
立
的
で
有
資
格
の
第
三
者
の
守
秘
的
関
与
を
要
求
し
、
あ
る
い
は
受
け
入
れ
る
。
家

事
調
停
員
の
役
割
は
、
カ
ッ
プ
ル
が
、
家
族
員
の
各
必
要
性
、
と
く
に
、
子
ど
も
の
そ
れ
、
を
親
と
し
て
の
平
等
に
基
づ
く
共
同
責
任

の
観
点
か
ら
考
慮
し
て
、
安
定
的
で
相
互
に
受
け
入
れ
可
能
な
協
定
の
基
礎
を
彼
ら
自
身
で
見
い
出
し
う
べ
く
彼
ら
を
導
く
こ
と
で
あ

を
要
求
し
、

スで吐糾・〃

家
事
調
停
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
で
あ
る
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
は
、
次
の
よ
う
に
概
念
規
定
す
る
。

”
離
婚
や
別
居
に
関
す
る
家
事
調
停
は
、
両
親
が
、
自
主
的
に
、
両
者
の
対
話
を
可
能
に
し
う
る
中
立
的
か
つ
適
任
の
第
三
者
の
援
助

を
要
求
し
、
そ
の
援
助
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
に
つ
い
て
の
安
定
的
生
活
の
計
画
案
を
共
同
で
練
り
上
げ
る
、
と
い
う
自
治
的
な
プ
ロ
セ

る宛
Ｏ、￣

〃
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離
婚
・
別
居
問
題
は
〈
当
事
者
自
身
の
問
題
と
し
て
、
当
事
者
自
身
に
よ
る
解
決
策
の
検
討
と
決
定
こ
そ
が
最
も
適
合
的
で
、
か
つ
、
実

効
性
の
あ
る
解
決
を
導
き
出
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
以
上
の
よ
う
な
、
当
事
者
の
主
体
的
な
問
題
解
決
を
現
実
的
に
保
証
す
べ
く
第
三
者
の
積
極
的
関
与
冒
一
の
Ｈ
『
の
口
武
・
ロ
が
な

さ
れ
る
。
第
三
者
（
家
事
調
停
員
忌
曰
景
日
崗
目
臣
巳
の
）
は
、
当
事
者
の
援
助
要
請
に
基
づ
い
て
関
与
し
、
公
正
か
つ
中
立
的
な
立
場
で
、

当
事
者
に
対
し
何
ら
権
威
や
決
定
権
を
持
つ
こ
と
な
く
、
当
事
者
が
平
等
な
立
場
で
、
自
由
に
、
十
分
な
対
話
と
意
思
決
定
が
で
き
る
よ

う
様
々
な
援
助
を
す
る
。
従
っ
て
、
援
助
内
容
と
し
て
は
、
当
事
者
の
心
理
・
感
情
の
調
整
、
問
題
解
決
の
た
め
の
適
切
な
情
報
提
供
が

要
求
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
役
割
を
担
う
べ
き
家
事
調
停
員
と
し
て
は
心
理
学
的
、
精
神
分
析
学
的
、
教
育
学
的
、
法
律
学
的

等
の
人
文
科
学
、
社
会
科
学
の
専
門
性
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
体
制
作
り
が
要
求
さ
れ
る
。

第
四
に
、
当
事
者
は
第
三
者
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
問
題
解
決
に
向
け
て
対
話
＆
巳
・
巴
の
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
対
話
の
も
つ

ム
積
極
的
意
義
が
注
目
さ
れ
る
。
対
話
に
お
い
て
は
、
夫
婦
間
に
お
け
る
不
和
の
原
因
、
来
歴
、
相
互
の
不
平
・
不
満
を
問
題
に
す
る
の
で

一ナス
は
な
く
、
専
蕾
ら
、
離
婚
後
に
お
け
る
望
ま
し
い
家
族
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
当
事
者
、
子
ど
も
、
家
族
員
の
諸
必
要
を
考
慮
し
て
、

、
ソ
・

鋤
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
離
婚
は
へ
も
は
や
？
夫
婦
関
係
の
解
消
、
清
算
と
い
う
消
極
的
概
念
と
し
て
で
は
な

（
別
）

鵠
く
、
離
婚
後
の
夫
婦
関
係
、
親
子
関
係
の
新
た
な
る
再
編
を
目
指
す
積
極
的
概
念
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

聯
以
上
の
よ
う
に
、
家
事
調
停
は
、
離
婚
や
別
居
を
前
提
に
、
そ
れ
か
ら
生
じ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
第
三
者
（
家
事
調
停
員
）
の
適
切

る
・

け
な
援
助
を
受
け
な
が
ら
、
当
事
者
の
主
体
性
、
辻
〈
同
責
任
に
よ
る
解
決
を
目
的
と
し
た
、
ま
さ
に
、
自
治
的
、
自
律
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
の
９

峨
②
家
事
調
停
の
対
象

自
弓２

巫
家
事
調
停
が
離
婚
・
別
居
か
ら
生
じ
る
諸
問
題
、
即
ち
、
離
婚
・
別
居
の
諸
結
果
に
つ
い
て
の
問
題
解
決
を
目
指
す
こ
と
は
前
述
の
と
雛
７

－
フ

く

う
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
財
産
の
清
算
、
離
婚
給
付
の
問
題
と
子
の
処
遇
の
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
伯



説
両
者
を
対
象
に
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
後
者
の
み
を
対
象
に
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
各
種
実
践
機
関
の
対
応
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
前

者
、
即
ち
、
離
婚
の
諸
結
果
の
全
体
を
対
象
に
す
る
も
の
は
全
体
的
家
事
調
停
日
⑩
＆
畳
・
ロ
四
呂
巴
の
、
後
者
の
子
の
処
遇
の
み
を
対
象

論
に
す
る
も
の
は
部
分
的
家
事
調
停
日
詮
昌
８
℃
胃
威
の
臣
の
と
称
さ
れ
て
い
る
。

前
掲
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
は
、
離
婚
後
の
子
ど
も
の
保
護
に
お
け
る
両
親
の
平
等
性
確
保
を
目
的
と
す
る
機
関
で
あ
り
、
設
立
目
的
か
ら
当
然
の

こ
と
と
し
て
、
家
事
調
停
は
親
権
の
行
使
の
態
様
、
子
ど
も
の
滞
在
期
間
や
ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
過
ご
し
方
と
い
っ
た
子
ど
も
の
生
活
リ
ズ
ム
、

（
Ⅲ
）

子
ど
も
の
必
要
や
発
達
に
即
し
た
物
資
的
措
置
（
養
育
費
等
）
等
の
子
ど
も
に
関
す
る
諸
問
題
を
対
象
と
す
る
。
他
方
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
ｌ
狐

で
は
危
機
に
あ
る
カ
ッ
プ
ル
や
家
族
に
対
す
る
援
助
を
目
的
に
し
て
お
り
、
家
事
調
停
も
子
の
処
遇
に
関
す
る
問
題
の
み
で
な
く
、
財
産

（
皿
）

の
分
割
や
離
婚
給
付
の
問
題
も
含
め
て
対
象
と
す
る
。
以
上
に
対
し
、
Ｆ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ｅ
で
は
、
そ
の
多
数
の
支
部
が
部
分
的
家
事
調
停
で
あ

（
羽
）

る
が
、
パ
リ
地
域
支
部
で
は
、
相
談
者
の
選
択
に
よ
り
全
体
的
家
事
調
停
ま
た
は
部
分
的
家
事
調
停
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
何
れ
の
種
類
の
家
事
調
停
を
行
う
か
は
、
各
種
実
践
機
関
の
活
動
目
的
と
ス
タ
ッ
フ
の
内
容
の
如
何
、
と
く
に
、
婚
姻

財
産
の
清
算
や
離
婚
給
付
の
問
題
に
つ
い
て
は
法
的
権
利
義
務
的
判
断
が
要
求
さ
れ
、
法
律
専
門
家
と
の
連
携
の
如
何
（
あ
る
い
は
、
各

地
の
弁
護
士
会
と
の
協
同
の
あ
り
方
）
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最
近
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
四
三
機
関
の
う
ち
全
体
的
家
事
調

停
を
行
う
機
関
は
七
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
ま
た
、
部
分
的
家
事
調
停
を
行
う
機
関
も
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
あ
り
（
従
っ
て
、
両
者
併
用
の
機
関
も

あ
る
）
、
両
者
が
行
わ
れ
る
割
合
は
ほ
ぼ
等
し
い
状
況
に
堪
秘
。
こ
の
よ
う
な
両
者
併
用
の
状
況
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
型
に
お
い
て
も
み
ら
れ

る
が
窪
（
７
）
参
照
）
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
い
て
は
、
近
時
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
と
し
て
全
体
的
家
事
調
停
を
州
全
域
で
行
う
べ
き

こ
と
が
提
案
さ
れ
て
乢
繊
。

３
家
事
調
停
の
手
続
き
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ま
ず
、
家
事
調
停
員
の
専
門
性
に
つ
い
て
み
よ
う
。
各
機
関
で
実
際
に
家
事
調
停
に
従
事
し
て
い
る
者
を
み
て
み
る
と
、
｜
般
的
に
は
、

心
理
学
専
門
家
、
児
童
心
理
学
専
門
家
、
精
神
分
析
学
専
門
家
、
精
神
療
法
医
、
夫
婦
問
題
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
家
族
問
題
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、

ム
教
育
専
門
家
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
法
律
専
門
家
、
等
の
人
文
科
学
、
社
会
科
学
の
専
門
家
が
従
事
し
て
い
る
。
特
異
な
例
と
し
て

一ナ派
は
、
離
婚
し
た
親
も
従
事
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
最
近
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
家
事
調
停
員
は
、
基
礎
的
資
格
と
し
て
、
五
九
パ
ー
セ
ン
ト

助
の
者
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
家
族
問
題
相
談
員
等
の
資
格
免
許
状
を
も
ち
、
一
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
が
心
理
学
や
精
神
療
法
学
の
資

援鵠
格
免
許
状
を
、
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
が
法
律
学
そ
の
他
の
資
格
免
許
状
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
．
さ
ら
に
、
補
充
的
職
業
教

繩
育
と
し
て
、
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
が
カ
ッ
プ
ル
や
家
族
に
関
す
る
テ
ー
マ
の
教
育
（
家
族
関
係
セ
ラ
ピ
ー
、
夫
婦
問
題
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

焔
等
）
を
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
の
高
等
教
育
を
、
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
が
そ
の
他
様
々
の
教
育
を
、
の
９

峨
一
ハ
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
が
聴
取
、
面
談
の
技
術
研
修
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
、
家
事
調
停
に
つ
い
て
の
基
礎
的
教
育
研
修
を
受
け
た
者
が
七
腸

（
妬
）

７

ヱ
ー
パ
ー
セ
ン
ト
、
さ
ら
に
よ
り
高
次
の
教
育
研
修
を
受
け
た
者
が
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
事
調
停
員
と
し
て
は
専
門
縦

一
フ

く

う
的
資
格
・
技
術
を
も
っ
た
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

２

の
要
請
に
応
え
る
べ
く
、
十
分
な
人
文
科
学
一

調
停
体
制
作
り
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

家
事
調
停
に
お
い
て
は
、
家
事
調
停
員
の
果
す
べ
き
役
割
が
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
家
事
調
停

員
が
適
切
な
専
門
的
援
助
を
な
し
う
る
か
否
か
が
家
事
調
停
の
成
否
を
左
右
す
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
各
種
実
践
機
関
と
し
て
は
、
そ

の
要
請
に
応
え
る
べ
く
、
十
分
な
人
文
科
学
あ
る
い
は
社
会
科
学
の
専
門
性
を
備
え
た
家
事
調
停
員
の
確
保
、
お
よ
び
そ
れ
を
踏
ま
え
た

さ
て
、
以
上
の
よ
》
一

体
的
に
検
討
し
よ
う
。

、
哀
暮
・
周
亭
Ｄ
十

家
事
調
停
の
体
制

以
上
の
よ
う
な
内
容
、
特
徴
を
も
つ
家
事
調
停
が
、
ど
の
よ
う
な
体
制
と
手
続
き
で
も
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
具



説
に
、
調
停
体
制
を
み
て
み
よ
う
。
上
述
の
よ
う
に
、
家
事
調
停
員
の
専
門
性
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
る
が
、
家
事
調
停
に
当
た
り
、
配
Ｊ

実
際
、
ど
の
よ
う
な
共
同
体
制
が
組
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
家
事
調
停
員
一
人
に
よ
る
単
独
調
停
が
な
さ
れ
て
い
Ⅷ

（
幻
）
号

家
事
調
停
員
複
数
に
よ
る
共
同
調
停
が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
が
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
脚
傭

全
体
的
に
み
れ
ば
単
独
調
停
の
比
率
が
非
常
に
高
い
が
、
共
同
調
停
も
相
当
数
み
ら
れ
、
相
談
者
の
状
況
に
応
じ
て
共
同
調
停
が
な
さ
れ
燗

ろ
と
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
共
同
調
停
の
原
則
を
と
る
代
表
的
機
関
が
あ
る
。
一
つ
は
、
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
で
、
二

人
一
組
の
チ
ー
ム
が
作
ら
れ
る
が
、
そ
の
構
成
は
〈
混
合
性
の
原
則
ご
目
・
巷
。
」
の
］
画
巨
酋
芯
〉
に
基
づ
き
、
心
理
学
専
門
家
や
ソ
１

（
配
）

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
専
門
家
よ
り
一
人
と
離
婚
経
験
者
た
る
親
一
人
と
が
男
女
の
組
み
合
わ
せ
に
な
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
も
う

一
つ
は
、
Ｅ
Ｐ
Ｅ
パ
リ
地
域
支
部
で
あ
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
夫
婦
問
題
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
教
育
者
の
三
人
の
人
文
科
学
専
門
家

お
よ
び
弁
護
士
等
三
人
の
法
律
専
門
家
に
よ
る
計
六
人
の
家
事
調
停
担
当
部
局
が
構
成
さ
れ
、
具
体
的
な
家
事
調
停
に
は
人
文
科
学
、
社

一
会
科
学
の
分
野
か
ら
一
人
づ
っ
の
二
人
で
担
当
土
騨
・
調
停
体
制
に
つ
い
て
は
、
各
機
関
の
規
模
、
家
事
調
停
の
対
象
、
家
事
調
停
員
の

専
門
性
の
種
別
等
に
よ
り
様
々
で
あ
る
が
、
何
れ
に
お
い
て
も
必
要
に
応
じ
て
他
分
野
の
専
門
家
の
援
助
を
依
頼
し
て
お
り
（
と
く
に
弁

護
士
の
援
助
）
、
ま
た
、
機
関
の
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
精
神
療
法
医
、
精
神
科
医
、
精
神
分
析
医
へ
法
律
専
門
家
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

（
卯
）

等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
指
導
機
関
を
備
壹
え
、
そ
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
る
。

家
事
調
停
は
家
事
調
停
員
と
夫
婦
双
方
と
の
面
談
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
家
事
調

停
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
各
機
関
と
も
ほ
ぼ
共
通
の
も
の
が
み
ら
れ
、
通
常
、
次
の
六
段
階
で
進
め
ら
札
製
・

第
一
段
階
は
相
互
の
信
頼
的
、
親
近
的
協
同
関
係
の
確
立
で
あ
る
。
ま
ず
、
家
事
調
停
員
は
夫
婦
双
方
と
の
信
頼
関
係
の
確
立
を
図
り
、

共
に
問
題
解
決
に
当
た
る
と
い
う
共
感
的
、
親
近
的
雰
囲
気
の
創
出
に
努
め
る
。
．
次
い
で
、
夫
婦
双
方
に
対
し
家
事
調
停
の
プ
ロ
セ
ス
や

②
家
事
調
停
の
プ
ロ
セ
ス



ム
肢
を
畉
確
に
握
瀝
山
」
で
き
る
よ
う
揮

一ナ派
の
全
面
的
発
揮
が
必
要
１
と
さ
れ
ラ

鋤
第
四
段
階
は
話
し
合
い
と
態
と

鵠
格
を
変
化
さ
せ
る
べ
く
当
事
者
一

離
し
、
当
事
者
双
方
が
よ
り
よ
く
面

焔
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
収
欽
さ
止

峨
も
た
ら
す
か
を
当
事
者
と
共
に
坐

巫
め
の
本
領
発
揮
が
求
め
ら
れ
る
。

｝
フフ
第
五
段
階
は
〈
ロ
意
事
項
の
明
澁

調
停
遂
行
上
の
諸
規
則
に
つ
い
て
説
明
し
、
調
停
に
対
す
る
夫
婦
の
態
度
を
見
極
め
、
手
続
き
遂
行
の
決
定
を
す
る
。

第
二
段
階
は
事
実
関
係
の
整
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
家
事
調
停
員
は
夫
婦
間
の
紛
争
の
原
因
、
そ
れ
に
対
す
る
双
方
の
感
情
等
を
探

り
な
が
ら
、
紛
争
の
表
面
に
現
れ
た
部
分
、
未
だ
表
面
化
し
て
い
な
い
部
分
等
へ
紛
争
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
識
別
し
、
当
事
者
を
し
て
そ

の
紛
争
の
性
格
お
よ
び
当
事
者
間
の
合
意
点
、
対
立
点
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
や
と
く
に
子
ど
も
の
必
要
性
を

踏
ま
え
て
、
今
後
解
決
す
べ
き
問
題
点
の
整
理
を
当
事
者
と
共
に
行
う
。

第
三
段
階
は
考
え
方
や
選
択
肢
の
作
成
で
あ
る
。
当
事
者
は
、
解
決
す
べ
き
問
題
点
に
つ
い
て
、
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
性
や
要
求

を
満
足
さ
せ
る
に
最
適
な
考
え
方
に
基
づ
い
た
認
識
や
信
念
を
も
っ
て
望
む
が
、
家
事
調
停
員
は
、
種
々
の
観
点
か
ら
、
彼
ら
の
要
望
の

実
現
の
た
め
他
の
方
法
を
検
討
す
べ
く
赴
く
よ
う
に
そ
の
考
え
方
や
信
念
を
揺
る
が
し
、
当
初
よ
り
も
一
層
満
足
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う

な
新
た
な
、
創
造
的
な
選
択
肢
を
提
案
、
あ
る
い
は
、
再
提
案
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
事
者
が
認
識
し
か
つ
望
ま
し
い
と
す
る
諸
選
択

肢
を
明
確
に
提
出
で
き
る
よ
う
に
援
助
す
る
の
で
あ
る
こ
こ
で
は
、
当
事
者
を
援
助
す
べ
く
、
家
事
調
停
員
の
創
造
性
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

第
四
段
階
は
話
し
合
い
と
態
度
決
定
で
あ
る
。
家
事
調
停
員
は
、
紛
争
を
よ
り
積
極
的
で
建
設
的
な
も
の
へ
と
再
構
成
し
、
紛
争
の
性

格
を
変
化
さ
せ
る
べ
く
当
事
者
を
援
助
し
、
紛
争
の
解
決
へ
と
導
く
。
ま
た
、
話
し
合
い
を
妨
げ
る
非
建
設
的
、
反
復
的
な
行
動
を
指
摘

し
、
当
事
者
双
方
が
よ
り
よ
く
理
解
し
あ
え
る
よ
う
に
す
る
。
さ
ら
に
、
家
事
調
停
員
は
、
当
事
者
の
各
々
に
と
っ
て
の
選
択
肢
お
よ
び

当
事
者
双
方
に
と
っ
て
収
欽
さ
せ
う
る
選
択
肢
を
見
極
め
、
こ
れ
ら
の
選
択
肢
が
家
族
員
の
各
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
現
実
と
効
果
を

も
た
ら
す
か
を
当
事
者
と
共
に
検
討
す
る
。
こ
の
段
階
は
、
家
事
調
停
員
と
し
て
、
当
事
者
の
共
同
作
業
の
協
力
的
、
効
果
的
維
持
の
た

の
全
面
的
発
揮
が
必
要
と
さ
れ
る
。

事
項
の
明
確
化
と
合
意
案
の
作
成
で
あ
る
。
ま
ず
、
家
事
調
停
員
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
諸
決
定
を
適
切

2３（熊法72号'92）



説
に
反
映
さ
せ
て
、
合
意
事
項
を
整
理
、
明
確
化
す
る
。
こ
の
場
合
、
家
事
調
停
員
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
事
者
に
対
し
、
弁
護
士
、
会
計

士
、
徴
税
調
査
官
、
公
証
人
等
の
専
門
家
の
援
助
を
受
け
さ
せ
る
（
と
く
に
、
権
利
、
義
務
に
関
す
る
問
題
に
つ
き
）
。
次
い
で
、
家
事
調
停

論
員
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
問
題
解
決
の
た
め
の
合
意
案
の
作
成
を
行
う
。

第
六
段
階
は
合
意
案
の
修
正
と
確
定
で
あ
る
。
各
当
事
者
は
そ
の
合
意
案
を
そ
れ
ぞ
れ
の
弁
護
士
の
も
と
へ
持
参
し
、
法
律
的
観
点
か

ら
の
修
正
を
施
し
、
ま
た
は
変
更
の
示
唆
を
与
え
て
も
ら
う
。
そ
の
後
、
家
事
調
停
員
は
、
当
事
者
双
方
か
ら
出
さ
れ
た
要
望
に
従
っ
て
、

合
意
案
の
修
正
を
行
い
、
確
定
す
る
。
確
定
さ
れ
た
合
意
案
は
離
婚
手
続
き
を
開
始
す
べ
く
裁
判
所
へ
提
出
さ
れ
る
。
尚
、
も
は
や
法
律

的
修
正
を
行
わ
ず
、
当
事
者
自
身
の
判
断
で
合
意
案
を
確
定
す
る
場
合
も
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
家
事
調
停
は
六
つ
の
段
階
を
経
て
進
め
ら
れ
、
家
事
調
停
員
の
適
切
な
援
助
を
得
て
、
当
事
者
の
主
体
的
な

話
し
合
い
、
合
意
形
成
が
行
わ
れ
、
最
終
的
に
は
、
問
題
解
決
の
た
め
の
合
意
案
が
作
成
さ
れ
る
。
尚
、
家
事
調
停
は
当
事
者
問
に
お
い

て
既
に
離
婚
の
意
思
が
明
確
で
あ
る
場
合
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
未
だ
離
婚
意
思
が
明
確
で
な
い
夫
婦
に
対
し
、
家
事
調
停
の
前
段

階
と
し
て
、
意
思
決
定
の
た
め
の
援
助
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
前
段
階
的
家
事
調
停
冨
自
の
曰
巴
｛
鯉
）
。

③
家
事
調
停
の
時
期
、
期
間
及
び
費
用

ま
ず
家
事
調
停
の
行
わ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
み
よ
う
。
家
事
調
停
は
離
婚
し
よ
う
と
す
る
夫
婦
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
試
み
ら
れ

う
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
通
常
は
、
と
く
に
協
議
離
婚
の
場
合
、
離
婚
手
続
開
始
前
に
お
い
て
予
め
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
の
合
意

案
作
成
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
既
に
離
婚
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
認
諾
離
婚
や
有
責
離
婚
の
場
合
等
、
裁
判

官
の
命
令
あ
る
い
は
薦
め
に
よ
り
（
こ
の
場
合
、
一
定
期
間
、
裁
判
手
続
き
を
停
止
す
る
裁
判
官
も
い
る
）
、
ま
た
は
、
弁
護
士
の
薦
め
に
よ
り
、

合
意
案
を
作
成
す
べ
く
家
事
調
停
が
行
わ
れ
る
場
合
も
多
い
。
更
に
は
、
離
婚
後
、
離
婚
の
諸
結
果
に
関
す
る
決
定
が
守
ら
れ
ず
、
あ
る

（
羽
）

い
は
事
情
変
更
が
あ
っ
た
場
〈
ロ
、
再
合
意
案
を
作
成
す
べ
く
家
事
調
停
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

(熊法72号'92）２４



フランスにおける離婚合意援助システム

第
一
は
財
政
問
題
で
あ
る
。
各
種
実
践
機
関
が
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
の
開
設
に
当
た
り
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
事
業
補
助
金
の
交
付

を
受
け
た
の
は
僅
か
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
そ
の
後
の
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
も
事
業
補
助
金
と
利
用
者
負
担
料
に

ろ
が
、
家
事
調
停
は
未
だ
経
験
（

点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。

次
に
家
事
調
停
の
期
間
は
ど
れ
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
家
事
調
停
は
家
事
調
停
員
と
夫
婦
双
方
と
の
面
談
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
る
が
、

一
回
の
面
談
の
平
均
時
間
は
一
・
五
～
二
時
間
で
あ
る
。
家
事
調
停
を
終
わ
る
ま
で
の
面
談
回
数
は
、
当
事
者
の
紛
争
状
況
に
よ
っ
て
異

な
る
が
、
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
で
は
原
則
と
し
て
週
一
回
の
割
合
で
定
期
的
に
六
回
の
面
談
が
、
最
高
二
カ
月
間
位
の
期
間
で
、
行
わ
れ
て
乢
繊
。

（
鍋
）

全
体
的
に
み
て
も
、
一
二
～
七
回
の
面
談
が
行
わ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
家
事
調
停
の
費
用
に
つ
い
て
み
よ
う
。
利
用
者
負
担
料
は
各
実
施
機
関
の
事
業
補
助
金
受
給
の
有
無
、
多
寡
等
に
よ
り
異
な

る
。
代
表
的
機
関
に
つ
い
て
み
る
と
、
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
で
は
面
談
六
回
で
一
夫
婦
当
た
り
三
四
○
○
フ
ラ
ン
（
但
し
、
相
談
者
の
経
済
状
況
に
よ

（
師
）

り
胤
純
）
、
Ｅ
Ｐ
Ｅ
パ
リ
地
域
支
部
で
は
面
談
一
回
当
た
り
一
人
二
○
○
～
一
二
○
○
フ
ラ
ン
（
但
し
、
相
談
者
の
経
済
状
況
に
よ
り
減
額
）
、
Ａ

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
肌
で
は
市
町
村
の
補
助
金
の
出
る
窓
口
で
は
無
料
、
そ
の
他
で
は
面
談
一
回
当
た
り
一
人
一
七
○
フ
ラ
ン
程
度
で
あ
み
髄
、
Ａ

（
卵
）

Ａ
Ｊ
Ｂ
で
は
家
事
調
停
を
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
考
壹
え
、
無
料
ま
た
は
無
料
に
近
い
。
全
体
的
に
み
る
と
、
利
用
者
負
担
料
は
面
談
一
回
当
た

り
一
人
○
～
四
○
○
フ
ラ
ン
と
幅
が
あ
る
が
、
大
多
数
が
一
一
○
○
フ
ラ
ン
以
下
で
あ
り
、
そ
れ
も
三
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
機
関
が
五
○
フ
ラ

（
㈹
）

ン
以
下
（
そ
の
内
、
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
無
料
）
で
あ
る
。

さ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
事
調
停
は
、
以
上
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
な
内
容
と
手
続
き
に
基
づ
い
て
実
践
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

が
、
家
事
調
停
は
未
だ
経
験
の
浅
い
実
践
で
あ
る
だ
け
に
、
実
践
上
種
々
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
提
起
さ
れ
て
い
る
主
要
な
問
題

４
直
面
す
る
諸
問
題
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（
Ⅲ
）

説
よ
る
と
す
る
機
関
が
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
利
用
者
負
担
料
だ
け
に
よ
る
１
と
す
る
機
関
が
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
事

調
停
サ
ー
ビ
ス
の
開
設
、
維
持
に
お
け
る
事
業
補
助
金
交
付
の
割
合
が
低
い
状
況
で
は
（
し
か
も
補
助
金
額
も
不
十
分
で
あ
る
）
、
各
機
関
と

論
も
十
分
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
ず
、
中
に
は
、
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
の
中
止
や
サ
ー
ビ
ス
目
的
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
が
出

点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

さ
て
、
以
上
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
事
調
停
が
、
ど
の
よ
う
な
機
関
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
内
容
と
手
続
き
に

よ
り
行
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
に
直
面
し
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
全
体
を
通
じ
て
そ
の
特
徴

第
二
は
家
事
調
停
に
関
す
る
教
育
研
修
の
問
題
で
あ
る
。
家
事
調
停
員
と
し
て
の
職
務
を
十
分
に
行
う
た
め
に
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
、
心
理
学
、
精
神
分
析
学
等
の
基
礎
的
資
格
を
も
つ
者
が
さ
ら
に
家
事
調
停
自
体
に
つ
い
て
の
特
別
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。
家
事
調
停
に
つ
い
て
の
理
論
的
、
実
践
的
な
基
礎
的
教
育
研
修
や
よ
り
高
次
の
教
育
研
修
を
組
織
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に

は
家
事
調
停
員
と
し
て
の
資
格
免
許
状
を
付
与
す
る
た
め
の
教
育
機
関
の
整
備
が
必
要
で
恥
秘
。

第
三
は
家
事
調
停
の
内
容
、
質
の
統
一
化
の
問
題
で
あ
る
。
各
機
関
は
そ
の
設
立
目
的
、
ス
タ
ッ
フ
等
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
家
事

調
停
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
面
、
内
容
と
質
の
ば
ら
つ
き
も
多
い
。
家
事
調
停
の
全
体
的
進
展
を
図
る
た
め
に
は
各

機
関
が
最
低
限
踏
ま
え
る
べ
き
共
通
的
基
準
で
あ
る
職
業
倫
理
準
則
８
９
の
ｇ
の
忌
・
己
。
］
・
囚
の
の
制
定
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
、
Ａ
Ｐ

（
似
）

（
鯛
）

Ｍ
Ｆ
に
よ
り
職
業
倫
理
準
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
あ
る
い
は
一
般
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
家
事
調
停
が
実
効
性
を
挙
げ
う
る
た
め
に
は
、
家
事
調
停
員
の
中
立
性
の
確
保
の
問
題
、
家
事
調
停
の
場
の
問
題
、
裁
判
官

と
の
関
係
の
あ
り
方
等
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
後
に
触
れ
る
。

て
き
て
乢
醐
。

．
．
Ⅱ
．
．
ｌ
Ⅱ
．
‐
Ｉ
・
・
・
・
い
‐
‐
Ⅲ

■
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第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
家
事
調
停
の
導
入
と
実
践
が
各
種
民
間
機
関
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
国
、

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
り
財
政
的
援
助
、
施
設
提
供
等
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。

第
二
に
、
家
事
調
停
の
実
践
技
法
は
、
基
本
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
影
響
の
強
い
カ
ナ
ダ
・
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
実
践
技
法

（
ケ
ベ
ッ
ク
・
モ
デ
ル
）
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
ケ
ベ
ッ
ク
・
モ
デ
ル
そ
の
も
の
の
導
入
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
情
、

（
㈹
）

各
種
機
関
の
活
動
内
容
、
ス
タ
ッ
フ
等
に
応
じ
、
多
様
な
形
態
を
取
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
家
事
調
停
は
、
離
婚
（
別
居
）
を
決
し
た
当
事
者
が
、
離
婚
の
諸
結
果
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
き
、
家
事
調
停
員
の
専
門
的

な
援
助
を
え
な
が
ら
、
そ
の
主
体
性
と
共
同
責
任
に
基
づ
く
解
決
を
図
る
自
治
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

第
四
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
部
分
的
家
事
調
停
と
全
体
的
家
事
調
停
の
両
者
が
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
行
わ
れ
て
い
る
。

第
五
に
、
家
事
調
停
は
人
文
科
学
あ
る
い
は
社
会
科
学
の
専
門
性
を
備
え
、
さ
ら
に
家
事
調
停
の
教
育
研
修
を
受
け
た
家
事
調
停
員
が

担
当
し
、
調
停
体
制
と
し
て
は
単
独
調
停
の
方
が
比
較
的
に
は
多
い
が
、
共
同
調
停
も
多
数
み
ら
れ
る
。

第
六
に
、
家
事
調
停
は
、
家
事
調
停
員
と
当
事
者
双
方
と
の
定
期
的
な
面
談
と
い
う
形
で
、
通
常
、
六
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
行
わ

れ
、
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
の
合
意
案
を
作
成
す
る
。
調
停
時
期
は
離
婚
手
続
開
始
前
が
多
い
が
、
離
婚
手
続
き
の
最
中
や
離
婚
判
決

多
い
。

後
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

最
後
に
、
以
下
の
よ
う
な
諸
特
徴
を
も
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
る
家
事
調
停
も
、
財
政
問
題
、
家
事
調
停
の
教
育
研
修
問
題
、
家
事
調
停

の
内
容
、
質
の
統
一
化
の
問
題
等
、
多
く
の
検
討
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

第
七
に
、
家
事
調
停
は
、
補
助
金
や
公
共
性
を
考
慮
し
て
無
料
で
行
う
機
関
も
み
ら
れ
る
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
有
料
で
行
う
機
関
が
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論

説
注

》
（
１
）
国
・
国
閉
一
日
ｇ
の
一
句
・
○
日
Ｂ
Ｐ
Ｉ
ぐ
目
⑩
＆
の
》
・
己
．
。
】
一
・
［
し
］
》
壱
・
』
＄
の
一
ｍ
巳
ご
・
に
一
九
八
九
年
末
段
階
で
集
計
し
た
七
六
機
関
の
リ
ス
ト
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
缶
・
←
の
、
Ｓ
二
。
『
〔
ど
ロ
四
ｍ
ｍ
ロ
日
。
□
⑩
の
ロ
ロ
の
三
の
曰
昌
。
ｐ
句
四
日
臣
巳
の
．
」
毛
Ｐ
属
〕
・
ｍ
Ｅ
の
一
切
曰
く
・
に
は
、
一
九
九

○
年
段
階
で
の
八
三
機
関
の
リ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
国
・
因
用
一
日
ｇ
の
一
団
・
○
巴
昌
Ｐ
１
ぐ
・
忌
呂
の
》
。
ご
・
ｏ
淳
．
［
し
］
》
己
・
田
。

（
４
）
一
九
○
｜
年
七
月
一
日
法
（
「
非
営
利
社
団
契
約
に
関
す
る
法
」
）
に
よ
れ
ば
、
二
人
以
上
の
者
が
、
利
益
分
配
以
外
の
目
的
を
も
っ
て
、
永
続

的
に
、
知
識
や
活
動
を
共
有
す
る
た
め
に
、
契
約
に
基
づ
き
非
営
利
社
団
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
条
）
。
と
く
に
慈
善
・
福
祉
目
的
、

教
育
・
文
化
目
的
、
政
治
目
的
な
ど
が
多
い
。
非
営
利
社
団
は
設
立
の
届
出
と
官
報
に
よ
る
公
示
に
よ
り
法
人
格
を
取
得
す
る
（
第
二
、
五
、
六

条
）
。
非
営
利
社
団
に
は
届
出
非
営
利
社
団
と
公
益
性
承
認
非
営
利
社
と
が
あ
り
、
後
者
は
、
と
く
に
デ
ク
レ
に
よ
り
公
益
性
が
承
認
さ
れ
た
も

の
で
、
前
者
よ
り
権
利
能
力
の
範
囲
が
広
い
（
第
二
条
）
。
尚
、
無
届
の
場
合
も
設
立
は
認
め
ら
れ
る
が
、
法
人
格
を
有
せ
ず
、
ま
た
、
権
利

能
力
も
極
め
て
制
限
さ
れ
る
。
後
掲
の
Ａ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
、
Ｆ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ｅ
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
何
れ
も
公
益
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
本
法
に
つ
い
て
は
、

］
．
。
．
』
の
』
Ｐ
３
ご
ｇ
胃
官
の
萱
冒
忍
耐
の
）
し
路
・
臼
昌
・
目
‐
】
窓
四
日
の
忍
忌
＆
］
．
」
・
垣
Ｐ
弓
．
、
の
一
ｍ
巳
『
参
照
。

（
５
）
全
国
的
な
代
表
的
機
関
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
を
し
て
お
こ
う
。

Ａ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
（
雷
の
。
＆
畳
・
口
卑
自
の
鳥
の
□
の
、
忌
号
の
噸
Ｑ
の
（
ど
息
三
塁
・
口
○
・
号
囚
巳
の
）
は
、
一
九
六
一
年
六
月
に
設
立
さ
れ
、
現
在
、

全
国
的
に
二
八
の
支
部
を
も
つ
。
活
動
と
し
て
は
夫
婦
問
題
、
家
族
問
題
に
関
ま
る
相
談
・
援
助
、
カ
ッ
プ
ル
・
セ
ラ
ピ
ー
、
家
事
調
停
、
親
子

の
触
れ
合
い
の
場
の
提
供
お
よ
び
夫
婦
問
題
、
家
族
問
題
に
携
わ
る
実
務
家
の
養
成
、
研
修
を
行
う
。
家
事
調
停
に
つ
い
て
は
ヴ
ァ
ル
・
ド
・
マ

ル
ヌ
県
支
部
で
あ
る
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
ｌ
肌
（
雷
、
・
・
巨
宮
□
・
月
］
雪
の
具
目
一
の
三
の
。
。
§
］
の
‐
震
）
を
中
心
に
、
現
在
、
八
支
部
で
行
わ
れ
て
い
る
。

Ｆ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ｅ
（
漂
忌
円
昌
・
口
ｚ
畳
・
口
巴
の
ｇ
の
、
国
。
。
】
の
、
ロ
の
、
旧
日
の
二
ｍ
の
一
口
の
、
国
百
○
巳
の
自
国
）
は
ヘ
ー
九
七
○
年
に
設
立
さ
れ
、
現
在
、

全
国
的
に
二
○
の
支
部
を
も
ち
、
さ
ら
に
九
支
部
が
準
備
中
で
あ
る
。
活
動
と
し
て
は
、
子
や
青
少
年
問
題
、
夫
婦
問
題
、
家
族
問
題
、
教
育
問

（
２
）

（
３
）

忌
邑
・
》
己
・
田
。

ｑ
０
』
・
Ｐ
且
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題
等
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
、
電
話
相
談
、
心
理
学
的
相
談
、
家
事
調
停
お
よ
び
実
務
家
の
養
成
、
研
修
等
を
行
う
。
家
事
調
停
は
パ
リ
地
域
支

部
（
国
自
‐
口
の
‐
ロ
の
‐
淳
自
・
の
）
を
中
心
に
、
現
在
、
一
四
支
部
で
行
わ
れ
て
い
る
。

Ｆ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
（
恩
忌
甸
畳
・
ロ
ｚ
塁
目
巴
の
〔
ど
巨
已
の
。
－
国
目
已
］
の
）
は
、
一
九
六
六
年
一
一
一
月
に
設
立
さ
れ
、
現
在
、
全
国
的
に
四
一
一
一
の
支
部
を

も
つ
。
活
動
と
し
て
は
、
親
子
問
題
、
青
少
年
問
題
、
夫
婦
問
題
、
家
族
問
題
等
に
対
す
る
情
報
提
供
、
相
談
・
援
助
、
家
事
調
停
、
実
務
家
の

養
成
等
を
行
う
。
家
事
調
停
は
、
パ
リ
支
部
等
、
現
在
、
五
支
部
で
行
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
諸
機
関
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
前
掲
調
査
報
告
、
六
ペ
ー
ジ
以
下
、
参
照
。

（
６
）
司
法
省
、
女
性
の
権
利
庁
等
や
い
く
つ
か
の
地
方
公
共
団
体
は
、
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
の
開
設
あ
る
い
は
維
持
に
対
し
事
業
補
助
金
を
交
付
し

て
い
る
が
、
交
付
比
率
も
低
く
、
交
付
額
も
不
十
分
で
あ
り
、
民
間
機
関
は
大
き
な
財
政
難
に
直
面
し
て
い
る
（
後
述
４
参
照
）
。
施
設
提
供
の

例
と
し
て
は
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
ｌ
Ｍ
で
は
、
相
談
窓
口
を
ク
レ
テ
ー
ュ
大
審
裁
判
所
内
や
市
町
村
の
社
会
セ
ン
タ
ー
内
に
開
設
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。
小
野
・
前
掲
調
査
報
告
書
、
八
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
７
）
国
・
国
用
苗
ａ
の
一
○
・
○
日
己
り
ぐ
目
の
＆
の
》
・
已
・
・
影
・
［
缶
］
》
□
・
召
・

カ
ナ
ダ
・
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
は
、
一
九
八
一
年
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
市
に
お
い
て
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
家
事
調
停
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
即
ち
、

同
年
二
月
、
ケ
ベ
ッ
ク
司
法
省
、
社
会
問
題
省
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
上
級
裁
判
所
、
弁
護
士
会
、
司
法
扶
助
会
お
よ
び
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
市
社
会

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
諸
機
関
の
協
定
に
基
づ
き
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
（
の
・
言
・
国
）
が
開
始
さ
れ
、
一
九
八
四
年
四
月
に
は

常
設
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
相
談
窓
口
は
裁
判
所
に
お
か
れ
、
六
人
の
家
事
調
停
員
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
と
心
理
学
の
専
門
家
で
、

男
女
三
人
ず
つ
）
を
含
め
二
人
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
カ
ッ
プ
ル
に
対
す
る
決
定
の
援
助
お
よ
び
家
事
調
停
で
あ
る
。
家
事

調
停
は
離
婚
の
諸
結
果
全
体
の
問
題
を
対
象
に
す
る
（
全
体
的
家
事
調
停
曰
菖
塁
・
ロ
Ｅ
Ｓ
巳
の
）
。
尚
、
一
九
八
四
年
に
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
市
に

お
い
て
も
、
同
市
社
会
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
た
。
二
人
の
家
事
調
停
員
が
配
置
さ
れ
、
こ
こ
で
は
子

の
処
遇
の
問
題
だ
け
を
対
象
に
し
た
部
分
的
家
事
調
停
（
急
＆
昌
目
ご
菖
邑
の
）
が
な
さ
れ
る
。
ご
・
目
白
扁
苣
忌
藝
の
皿
呂
の
》
５
回
目
の
臼
塁
目

の
ロ
日
豊
富
旨
ロ
廷
臣
の
Ｓ
雪
の
Ｈ
己
茸
の
口
・
の
昌
曾
』
の
す
の
。
》
旨
ｍ
の
三
・
の
、
・
・
巨
の
□
目
、
］
の
日
・
己
の
》
ロ
・
・
←
》
三
ｍ
》
壱
・
＄
の
冨
冒
・
同
じ

2９（熊法72号'92）
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論 説

（
皿
）
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
へ
の
家
事
調
停
研
修
旅
行
に
参
加
し
た
実
務
家
達
が
中
心
に
な
っ
て
、
家
事
調
停
の
発
展
、
推
進
を
図
る
べ
く
、
一
九
八
八

年
七
月
、
シ
ｍ
ｍ
ｏ
Ｂ
畳
・
口
已
・
日
置
胃
目
５
註
・
ロ
ロ
の
］
Ｐ
日
の
曰
昌
・
ロ
駐
日
陰
巳
の
（
茂
勺
富
国
）
を
組
織
し
た
。
こ
の
団
体
は
、
法
律
や
人
文
科

学
の
専
門
家
の
み
で
な
く
、
離
別
し
た
親
の
団
体
の
代
表
者
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
団
体
の
代
表
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
学
際
性
と
国
際
的
交
流

に
基
づ
い
た
活
動
を
目
指
し
、
具
体
的
に
は
、
家
事
調
停
の
普
及
と
促
進
、
家
事
調
停
助
長
の
立
法
的
修
正
の
提
案
、
家
事
調
停
員
の
国
際
的
組

織
網
の
創
設
、
家
事
調
停
に
関
す
る
資
料
の
集
中
と
普
及
、
等
を
行
う
。
ぐ
。
Ｒ
後
で
三
国
ロ
炭
で
富
国
の
←
、
の
、
ロ
島
・
局
．

（
、
）
○
○
旨
。
□
ロ
の
○
洞
口
ロ
厨
⑰
己
囚
円
鈩
〔
南
国
】
〕
（
し
、
の
○
．
旨
武
○
口
○
○
貝
員
ロ
ロ
ロ
ロ
皀
巴
Ｈ
の
①
ｐ
注
ぐ
の
ロ
Ｈ
ｇ
の
の
厚
民
ロ
ヨ
の
」
ロ
［
浮
く
○
門
○
の
）
切
目
倉
Ｈ
浮
く
。
吋
○
の
。

片
口
ｂ
四
○
一
の
壹
官
○
臣
⑩
ロ
罵
豈
口
巨
の
ご
》
后
巴
ロ
展
眉
、
」
①
田
口
罠
ご
ｚ
園
、
○
○
１
℃
巴
尉
・

（
ｕ
）
後
述
す
る
よ
う
に
（
四
２
）
、
こ
の
二
つ
の
コ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
の
経
験
と
の
出
会
い
が
政
府
と
し
て
ケ
ベ
ッ
ク
へ
の
家
事
調

停
に
関
す
る
研
究
使
節
団
を
組
織
す
る
動
因
と
な
っ
た
。
目
、
号
の
臣
四
国
臼
固
弓
自
缶
の
←
巴
・
》
幻
画
皀
ｏ
１
ｇ
の
］
四
目
烏
の
』
・
口
材
の
］
Ｐ
薯
の
回
］
四

（
８
）
シ
］
Ｕ
富
国
）
（
し
、
、
・
・
崗
一
】
・
口
悪
門
の
‐
旨
の
円
の
－
両
）
員
：
一
）
の
組
織
と
活
動
に
つ
い
て
は
、
シ
］
Ｕ
富
国
》
し
］
Ｕ
富
］
】
三
の
曰
昌
・
ロ
お
よ
び
言
・
妄
【
ｇ
ｏ
目
》

し
め
、
○
．
旨
蔵
。
□
旧
の
円
の
Ｉ
言
⑩
局
の
１
回
ロ
崗
囚
員
（
シ
］
Ｕ
】
園
）
）
・
旨
回
国
】
》
し
。
←
の
、
］
◎
己
同
】
⑩
の
曰
】
⑥
盲
」
の
ｇ
の
、
Ｒ
凹
武
ロ
ロ
の
、
ｇ
の
］
凹
曰
⑩
＆
、
註
○
口
毎
口
且
」
、
］
の

①
口
淳
百
・
の
》
乞
墨
ご
ロ
・
筐
‐
宝
・
さ
ら
に
、
国
・
田
口
、
冨
己
の
一
○
・
Ｐ
目
』
旨
－
『
ｏ
ｐ
ｍ
・
盲
》
○
℃
．
＆
一
・
［
し
］
・
ロ
□
・
『
、
の
一
切
巳
弓
・
参
照
。

（
９
）
Ｑ
』
」
。
□
口
の
。
温
“
日
ｍ
の
ご
日
し
］
Ｕ
三
国
、
日
隠
□
ご
ｏ
Ｈ
ｏ
の
》
ぬ
管
胃
囚
茸
○
口
》
言
の
昌
昌
○
口
島
国
、
』
）
旨
試
Ｈ
⑪
←
＠
の
］
》
の
昌
日
昼
》
］
の
四
日
四
目
員
の
旬
」
①
雷
．

Ｈ
ｇ
曰
四
・
一
】
○
口
崗
日
】
且
」
巴
の
》
』
①
畠
》
己
．
」
。

回
ご
閂
、
巴
臣
の
、
。

く
、
』
・
閂
」
⑪
ぐ
の
ｍ
Ｐ
口
の
》
〔
）
目
凹
９
ｍ
ｍ
］
の
、
臥
切
巳
苗
誌
□
）
肩
口
の
門
の
○
ロ
の
円
＆
の
．
旨
伊
の
四
○
貝
□
の
角
田
ロ
臣
巳
の
》
ロ
。
・
届
、
》
・
乞
忠
》
□
ご
・
ｇ
の
一
切
巳
ご
・
さ
ら

に
、
シ
］
ｇ
ｏ
富
○
月
○
口
の
》
望
巴
旦
の
］
画
日
⑩
＆
、
陸
・
ロ
崗
目
邑
旨
］
の
烏
自
の
］
の
、
、
の
旬
萬
◎
の
、
ご
ロ
ｇ
ｏ
、
卵
田
口
Ｈ
ｇ
＆
巴
』
。
□
巴
○
ヶ
巴
の
回
冨
目
芹
忌
巳
・

の
←
Ｑ
崖
の
、
巴
ゆ
く
の
門
四
】
の
》
国
ｇ
Ｑ
の
］
Ｐ
日
⑨
＆
Ｐ
毬
。
□
崗
臼
目
屋
巳
の
、
眉
（
官
等
の
Ｐ
国
陸
臼
』
旦
巨
、
の
。
】
○
の
ｇ
の
ロ
】
⑪
曰
巴
Ｈ
ｇ
已
口
の
①
息
す
の
。
》
旨

困
の
○
一
Ｐ
の
陣
旦
の
○
○
口
歳
円
の
口
○
の
ｍ
官
（
目
○
口
○
の
①
の
。
。
Ｈ
、
旦
巨
８
房
］
。
Ｂ
』
の
、
貝
目
。
、
国
』
日
日
の
の
口
日
の
＆
四
茸
〔
日
開
田
日
｜
甘
巴
の
》
」
＠
ｍ
ｇ
□
ロ
・
弓
の
芹
、
曰
く
・
の
←

ロ
ロ
・
函
司
の
一
ｍ
巨
甘
ご
・
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フランスにおける離婚合意援助システム
Ｅ
Ｐ
Ｅ
で
の
研
修
、
養
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
鈩
皀
の
国
ｇ
Ｐ
固
巴
■
の
１
９
の
‐
厚
目
・
の
巴
、
閑
・
日
菖
宮
口
』
四
忌
日
畳
目
崗
自
邑
巨
の
》

曰
］
柘
四
・
壱
の
盲
目
岸
巳
の
》
ロ
・
・
旨
、
》
君
・
三
‐
』
Ｓ
・
参
照
。

（
旧
）
こ
の
研
究
大
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
固
田
》
し
。
←
の
、
］
・
日
忌
の
ｑ
雲
己
の
＠
の
、
官
昌
目
の
、
ｇ
の
』
凹
冨
曰
昌
・
口
駐
日
臣
巴
の
①
口
卑
目
・
の
．

：
ご
・
乞
宅
・
参
照
。
当
日
、
実
践
報
告
を
し
た
機
関
は
、
。
ｚ
言
（
（
好
口
冨
ｚ
畳
・
ロ
巴
口
の
』
四
言
菖
農
・
ロ
）
》
炭
勺
冨
固
擾
召
。
‐
婁
鈩
鈩
田

（
し
め
、
・
・
巨
】
８
９
の
、
否
園
房
口
の
詩
自
国
・
ｍ
ｏ
・
）
・
ｏ
ｚ
ｐ
崗
句
（
○
の
ロ
ゴ
の
ｚ
昌
目
巴
昌
員
・
日
冨
】
・
ロ
の
一
口
の
Ｃ
・
目
日
喜
昌
・
ロ
ロ
の
、
甸
円
日
目
、

の
一
旦
の
、
甸
皀
臣
の
、
）
詔
嚴
、
。
。
ご
宮
．
ロ
『
・
§
司
鈩
号
の
日
喜
、
口
の
冨
呂
・
日
叩
］
妬
・
目
高
の
ロ
。
」
の
目
５
昌
甸
の
月
自
ｇ
》
陵
只
石
○
国
・
‐

ａ
の
凹
貝
・
宮
口
田
用
、
の
円
の
］
］
の
．
ｇ
の
○
局
目
す
］
の
）
可
冨
屠
固
炭
勾
宍
石
で
あ
る
。
そ
の
他
、
司
法
省
、
女
性
の
権
利
庁
代
表
者
、
パ
リ
大
審
裁
判

所
副
所
長
、
弁
護
士
、
研
究
者
等
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

（
ｕ
）
一
九
九
○
年
一
一
月
二
九
日
～
一
一
一
月
一
日
の
間
、
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｆ
お
よ
び
Ａ
Ａ
Ｊ
Ｂ
に
よ
る
企
画
運
営
で
も
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議
、
司
法
省
、

女
性
の
権
利
庁
、
家
族
庁
、
フ
ラ
ン
ス
財
団
の
後
援
を
え
て
、
カ
ー
ン
に
お
い
て
家
事
調
停
に
関
す
る
第
一
回
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
か
ら
四
七
三
名
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
等
諸
外
国
か
ら
一
一
一
三
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。
会
議
で
は
フ
ラ
ン
ス
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
に
お
け
る
家
事
調
停
の
取
り
組
み
や
問
題
点
に
つ
い
て
の
円
卓
会
議
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
分
科
会
が
開
か
れ
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
家
事
調
停
の
推
進
と
制
度
化
を
目
指
す
べ
く
、
各
種
実
践
機
関
の
全
国
レ
ベ
ル
の
代
表
機
関
と
し
て
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
全
国
委
員
会

（
Ｑ
目
已
試
三
＆
】
・
ロ
巴
の
ｇ
ｍ
ｍ
の
吋
国
・
の
の
□
の
言
の
＆
凹
威
。
ご
司
口
目
践
巳
の
）
の
設
置
が
提
案
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
（
設
立
は
一
九
九
一
年
四
月
で
あ

る
）
。
会
議
内
容
に
つ
い
て
は
、
缶
・
一
の
、
ｇ
』
９
（
ど
ロ
四
肝
固
日
呂
の
の
口
已
の
富
の
臼
皀
自
国
日
日
底
巴
の
》
」
①
ｇ
・
参
照
。

（
咀
）
フ
ラ
ン
ス
法
上
、
・
目
・
臣
昌
目
と
日
⑪
巳
竺
】
・
ロ
の
概
念
的
区
別
は
必
ず
し
も
判
明
で
は
な
い
。
・
目
・
践
昌
・
ロ
は
、
紛
争
当
事
者
が
自
ら

の
合
意
に
よ
っ
て
紛
争
を
止
め
る
こ
と
を
意
味
し
、
必
ず
し
も
第
三
者
の
介
入
を
前
提
と
し
な
い
（
あ
る
い
は
、
介
入
し
て
も
単
な
る
和
解
の
勧

試
に
す
ぎ
な
い
）
。
こ
れ
に
対
し
、
第
三
者
が
積
極
的
に
介
入
（
解
決
案
提
示
も
含
む
）
し
て
、
当
事
者
を
○
・
口
・
監
昌
・
ロ
に
至
ら
し
め
る
行
為

が
忌
日
畳
目
と
い
わ
れ
る
。
尚
、
第
三
者
に
よ
る
解
決
案
が
強
制
力
を
も
つ
場
合
は
仲
裁
四
号
】
富
田
で
あ
る
。
両
概
念
の
区
別
に
つ
い
て

は
、
○
・
国
旨
》
ご
・
・
呂
巳
胃
の
］
目
＆
Ｐ
こ
の
》
祠
ご
ロ
乞
巽
の
該
当
項
目
の
他
、
曰
仏
法
学
会
編
『
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
観
』
（
有
斐
閣
、
一

。
Ⅱ
Ⅱ
ｒ
。
；
。
ひ
’

■
‐
■
Ｌ
■
Ｐ
■
・
凸
‐

・
・
甲
．
■
。
■
．
辞
』
・
・
・
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論 説

（
Ⅲ
）
し
句
富
国
）
『
し
］
Ｕ
富
国
冨
壁
旨
画
。
Ｐ
・
己
．
○
辱
・
》
ご
・
画
・

（
〃
）
富
・
曰
冨
日
一
宮
】
野
の
の
←
巴
・
》
田
口
Ｈ
ｇ
＆
Ｐ
区
・
口
駐
Ｈ
己
」
巴
の
》
日
】
の
『
ｓ
の
一
日
目
、
茸
○
日
】
の
］
］
の
》
冒
口
】
巴
。
、
ロ
の
》
ロ
○
・
己
、
》
己
・
忠
・

（
閉
）
シ
ロ
且
の
国
具
）
ロ
》
の
首
吾
の
、
の
巳
の
、
ｍ
営
国
○
○
］
の
、
ｇ
の
、
囿
閂
の
曰
詰
官
囚
・
罫
Ｃ
巨
目
←
］
Ｐ
Ｈ
＆
＆
画
歓
（
日
崗
目
且
」
巴
の
》
冒
し
○
一
の
、
］
○
日
己
の
①
ｇ
》
⑨
亘
］
の

ｇ
の
叩
官
囚
陣
《
】
口
の
、
ｇ
の
」
血
目
の
＆
凹
武
８
用
巴
已
扉
●
巴
の
①
ロ
厚
雨
日
○
の
一
○
℃
．
◎
津
・
弓
己
・
『
ぬ
．
ま
た
、
缶
冒
】
の
国
、
岸
）
ロ
》
固
囿
回
国
の
１
９
の
１
国
冨
日
◎
の
函
旧
Ｐ
ｏ
ｏ
ｐ
１

（
咀
１
２
）
。
．
（
ご
○
日
可
の
一
の
←
巴
・
》
＆
○
一
】
・
目
巴
Ｈ
の
］
Ｅ
凶
＆
□
口
の
加
ロ
「
（
寅
園
．
］
〕
臣
・
風
》
乞
震
も
。
』
＆
・
の
芹
○
・
回
の
口
冨
昼
間
の
ａ
］
の
昌
一
宮
、
の

、
但
禺
口
臨
巴
局
の
の
ロ
展
群
団
員
汽
旨
回
、
］
の
、
ご
国
○
○
口
。
ｐ
回
。
Ｐ
」
＠
ｍ
ｍ
・
己
・
山
口
「
・

（
旧
）
曰
の
＆
凹
威
・
ロ
が
行
わ
れ
る
諸
領
域
に
つ
い
て
は
、
ご
・
且
』
の
目
‐
国
の
ｑ
の
国
・
忌
筬
‐
の
○
百
国
辱
》
〔
］
口
の
①
、
Ｐ
巳
、
、
の
ｇ
『
騨
呉
』
の
、
底
の
巨
Ｈ
ｇ
の
］
四

目
５
＆
畳
・
Ｐ
目
Ｈ
⑦
四
・
口
□
の
註
目
屋
巴
》
ロ
・
・
局
、
》
ご
ロ
．
、
の
一
ｍ
Ｂ
ご
・
ま
た
、
日
仏
法
学
会
編
・
前
掲
書
、
九
七
～
九
八
頁
、
参
照
。

（
Ⅳ
）
援
而
富
国
Ｙ
シ
祠
冨
国
富
の
＆
囚
武
○
口
》
・
石
・
◎
鼻
・
》
ご
・
」

（
岨
）
し
㈲
三
国
》
○
○
口
の
忌
○
員
。
］
○
四
の
》
画
１
．
画
（
忌
穿
国
威
・
ロ
）
雪
冒
し
。
←
の
、
ｇ
」
囚
、
○
○
口
、
脇
、
国
肖
○
℃
の
の
ロ
》
。
ご
・
・
辱
・
・
己
・
望
四
・

（
旧
）
Ａ
Ａ
Ｔ
呉
回
は
家
事
調
停
の
利
点
と
し
て
次
の
諸
点
を
挙
げ
る
。
Ⅲ
配
偶
者
の
自
己
決
定
、
②
競
争
よ
り
も
協
同
、
③
配
偶
者
間
の
権
限
の
平
等
、

側
親
の
役
割
の
維
持
、
⑤
怒
ｈ
Ｙ
と
不
安
の
減
少
、
⑥
過
去
に
で
は
な
く
現
在
、
将
来
へ
の
集
中
、
、
配
偶
者
間
の
意
思
疎
通
、
⑧
親
お
よ
び
子
の

必
要
の
尊
重
、
⑨
将
来
の
紛
争
の
解
決
、
⑩
尊
厳
と
自
己
評
価
、
⑪
経
済
的
な
紛
争
解
決
。
ぐ
。
且
シ
シ
自
口
〔
託
昌
・
ロ
ｇ
ご
ロ
、
の
。
】
・
の
Ｑ
の

貝
》
巳
昌
・
ロ
註
巨
富
］
の
》
ご
・
ご
・
ま
た
、
同
様
に
、
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
も
次
の
諸
点
を
挙
げ
る
。
Ⅲ
両
親
の
共
同
責
任
、
②
親
の
役
割
の
平
等
性
の
維
持
、

③
紛
争
の
脱
ド
ラ
マ
化
、
側
対
立
よ
り
も
対
話
、
⑤
意
思
疎
通
の
容
易
化
、
⑥
将
来
の
紛
争
の
解
決
７
ｍ
相
互
尊
重
、
⑧
経
済
的
紛
争
解
決
。

ぐ
○
片
》
擾
勺
富
国
》
」
少
囿
言
国
富
⑰
＆
口
珪
○
口
》
。
□
・
○
】
一
・
》
ご
・
屋
・

（
卯
）
対
話
＆
＆
ｏ
ｍ
ｇ
の
も
つ
積
極
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
「
。
且
回
国
四
ｍ
冨
己
の
一
○
・
○
自
冨
‐
『
・
急
＆
の
。
。
□
・
・
牌
》
［
し
］
》
宮
・
」
の
‐
』
①
》
の
←

対
話
＆
巳
・
空
の－

０

宕
・
后
、
の
一
目
目
．

九
九
一
年
）
五
一
頁
、

～
二
六
四
頁
、
参
照
。

一
○
七
～
一
○
八
頁
、
参
照
。
尚
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
両
概
念
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
水
口
，
前
掲
論
文
、
一
一
六
三
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（
閉
）
し
］
Ｕ
富
国
》
し
］
Ｕ
】
園
）
三
の
＆
巴
甘
・
ロ
》
・
ロ
。
。
辱
・
・
□
・
」
②

（
閲
）
し
口
已
の
国
９
口
．
、
旨
〕
夢
の
、
の
。
①
の
、
員
固
○
○
］
の
、
ｇ
の
、
祠
臼
・
の
ロ
芹
、
口
皀
】
Ｃ
扁
日
一
］
Ｐ
目
〕
の
＆
Ｐ
茸
○
口
由
田
口
』
」
巳
の
。
。
□
・
◎
淳
．
）
□
・
己
・
の
一
再
目
目
の
国
四
宮
》

固
甸
固
口
の
１
９
の
‐
国
閣
口
○
の
ｍ
５
ｐ
Ｃ
Ｑ
ｐ
ｍ
巳
冨
←
】
ｏ
ｐ
Ｂ
⑩
曰
ｇ
】
○
口
》
○
℃
．
◎
鳶
・
》
ご
・
①
、
．

（
釦
）
○
三
ｍ
言
】
句
》
曰
の
、
、
の
目
】
◎
の
、
口
の
日
ひ
＆
Ｐ
辱
○
回
国
日
日
辱
巴
の
①
口
因
冨
Ｂ
ｏ
の
）
。
□
・
○
写
・
》
□
」
画
・

（
皿
）
鈩
自
』
の
国
９
口
》
固
甸
固
皀
の
ｌ
ｑ
の
１
］
包
司
目
８
ｍ
５
Ｐ
８
貝
皀
冨
一
】
・
口
目
の
曰
口
津
○
口
》
○
℃
．
○
】
一
・
》
君
．
①
、
の
一
ｍ
曰
く
・
し
し
（
田
．
。
『
の
巴
』
○
口
ｇ
官
自
切
の
。
旨
の

□
の
己
忌
昌
昌
・
口
崗
臼
巨
」
巳
の
》
。
□
・
◎
等
・
》
弓
・
＠
の
←
の
巳
『
・
尚
、
国
・
国
四
ｍ
一
滿
日
］
の
一
○
・
○
日
＆
口
‐
ご
ａ
忌
呂
の
》
・
ロ
・
曰
一
・
》
［
し
］
》
己
己
・
」
＄
の
一
の
巳
ご
‘

に
は
具
体
的
な
家
事
調
停
の
議
事
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
躯
）
シ
ロ
日
の
国
昌
一
ロ
》
号
泣
・
》
□
□
・
の
、
の
一
切
巳
ご
・
足
苣
ご
国
》
】
亘
。
．
》
己
己
・
岳
の
←
の
巳
ご
・

（
記
）
し
ロ
日
の
■
四
宮
）
』
す
昼
．
》
ロ
。
①
＠
．
尾
に
庁
〕
Ｐ
豈
曰
・
》
己
・
』
□
・
調
査
に
よ
れ
ば
、
カ
ッ
プ
ル
が
家
事
調
停
に
赴
く
動
機
と
し
て
、
裁
判
官
の
薦
め
に

よ
る
と
す
る
機
関
が
七
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
弁
護
士
の
薦
め
に
よ
る
と
す
る
機
関
が
六
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
○
三
ｍ
富
国
団
の
の
、
の
局
昌
◎
の
、
ｇ
の

三
の
曰
皀
ご
已
国
日
ロ
臣
巳
の
の
ロ
］
曰
昌
口
○
の
》
○
℃
．
○
罫
・
》
□
・
旨
・

（
別
）
し
句
富
国
》
し
］
Ｕ
言
国
富
の
＆
凹
蔑
・
ロ
》
○
℃
・
○
】
一
・
》
ご
・
届
．

〆■、〆■、〆へ'■、〆■、

２９２８２７２６２５
辿一'、．'、-／、-ン、-ノ 、

巳
富
津
○
口
目
⑩
＆
Ｐ
註
・
ロ
》
旨
げ
の
、
司
○
巨
已
の
局
自
国
屏
巴
の
》
ロ
○
・
局
９
○
℃
・
・
辱
・
・
己
・
の
、
．

（
別
）
。
ｚ
、
富
国
（
〔
す
回
国
芯
三
四
註
○
口
巳
の
□
の
の
、
の
司
己
○
の
、
ｇ
の
旨
⑩
曰
四
註
。
回
甸
、
貝
曰
厚
巳
の
）
》
巴
の
、
、
の
局
己
○
の
、
□
の
三
○
ｓ
囚
茸
。
ご
句
、
貝
已
底
巴
の
①
口

厚
国
口
・
の
》
患
Ｐ
岳
臼
・
石
・
已
・
こ
の
文
献
は
、
Ｃ
Ｎ
ｓ
Ｍ
Ｆ
が
、
’
九
九
一
年
四
月
の
総
会
決
定
に
基
づ
き
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
事
調
停
の

忠
実
な
全
体
像
を
把
握
す
べ
く
七
六
の
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
機
関
を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
回
収
率
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
分
析
結

果
で
あ
る
。

○
○
口
、
の
■
ロ
の
首
命
日
己
」
の
旦
巨
の
息
す
の
＠
し
ご
肘
切
目
］
の
、
、
の
２
】
◎
の
、
□
の
口
忌
＆
巴
』
○
口
崗
臼
ロ
臣
巴
の
》
』
①
＄
．
ご
・
ｍ
・

ｏ
ｚ
ｍ
三
］
匂
》
閂
」
の
ｍ
の
の
。
】
。
①
の
ｇ
の
富
の
＆
異
口
。
□
甸
自
且
」
巳
の
①
ロ
】
匂
圃
口
○
の
》
○
℃
・
○
等
・
壹
已
・
因
。

忌
昼
・
》
ご
・
ご
・
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論 説

（
妬
）
○
三
の
富
］
匂
》
Ｈ
」
の
、
ｍ
の
。
】
。
①
の
』
の
巨
呵
＆
巴
】
。
ｐ
園
日
巨
」
巴
の
の
ロ
回
国
ロ
○
の
》
。
□
．
。
辱
・
》
口
・
巨
乢

（
鉛
）
し
】
凹
冨
国
）
し
勺
冨
因
）
言
の
曰
呉
】
。
】
曰
．
。
□
・
○
】
一
・
》
己
・
局
・
国
・
国
、
、
菌
己
の
一
○
・
○
胃
＆
Ｐ
‐
ご
ｏ
ｐ
ｍ
ｇ
の
》
○
℃
・
○
鳶
．
。
［
し
］
》
己
．
、
」
・

（
師
）
小
野
・
前
掲
調
査
報
告
書
、
一
○
頁
。
国
・
国
、
、
貢
ａ
の
←
○
・
○
日
＆
Ｐ
‐
ご
◎
ロ
の
＆
の
．
。
□
・
◎
牌
．
．
［
し
］
》
□
』
塁
・

（
胡
）
小
野
。
前
掲
調
査
報
告
書
、
九
頁
。
富
・
弓
・
言
周
一
巨
野
の
①
芹
巴
・
》
。
□
・
日
一
・
・
℃
・
霊
・

（
的
）
」
シ
Ｌ
雷
田
・
○
３
塁
・
ロ
。
》
自
切
の
Ｈ
ａ
ｏ
の
□
の
日
⑰
曰
昌
・
口
角
日
已
戸
巳
の
．
。
ご
・
鼻
・
》
ご
・
ｇ
・
無
料
化
の
理
由
と
し
て
、
カ
ー
ン
で
は
七
○
パ
ー
セ
ン

ト
の
離
婚
者
が
裁
判
扶
助
を
受
け
、
大
多
数
の
者
が
経
済
的
に
困
難
な
状
態
に
あ
り
、
家
事
調
停
の
費
用
負
担
に
対
し
反
発
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

家
事
調
停
を
専
ら
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
す
る
。

（
蛆
）
〔
芝
の
三
国
》
閂
』
の
の
、
の
円
己
○
の
、
ｇ
の
曰
【
】
の
ｇ
旨
武
。
□
甸
臼
ご
臣
巳
の
の
ロ
田
富
日
◎
の
》
○
℃
・
◎
淳
．
）
ご
・
←
・

（
似
）
忌
邑
・
》
己
・
Ｐ

（
妃
）
＆
丘
．
．
□
・
扇
・

（
岨
）
毎
丘
．
．
ご
」
ロ
・
実
際
に
家
事
調
停
員
の
教
育
研
修
を
行
っ
て
い
る
機
関
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｐ
Ｅ
パ
リ
地
域
支
部
（
ぐ
。
且
皆
目
の
国
、
宮
・
国
厄
固

邑
の
‐
□
の
‐
卑
自
・
の
巴
口
角
・
ロ
ロ
巴
】
・
ロ
四
］
ロ
日
野
ぱ
畳
・
目
註
昌
冒
］
の
》
。
ご
・
。
】
一
・
》
弓
・
」
三
の
『
四
号
・
）
や
Ａ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
付
属
の
養
成
研
修
所

（
与
巨
言
守
ｅ
の
句
・
ロ
ロ
畳
・
口
叩
く
。
且
」
蕗
〔
ご
ｕ
》
閂
曰
巴
巨
旦
の
句
◎
ロ
ロ
塁
・
ロ
尼
９
１
］
①
匿
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
他
の
分
野
の
実
務
家
の
養

成
事
業
の
一
環
と
し
て
、
い
わ
ば
短
期
的
な
教
育
研
修
を
目
的
と
す
る
が
、
近
時
、
二
年
間
の
調
停
員
完
全
養
成
の
た
め
の
機
関
が
設
立
さ
れ
た

（
Ｈ
ｐ
ｍ
尊
巳
□
の
句
・
ロ
ロ
畳
・
ロ
ロ
］
凹
冨
の
呂
昌
・
ロ
）
。
ま
た
、
パ
リ
第
一
○
大
学
、
リ
オ
ン
大
学
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
グ
大
学
で
は
家
事
調
停
員
の
資

格
免
許
状
を
出
す
べ
く
取
り
組
み
を
し
て
い
る
。

（
“
）
缶
勺
ご
弓
》
○
○
口
の
□
の
＆
○
口
一
○
〕
○
四
の
（
」
○
日
←
旨
』
の
、
）
》
冒
鈩
○
一
の
、
口
巨
」
囚
○
○
○
口
四
⑪
、
国
日
○
℃
の
の
ロ
》
○
℃
・
臼
一
・
》
已
己
・
望
』
ｌ
い
」
、
．

（
妬
）
毎
筐
・
》
□
・
毘
函
・
尚
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
カ
ナ
ダ
家
事
調
停
（
Ｍ
Ｆ
Ｃ
）
と
ケ
ベ
ッ
ク
家
事
調
停
協
会
（
Ａ
Ｍ
Ｆ
Ｑ
）
が
一
九
八
五
年
以
来
職
業
倫

理
準
則
の
作
成
を
進
め
て
お
り
、
’
九
八
六
年
一
一
月
に
は
Ｍ
Ｆ
Ｃ
が
承
認
し
た
。
ご
◎
且
』
・
ぽ
ぐ
の
の
巳
の
》
田
口
員
〉
曰
昌
。
ｐ
の
ロ
ロ
】
口
悪
局
の

辱
肖
目
忌
巴
の
函
］
》
の
×
鳳
凰
の
口
○
の
口
巨
（
母
息
す
の
。
》
○
℃
．
◎
】
一
・
・
℃
ご
・
盆
Ｉ
室
。
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裁
判
官
（
婚
姻
事
件
裁
判
官
白
シ
・
言
・
）
が
離
婚
事
件
を
処
理
す
る
に
当
た
り
、
当
事
者
に
対
し
家
事
調
停
を
受
け
る
べ
く
命
令
し
、
ま

た
は
、
薦
め
る
事
例
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
く
に
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
大
審
裁
判
所
で
は
、
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
と
の

連
携
の
下
に
、
裁
判
官
は
当
事
者
を
家
事
調
停
へ
と
促
し
、
そ
の
た
め
、
二
カ
月
間
、
判
決
を
延
期
す
る
と
い
う
体
制
が
取
ら
れ
て
乢
泓
。

（
２
）

こ
の
よ
う
な
裁
判
官
の
対
応
の
先
駆
的
動
き
と
し
て
パ
リ
大
審
裁
判
所
に
お
け
る
心
理
学
的
相
談
・
援
助
サ
ー
ビ
ス
が
注
目
さ
れ
る
。
、

こ
の
心
理
学
的
サ
ー
ビ
ス
は
、
一
九
七
二
年
に
、
心
理
学
的
に
重
大
な
困
難
に
直
面
し
た
当
事
者
に
対
す
る
受
入
れ
四
○
○
口
巴
」
と
聴
取

の
・
８
言
を
行
う
た
め
に
家
事
部
に
設
け
ら
れ
た
。
一
一
人
の
心
理
学
専
門
家
が
配
置
さ
れ
、
当
事
者
に
対
し
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
セ
ラ

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
家
事
調
停
の
実
践
が
、
民
間
機
関
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
も
っ
て
、
広
範
囲
な
展
開
を

遂
げ
て
お
り
、
ま
た
、
制
度
化
の
要
求
も
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
動
向
に
対
す
る
国
側
の
対
応
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
裁
判
所
内
部
の
動
き
お
よ
び
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

１
裁
判
所
内
部
の
動
き

（
㈹
）
と
く
に
、
従
来
の
諸
活
動
の
一
環
と
し
て
家
事
調
停
を
取
り
入
れ
た
諸
機
関
に
お
い
て
は
、
活
動
目
的
、
ス
タ
ッ
フ
と
の
関
連
で
、
様
々
な
童

０

点
の
置
き
方
が
み
ら
れ
、
家
事
調
停
も
多
様
な
形
態
を
示
す
。
国
・
国
用
一
日
ｇ
の
一
○
・
○
日
＆
囚
‐
ぐ
。
忌
呂
の
》
・
ロ
・
◎
】
一
》
［
シ
］
）
己
．
、
９
＄
．

四
家
事
調
停
三
。
＆
畳
・
口
烏
自
〕
筐
巴
の
制
度
化
の
動
向
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説
ピ
ー
、
決
定
援
助
、
和
解
援
助
等
を
行
い
、
婚
姻
事
件
の
処
理
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
大
多
数
の
場
合
、
調
停
の
勧
試
・

雪
一
畳
ご
二
の
・
・
口
邑
昌
・
口
な
ど
の
場
合
に
、
裁
判
官
に
よ
り
促
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
改
正
親
権
法
施
行
後
は
、
子
の
聴
聞
目
＆
‐

論
は
８
に
お
い
て
も
心
理
学
的
サ
ー
ビ
ス
の
果
す
役
割
は
大
き
い
。
こ
う
し
て
、
今
日
、
パ
リ
大
審
裁
判
所
家
事
部
に
お
い
て
は
、
離
婚
問

題
の
処
理
に
お
い
て
心
理
学
的
サ
ー
ビ
ス
は
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
パ
リ
大
審
裁
判
所
に
お
け
る
心
理
学
的
サ
ー
ビ
ス
の
実
践
の
成
果
に
基
づ
い
て
か
、
司
法
省
は
、
一
九
八
八
年
一
一
月
、
全
国
の
婚

（
３
）

姻
事
件
裁
判
官
に
宛
て
て
、
改
正
親
権
法
の
適
用
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
当
事
者
の
心
理
学
的
援
助
に
関
す
る
通
達
を
出
し
た
。
即
ち
、

離
婚
手
続
き
に
お
い
て
、
夫
婦
や
子
ど
も
に
混
乱
が
み
ら
れ
、
あ
る
い
は
夫
婦
間
の
紛
争
が
激
し
く
、
と
く
に
子
ど
も
と
両
親
と
の
関
係

維
持
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
心
理
学
者
、
夫
婦
問
題
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
等
の
専
門
家
に
会
わ
せ
る
べ
く
当

事
者
を
促
す
こ
と
が
望
ま
し
い
、
そ
れ
に
よ
り
、
夫
婦
は
離
婚
の
諸
結
果
、
と
く
に
子
ど
も
の
将
来
に
関
し
、
よ
り
良
く
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
通
達
は
、
家
事
調
停
と
い
う
用
語
こ
そ
使
っ
て
は
い
な
い
が
、
家
事
調
停
の
精
神
を
十
分
に
含
む

も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
離
婚
時
の
重
大
な
困
難
に
直
面
し
た
夫
婦
、
子
ど
も
に
対
す
る
心
理
学
的
援
助
は
、
今
曰
、
急
速
な
展
開
を
示
し
て
い
る

家
事
調
停
の
実
践
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
心
理
学
的
サ
ー
ビ
ス
部
局
が
、
未
だ
、
パ
リ
大
審
裁
判
所
家
事
部
以
外
に
設
置
さ
れ

（
５
）

て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
領
域
で
の
裁
判
所
の
果
す
べ
き
役
割
の
困
難
さ
を
一
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
パ
リ
大
審
裁

判
所
に
お
け
る
心
理
学
的
サ
ー
ビ
ス
を
家
事
調
停
を
も
行
う
積
極
的
な
も
の
と
し
て
再
編
成
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
も
強
い
の
で
あ

（
６
）

ろ
。２
政
府
調
査
団
の
派
遣

（
４
）
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（
ｕ
）

政
府
は
、
一
九
八
九
年
四
月
、
「
裁
判
所
の
判
決
手
続
の
前
に
調
停
目
⑰
臼
口
働
・
ロ
を
置
く
法
律
案
（
全
一
一
一
カ
条
）
」
を
国
民
議
会
に
提

（
烟
）

出
し
た
。
こ
の
法
律
案
は
、
一
九
九
○
年
四
月
、
や
や
政
治
的
色
彩
を
帯
び
た
議
論
を
経
て
、
国
民
議
会
で
修
正
可
決
さ
れ
、
ロ
ロ
下
、
上

（
７
）

政
府
は
、
一
九
八
八
年
五
月
一
一
～
七
日
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
へ
家
事
調
停
に
つ
い
て
の
調
査
団
を
派
遣
し
た
。
調
査
団
派
遣
の
動
因
１
と
な
っ

た
の
は
、
前
述
し
た
一
九
八
七
年
三
月
（
Ａ
Ｃ
Ｆ
Ｅ
Ｄ
主
催
）
お
よ
び
一
九
八
八
年
一
月
（
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
主
催
）
に
開
催
さ
れ
た
家
事
調
停
に

関
す
る
コ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
の
家
事
調
停
の
経
験
が
示
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
大
き
な
関
心
を
呼
ん
だ
こ
と
に
あ
る

（
三
、
注
（
ｕ
）
参
照
）
。
そ
こ
で
、
政
府
と
し
て
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
家
事
調
停
の
経
験
の
現
状
を
分
析
し
、
家
事
調
停
を
フ
ラ
ン

ス
に
導
入
す
る
こ
と
の
諸
結
果
に
関
す
る
考
察
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
調
査
団
を
組
織
し
た
の
で
あ
る
。

（
８
）

調
査
は
Ⅲ
家
事
調
停
内
容
の
把
握
、
②
家
事
調
停
従
事
者
の
状
況
、
③
行
政
機
関
の
対
応
、
の
諸
点
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
。
Ⅲ
に
つ
い

て
は
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
市
お
よ
び
ケ
ベ
ッ
ク
市
の
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
訪
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
と
実
践
内
容
を
調
査
し

た
。
②
に
つ
い
て
は
、
両
市
に
お
け
る
研
究
者
、
裁
判
官
、
弁
護
士
、
心
理
学
者
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
ケ
ベ
ッ
ク
家
事
調
停
協
会

他
各
種
団
体
・
協
会
代
表
者
等
と
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
③
に
つ
い
て
は
、
家
事
調
停
が
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
社
会
問
題
省
、
司
法
省
、
健
康
・
社
会
サ
ー
ビ
ス
省
や
両
市
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
代
表
者
等
と
面
談
を
行
っ
た
。
調
査

団
は
、
こ
れ
ら
の
調
査
が
実
り
あ
る
有
益
な
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
制
度
（
家
事
調
停
）
が
機
能
し
て
い
る

の
を
認
識
し
え
た
と
し
、
検
討
課
題
を
多
く
残
し
て
い
る
が
、
多
く
の
者
が
そ
の
導
入
を
望
む
で
あ
ろ
う
と
結
論
し
池
・
尚
、
政
府
は
、

他
方
で
、
こ
の
調
査
団
派
遣
前
の
四
月
五
曰
付
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
事
調
停
の
実
践
経
験
に
つ
い
て
の
総
括
的
研
究
の
委
託
（
補

（
川
）

助
金
一
父
付
）
の
公
募
を
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
事
調
停
に
つ
い
て
の
全
体
的
状
況
把
握
に
着
手
し
た
。

３
調
停
前
置
に
関
す
る
法
律
案
の
提
出
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こ
の
法
律
案
は
、
従
来
、
複
雑
な
紛
争
を
解
決
す
べ
く
、
裁
判
官
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
行
わ
れ
て
き
た
各
領
域
で
の
調
停
日
の
＆
Ｐ
威
○
口

論
の
経
験
を
是
認
し
、
そ
の
利
用
・
促
進
の
た
め
に
、
調
停
に
対
し
明
確
な
法
的
根
拠
を
付
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
法

律
案
の
特
徴
は
次
の
諸
点
で
吐
秘
。
第
一
に
、
調
停
は
、
裁
判
手
続
き
に
お
け
る
調
停
日
⑩
臼
昌
・
ロ
旨
＆
曰
目
の
に
限
定
さ
れ
、
あ
ら

ゆ
る
民
事
事
件
を
対
象
と
す
る
。
第
一
一
に
、
裁
判
官
主
導
で
、
裁
判
官
の
判
断
に
よ
り
職
権
で
も
っ
て
調
停
に
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
第

三
に
、
調
停
員
の
選
任
は
専
ら
裁
判
官
の
自
由
選
択
に
任
さ
れ
、
調
停
員
は
職
業
と
し
て
、
あ
る
い
は
付
随
的
活
動
と
し
て
調
停
を
行
う

者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
第
四
に
、
調
停
員
の
任
務
は
当
事
者
の
言
い
分
を
聞
き
、
当
事
者
が
合
意
し
う
る
解
決
策
を
提
案
す
る
こ
と

で
あ
る
。
第
五
に
、
調
停
は
期
間
を
定
め
て
行
わ
れ
（
延
長
可
）
、
そ
の
費
用
は
、
理
由
あ
る
場
合
は
、
当
事
者
が
負
担
す
る
。
第
六
に
、

調
停
員
は
守
秘
義
務
を
負
い
、
調
停
員
の
記
録
や
当
事
者
の
陳
述
は
、
当
事
者
の
意
思
に
反
し
て
担
当
裁
判
官
に
提
出
さ
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
提
出
原
案
に
対
し
、
法
律
委
員
会
は
、
原
案
に
は
、
Ⅲ
当
事
者
の
権
利
と
の
関
係
に
お
け
る
裁
判
官
の
権

限
と
そ
の
限
界
お
よ
び
調
停
員
の
任
務
、
②
調
停
実
施
の
条
件
、
③
調
停
員
の
報
酬
等
、
調
停
の
費
用
、
側
調
停
の
適
用
範
囲
、
期
間
、

（
旧
）

終
了
時
問
題
、
の
諸
点
に
お
い
て
不
明
確
で
、
受
け
入
れ
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
批
判
し
、
こ
れ
ら
の
諸
点
を
踏
ま
え
、
五
カ
所
の
修

（
旧
）

正
と
四
ケ
条
の
追
加
と
い
う
大
幅
な
修
正
を
加
え
た
。
修
正
さ
れ
た
諸
点
は
次
の
如
く
で
恥
秘
。
第
一
に
、
裁
判
官
の
職
権
に
よ
る
調
停

の
開
始
を
否
定
し
、
当
事
者
の
同
意
を
要
す
る
も
の
と
し
た
。
調
停
制
度
の
精
神
や
調
停
の
実
効
性
か
ら
の
判
断
で
あ
る
。
第
一
一
に
、
調

停
員
の
任
務
に
つ
い
て
、
当
事
者
へ
の
解
決
策
の
提
案
の
他
、
当
事
者
自
身
を
し
て
合
意
点
を
見
い
出
せ
し
む
る
よ
う
援
助
す
べ
き
も
の

と
し
た
。
こ
れ
は
と
く
に
離
婚
問
題
等
に
お
け
る
家
事
調
停
の
あ
り
方
へ
の
対
応
を
示
し
た
も
の
で
駄
秘
・
第
三
に
、
調
停
の
実
施
条
件

と
し
て
、
調
停
員
が
職
業
と
し
て
、
あ
る
い
は
付
随
的
活
動
と
し
て
調
停
を
行
い
え
な
い
と
す
る
禁
止
条
項
を
廃
止
し
た
。
紛
争
の
特
殊

性
に
応
じ
た
有
資
格
者
を
も
っ
て
当
て
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
と
く
に
家
事
調
停
に
お
け
る
家
事
調
停
員
の
役
割
と
専
門
性

（
旧
）

説
院
で
係
属
中
で
あ
る
。
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お
よ
び
熟
練
性
へ
の
積
極
的
対
応
が
示
さ
札
繊
○
第
四
に
、
調
停
費
用
に
つ
い
て
は
当
事
者
が
分
担
す
べ
き
も
の
と
し
た
。
そ
の
た
め
に

も
、
事
前
に
費
用
の
性
質
べ
額
に
つ
い
て
の
十
分
な
情
報
提
供
が
必
要
と
さ
れ
る
。
第
五
に
、
調
停
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、
刑
事
手

続
き
は
明
確
に
除
外
さ
れ
、
民
事
事
件
に
つ
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
を
対
象
と
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
第
六
に
、
調
停
期
間
に
つ
い
て
は
、

三
カ
月
を
原
則
と
し
、
理
由
あ
る
場
合
は
同
一
期
間
一
回
更
新
可
能
と
制
限
し
た
。
最
後
に
、
調
停
終
了
時
の
手
続
き
と
し
て
、
調
停
員

は
調
停
の
成
否
に
つ
い
て
裁
判
官
に
報
告
し
、
成
立
の
場
合
は
当
事
者
は
合
意
事
項
に
つ
き
執
行
方
法
を
う
べ
く
裁
判
官
に
合
意
の
確
認

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
不
成
立
の
場
合
は
訴
訟
手
続
き
が
続
行
さ
れ
、
調
停
員
の
記
録
や
当
事
者
の
陳
述
は
当
事
者
の
同
意
が
あ
る
場

合
に
し
か
裁
判
官
に
報
告
さ
れ
な
い
も
の
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
修
正
案
は
す
べ
て
可
決
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
調
停
前
置
の
法
律
案
は
、
訴
訟
手
続
き
に
お
い
て
調
停
員
の
援
助
に
よ
る
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
く
紛
争
解
決
を
目

指
す
も
の
で
ｈ
卿
・
調
停
の
対
象
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
民
事
事
件
と
さ
れ
、
広
範
囲
で
あ
る
が
、
家
事
事
件
、
と
く
に
離
婚
問
題
が
主
要

な
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
提
出
原
案
で
は
裁
判
官
の
権
限
や
調
停
員
の
役
割
が
強
く
、
ま
た
調
停
員
の
専
門
性
に
問

題
が
あ
っ
た
が
、
修
正
案
で
は
、
調
停
開
始
に
つ
き
当
事
者
の
同
意
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
、
調
停
員
の
専
門
性
が
重
視
さ
れ
、
調
停
に

お
け
る
当
事
者
の
主
体
性
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
修
正
過
程
に
お
い
て
は
立
法
者
と
家
事
調
停
実
施
機
関
と
の
接
触
が
も

（
皿
）

た
れ
、
家
事
調
停
の
経
験
を
踏
ま
》
え
た
積
極
的
対
応
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
法
律
案
は
、
訴
訟
手
続
き
の
一
環
と
し

て
で
は
あ
れ
、
家
事
事
件
、
と
く
に
離
婚
問
題
の
解
決
に
当
た
っ
て
調
停
、
し
か
も
実
質
的
に
は
い
わ
ゆ
る
家
事
調
停
を
行
う
こ
と
を
制

度
的
に
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
調
停
を
行
う
場
合
の
民
間
の
家
事
調
停
実
践
機
関
と
の
関
連
等
、
今
後
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
課
題
も

あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
民
間
機
関
に
よ
る
家
事
調
停
の
実
践
に
対
し
一
定
の
法
的
基
礎
付
け
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
み
弾
。
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》
家
事
調
停
の
制
度
化
を
目
指
し
た
民
間
の
動
き
に
つ
い
て
最
後
に
触
れ
て
お
こ
う
。
当
初
の
動
き
と
し
て
は
、
’
九
八
八
年
七
月
に
設

立
さ
れ
た
家
事
調
停
推
進
協
会
（
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｆ
）
（
一
一
一
、
注
（
皿
）
参
照
）
が
、
家
事
調
停
を
助
長
す
る
立
法
上
、
規
則
上
の
修
正
に
つ
い
て
の
提

案
を
す
る
こ
と
を
活
動
の
一
環
と
し
て
掲
げ
て
き
た
。
こ
の
方
向
性
が
大
き
な
展
開
を
遂
げ
た
の
は
、
一
九
九
○
年
一
二
月
の
第
一
回

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議
に
お
け
る
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
全
国
委
員
会
の
結
成
の
提
案
で
あ
っ
た
（
三
、
注
（
ｕ
）
参
照
）
。

こ
の
全
国
委
員
会
結
成
の
提
案
は
会
議
の
第
四
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
の
創
造
」
に
お
い
て
、
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
の
制

度
化
の
推
進
の
た
め
の
規
則
や
法
的
枠
組
の
必
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
全
国
委
員
会
の
結
成
が
求
め
ら
れ
た

（
四
）

こ
と
に
基
づ
く
。
規
約
草
案
に
よ
れ
ば
、
全
国
委
員
会
は
一
九
○
一
年
法
に
基
づ
く
：
ｍ
・
・
旨
威
目
と
し
て
設
立
さ
れ
、
家
事
調
停

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
全
国
的
代
表
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
の
創
造
、
調
整
、
情
報
に
つ
い
て
の
援
助
と
支

（
餌
）

援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
全
体
総
括
会
議
に
お
い
て
は
、
こ
こ
数
年
、
家
事
調
停
サ
ー
ビ
ス
の
発
展
が
民
間
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ

で
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
今
曰
、
公
権
力
が
家
事
調
停
を
厳
密
に
定
義
付
け
、
組
織
し
、
推
進
手
段
を
講
ず
べ
き
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ

た
。
そ
し
て
、
公
的
認
知
を
う
ろ
た
め
に
は
、
家
事
調
停
が
法
律
条
文
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

そ
の
法
律
内
容
と
し
て
は
、
家
事
調
停
が
い
か
に
裁
判
手
続
き
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
か
を
定
め
、
こ
の
実
践
に
対
し
法
的
基
礎
を
与

え
る
こ
と
、
家
事
調
停
員
の
任
務
、
利
用
者
に
対
す
る
質
の
保
証
と
し
て
職
業
と
し
て
の
家
事
調
停
行
使
の
可
能
性
、
さ
ら
に
、
離
婚
手

続
き
に
お
い
て
裁
判
官
及
び
弁
護
士
に
よ
り
当
事
者
に
対
し
家
事
調
停
の
存
在
を
知
ら
せ
る
義
務
、
等
を
規
定
す
べ
き
も
の
と
し
た
。
そ

し
て
、
以
上
の
観
点
か
ら
、
前
述
の
調
停
前
置
の
法
律
案
作
成
に
向
け
て
立
法
者
と
家
事
調
停
実
施
機
関
と
の
共
同
作
業
が
な
さ
れ
た
こ

と
は
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
今
後
、
さ
ら
に
、
家
事
調
停
実
施
機
関
の
意
見
や
要
望
を
取
り
入
れ
る
べ
く
共
同
作
業
が
継
続

説

４
民
間
の
制
度
化
要
求
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以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
家
事
調
停
の
制
度
化
の
動
向
と
し
て
は
、
国
側
の
対
応
と
し
て
は
、
民
間
機
関
に
よ
る
家
事
調
停
の
広
範
囲

な
実
践
を
背
景
に
、
裁
判
所
内
部
に
お
い
て
家
事
調
停
に
対
す
る
一
定
の
対
応
が
み
ら
れ
、
ま
た
政
府
と
し
て
も
、
ケ
ベ
ッ
ク
調
査
や
フ

ラ
ン
ス
で
の
総
括
的
調
査
研
究
を
組
織
す
る
な
ど
、
状
況
と
し
て
は
制
度
化
の
機
運
が
高
ま
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、

調
停
前
置
の
法
律
案
（
と
く
に
、
修
正
案
）
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
家
事
調
停
を
直
接
的
に
制
度
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し

て
も
、
そ
の
精
神
、
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
家
事
調
停
の
実
践
に
対
す
る
一
定
の
法
的
基
礎
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
民

間
の
家
事
調
停
実
践
機
関
の
側
か
ら
も
法
案
に
対
す
る
一
定
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
家
事
調
停
制
度
化
の
動
き
は
、
今
後
一
層
、

促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

》（ノｏ

さ
れ
る
べ
き
こ
と
お
よ
び
各
地
の
弁
護
士
会
長
に
対
し
、
離
婚
相
談
者
に
対
し
家
事
調
停
の
実
践
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
よ
う
弁
護
士
に
薦

一
（
閲
）

め
る
べ
く
対
処
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
今
後
は
、
民
間
の
側
に
お
い
て
も
、
家
事

調
停
サ
ー
ビ
ス
全
国
委
員
会
二
九
九
一
年
四
月
設
立
）
を
中
心
に
、
家
事
調
停
の
制
度
化
を
目
指
し
た
運
動
が
一
層
展
開
さ
れ
る
で
あ
る

注（
１
）
壗
〆
勺
豈
［
国
Ｙ
シ
而
巨
国
富
の
ｇ
旨
←
』
○
口
》
○
℃
．
◎
鳶
・
》
ご
・
②
．

（
２
）
パ
リ
大
審
裁
判
所
家
事
部
に
お
け
る
心
理
学
的
援
助
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
国
・
国
四
ｍ
冨
己
の
一
巴
・
○
目
ぱ
ｍ
－
ご
○
息
・
宮
》
○
℃
・
◎
罫
・
》
［
し
］
》

弓
・
塁
の
一
ｍ
曰
く
・
お
よ
び
』
・
○
○
℃
ど
の
局
ｌ
田
。
］
の
吋
・
巴
の
ｍ
ｐ
ｍ
］
＆
。
］
・
困
巨
の
、
。
①
の
、
鷆
巴
Ｈ
の
、
日
四
可
員
目
○
日
巴
の
ｍ
ｇ
Ｅ
弓
吋
号
宮
口
、
］
』
の
○
門
目
□
の

旨
の
冨
口
・
の
□
の
弔
貝
一
ｍ
．
（
］
閏
の
尊
の
目
祠
巴
巴
、
》
ヨ
ー
』
、
ロ
展
月
乞
①
Ｐ
○
胃
○
日
Ｐ
巨
の
》
弓
・
西
１
輿
参
照
。

（
３
）
Ｑ
門
○
巳
巴
吋
の
』
の
富
・
〕
の
Ｏ
ｍ
ａ
の
ｇ
の
、
、
○
の
凹
巨
Ｈ
ｇ
ロ
回
戚
ご
は
①
■
』
①
雷
、
日
］
》
砦
ご
』
】
○
鼻
】
○
口
』
の
〕
ロ
］
。
】
昌
呂
］
巳
匡
の
一
」
①
雪
片
の
］
呉
弓
の

4１（熊法72号'92）
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論 説

］
》
の
Ｈ
の
門
。
旨
の
□
の
］
吋
員
◎
国
芯
ご
日
の
己
巴
の
．
＆
芯
ご
日
尾
百
日
の
国
、
ご
Ｐ
閂
」
の
、
ご
日
ご
ロ
ロ
の
、
□
の
曰
已
の
＆
巴
】
（
】
】
註
Ｈ
己
屋
巳
の
①
ロ
甸
昌
口
○
の
．
因
口
ご
○
同
一

、
］
Ｐ
。
。
］
』
○
ロ
ー
Ｐ
の
虞
冨
の
＆
ｍ
は
。
□
崗
臼
目
匡
巴
の
ご
曰
の
勺
日
の
三
国
○
円
の
『
の
Ｈ
百
一
の
ロ
罵
昌
○
口
巴
》
ご
己
・
画
‐
函
・
の
一
口
－
句
。
（
】
○
巨
旦
。
Ｐ
■
因
ロ
ロ
巨
竪
の
、
。
。
』
巴
の
。

（
】
眉
の
諄
の
。
Ｅ
祠
巴
巴
切
言
ｇ
忌
○
の
日
宮
の
」
①
缶
》
◎
胃
○
日
□
巨
の
》
□
・
『
留
・

（
４
）
レ
ロ
巳
の
国
呂
巨
》
○
℃
．
。
辱
・
》
巳
・
囚
．
ま
た
、
社
会
的
調
査
（
の
目
吊
守
の
、
。
。
】
巴
の
）
が
家
事
調
停
の
精
神
で
行
わ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
』
１
℃
．

〔
平
。
Ｅ
］
（
日
）
。
ご
・
ｏ
罫
・
曹
已
・
『
留
の
一
○
・
〔
］
門
目
一
一
の
巴
〕
・
国
已
ｐ
忌
守
の
、
。
＆
巴
の
①
一
口
忌
呂
巴
】
ｏ
ｐ
ｇ
目
、
】
の
○
○
国
匡
註
Ｈ
日
匡
巳
の
寧
日
閂
」
の
四
．
口
□
の
毎
ロ
〒

臣
巳
の
》
曰
。
。
』
圏
》
。
ご
・
・
写
・
》
己
己
・
」
屋
の
一
切
曰
く
・
参
照
。

（
５
）
国
・
国
四
の
冨
己
の
一
博
・
○
日
ペ
言
Ｉ
ご
ｏ
ｇ
ｓ
の
》
○
℃
．
。
辱
・
》
［
し
］
．
□
・
二
心
理
学
的
サ
ー
ビ
ス
が
一
般
化
し
な
い
理
由
と
し
て
、
同
著
者
は
、
こ

の
サ
ー
ビ
ス
の
一
般
化
に
は
費
用
が
か
か
る
こ
と
及
び
こ
の
領
域
で
の
裁
判
所
の
果
す
べ
き
役
割
の
問
題
が
未
解
決
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。

（
６
）
』
．
。
。
ご
ロ
閂
ｌ
田
。
］
の
門
》
。
ご
・
◎
淳
．
》
□
・
の
．

（
７
）
調
査
団
メ
ン
バ
ー
は
次
の
一
一
一
人
で
あ
る
。
閂
・
国
陣
の
辱
囚
、
法
律
家
で
、
女
性
の
条
件
代
表
団
ｅ
の
］
碕
畳
・
口
叫
］
四
○
○
口
＆
ご
◎
ロ
頴
曰
目
目
〕
の
）

研
究
員
、
］
．
。
○
弓
の
Ｈ
１
用
日
『
の
月
パ
リ
控
訴
院
弁
護
士
、
』
・
言
：
日
切
、
司
法
省
一
般
民
事
部
長

（
８
）
調
査
内
容
に
つ
い
て
は
、
閂
・
・
■
陸
の
鳶
口
の
一
己
・
》
因
ロ
ｇ
ｏ
１
ｇ
の
］
回
ロ
ロ
、
巴
・
ｐ
Ｈ
の
］
Ｐ
薯
の
回
』
囚
日
置
』
ｇ
】
・
ロ
閑
閏
巨
」
巴
の
量
勝
田
・
ロ
の
虜
の
◎
言
⑰
の

昌
一
（
告
吾
の
○
℃
の
己
⑪
Ｂ
←
旨
鳳
風
○
口
の
《
旨
国
画
巨
『
日
巴
」
①
麗
・

（
９
）
忌
昼
・
》
□
・
溢
・

（
皿
）
し
弓
の
］
ｑ
》
。
罵
吋
の
、
の
ロ
ｇ
巴
の
ｇ
の
、
Ｐ
弓
月
］
房
、
門
。
］
Ｐ
屋
山
Ｐ
》
⑩
旨
ｇ
の
‐
ず
忌
目
□
の
、
の
鶉
鳳
凰
の
ロ
。
①
の
ｇ
の
日
⑪
＆
囚
ご
○
ロ
命
日
己
」
巴
の
①
ロ
】
包
司
：
◎
の
》

冒
國
興
弓
・
耳
○
℃
・
◎
影
・
》
し
ｚ
》
白
〆
自
．
こ
の
公
募
に
基
づ
き
、
国
・
国
Ｐ
の
冨
己
と
田
・
○
日
日
Ｐ
Ｉ
ぐ
。
ｐ
の
○
富
に
調
査
研
究
が
委
託
さ
れ
、
そ
の

研
究
成
果
が
閂
」
の
曰
く
・
日
の
目
す
の
曰
の
三
ｍ
百
日
の
＆
ロ
津
。
ｐ
南
田
亘
盲
」
の
国
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
｜
、
注
（
７
）
参
照
）
。

（
ｕ
）
旧
Ｈ
○
一
の
一
口
の
］
。
】
日
切
淳
巨
目
一
］
四
日
か
曰
巴
】
○
口
。
の
二
ｍ
目
←
］
①
ｍ
一
目
乱
曰
。
薄
○
ｐ
ｍ
ｇ
Ｑ
］
》
・
己
埼
の
］
ロ
日
。
】
巴
局
の
〕
己
臥
ｍ
の
ロ
芯
、
巨
己
一
○
日
ｇ
の
富
・
言
】
＆
の
］

罰
○
○
画
ａ
）
両
旬
円
已
閂
曰
巨
、
可
の
》
ご
閂
冨
・
祠
】
の
月
の
少
召
巴
］
］
ｍ
ｐ
ｍ
の
》
函
国
目
］
の
口
の
ｍ
ｍ
ｏ
の
臼
貝
ヨ
ロ
目
已
の
可
の
ｇ
の
］
ｐ
］
ロ
、
茸
◎
の
．
ｚ
◎
・
畠
＠
》
缶
切
、
の
曰
す
］
⑩
の

ｚ
ｇ
】
。
□
巳
の
．
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（
ｕ
）
以
下
、
法
律
案
提
案
理
由
書
お
よ
び
法
律
案
審
議
で
の
提
案
理
由
、
法
律
案
の
説
明
に
よ
る
。
ご
◎
目
白
・
Ｐ
Ｄ
の
冨
訂
己
囚
１
自
用
員
巴
忌
か
》

＆
・
・
淳
・
》
や
三
の
守
巴
ご
・
ま
た
、
法
律
委
員
や
司
法
大
臣
は
、
こ
の
法
律
案
に
つ
い
て
、
前
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議
に
お
い
て
も
報
告
し
て

い
る
。
缶
・
蕾
冒
］
円
（
ご
口
四
の
、
固
巨
８
息
の
Ｐ
・
ロ
・
・
淳
．
》
弓
・
」
田
‐
三
の
ご
ロ
・
三
‐
三
・

（
過
）
臼
Ｐ
Ｄ
の
冨
一
、
石
臼
］
の
日
三
目
の
、
》
・
己
。
。
』
一
・
》
□
・
臣
・
の
一
浬
息
己
・
弓
宮
一
目
白
・
日
・
の
］
Ｐ
・
日
目
居
巴
８
９
の
、
］
・
厨
切
目
』
の
官
旦
の
一
号

］
。
】
…
…
ご
Ｚ
。
．
」
＄
Ｐ
缶
・
Ｚ
・
已
己
・
巨
Ｉ
岳
・

（
旧
）
修
正
さ
れ
た
法
律
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
仮
訳
）
。

第
一
条
裁
判
官
は
、
当
事
者
の
言
い
分
を
聞
き
、
そ
の
主
張
を
突
き
合
わ
せ
、
彼
ら
を
和
解
さ
せ
う
る
よ
う
な
解
決
策
を
当
事
者
に
提
案
し
、

あ
る
い
は
、
当
事
者
が
彼
ら
自
身
で
そ
の
合
意
点
を
見
い
出
ず
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
当
事
者
の
同
意
を
え
て
、
調
停
員
と
し

て
、
一
人
の
者
を
そ
の
選
択
で
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
権
限
は
急
速
審
理
裁
判
官
官
需
□
の
、
３
歳
８
ｍ
に
も
同
様
に
帰
属
す
る
。

第
二
条
裁
判
官
は
、
紛
争
の
特
殊
性
に
応
じ
て
、
そ
の
能
力
を
考
慮
し
て
調
停
員
を
選
ぶ
。
現
役
の
司
法
官
は
調
停
員
と
し
て
指
名
さ
れ
え

（
皿
）
こ
の
法
律
案
審
議
で
は
ま
ず
、
法
律
委
員
（
報
告
者
）
し
』
温
］
巴
可
の
お
よ
び
司
法
大
臣
よ
り
提
案
趣
旨
及
び
法
律
案
の
説
明
が
行
わ
れ
、
こ

れ
に
対
し
、
国
・
□
の
巨
富
よ
り
、
手
続
き
の
長
期
化
、
裁
判
官
の
役
割
の
否
定
、
当
事
者
の
同
意
な
し
の
職
権
的
調
停
開
始
、
無
料
化
傾
向
へ
の

背
反
、
調
停
員
の
地
位
の
不
明
確
さ
、
等
の
理
由
に
基
づ
き
審
議
反
対
の
先
決
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
先
決
問
題
に
つ
い
て
投
票
が
行
わ
れ
、

｜
旦
は
可
決
さ
れ
た
が
、
投
票
の
瑠
疵
を
巡
っ
て
騒
然
と
し
た
議
論
が
な
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
民
主
主
義
連
合
、
共
和
国
連
合
、
中
道
連
合
等
の
議

員
が
退
席
な
い
し
棄
権
す
る
中
で
、
社
会
党
、
一
部
の
共
産
党
、
無
所
属
議
員
に
よ
る
再
投
票
に
よ
り
先
決
問
題
は
否
決
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
法

律
案
の
審
議
が
な
さ
れ
、
大
幅
な
修
正
案
が
提
案
さ
れ
、
可
決
さ
れ
た
。
く
・
宜
肖
冒
目
巴
忌
崗
巨
の
］
・
ロ
⑨
冨
訂
己
昌
の
日
の
昌
目
の
、
）
し
脇
の
日
匡
⑰
の

ｚ
墨
・
亘
の
．
○
自
営
の
目
の
口
自
旨
芯
囚
巴
”
ぬ
の
目
・
の
昌
一
の
己
ロ
自
甦
』
の
①
Ｐ
弓
・
臣
の
一
ｍ
弓
・

（
旧
）
法
律
案
は
四
月
六
日
に
上
院
へ
提
出
さ
れ
た
が
、
未
だ
法
律
委
員
会
に
係
属
中
で
あ
る
。
国
巳
」
の
一
目
＠
の
］
・
少
脇
目
旨
示
の
三
塁
・
ロ
巴
の
。
□
◎
・
忠

□
巨
口
。
ご
①
口
】
す
旬
の
」
①
①
】
・
や
②
←
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論 説

第
七
条
（
新
設
）
本
法
の
諸
規
定
は
刑
事
手
続
き
に
は
適
用
さ
れ
え
な
い
。

（
Ⅳ
）
白
Ｐ
Ｄ
ｇ
ｇ
ｍ
已
旦
の
ロ
５
口
盲
身
の
、
》
。
ご
・
◎
夢
・
》
己
．
』
＆
・
の
←
「
弓
・
』
召
の
一
切
曰
く
・

（
旧
）
三
ｇ
》
□
・
」
ｓ
・
当
事
者
が
当
事
者
自
身
で
合
意
点
を
見
い
出
す
べ
く
援
助
す
る
必
要
性
は
、
と
く
に
家
事
調
停
の
実
践
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
団
員
）
ご
Ｓ
←
・
Ｚ
。
．
』
」
①
ワ
レ
・
Ｚ
・
《
名
．
。
】
一
・
》
己
・
局
の
←
』
ｍ
・
参
照
。

（
旧
）
忌
筐
・
》
ロ
・
」
＆
・
調
停
員
の
職
務
は
、
と
く
に
家
事
調
停
に
つ
い
て
は
速
成
的
に
な
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
適
切
な
能
力
を
必
要
と
す
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
切
呉
）
ロ
日
←
》
二
・
・
旨
①
。
シ
・
Ｚ
．
。
□
・
◎
鳶
・
》
ご
・
旨
の
←
」
『
・
参
照
。

（
別
）
法
律
案
賛
同
者
Ｑ
・
国
・
目
の
日
巴
の
８
は
、
「
裁
判
上
の
調
停
は
、
余
り
に
厳
格
す
ぎ
る
手
続
き
に
お
け
る
自
由
の
空
間
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。

ご
】
Ｂ
》
□
」
雪
。

第
五
条
（
新
設
）

第
六
条
（
新
設
）

き
る
。

調
停
の
費
用
は
、
理
由
あ
る
場
合
は
、
予
め
そ
の
費
用
の
性
質
や
額
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
た
当
事
者
間
で
分
担
さ
れ
る
。
必
要
な
場

合
は
、
裁
判
官
に
よ
り
裁
定
さ
れ
る
。

第
三
条
裁
判
官
は
、
調
停
員
の
任
務
の
期
間
を
定
め
る
。
そ
の
期
間
は
三
カ
月
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

裁
判
官
は
、
調
停
員
あ
る
い
は
当
事
者
の
一
方
の
要
求
に
よ
り
、
あ
る
い
は
職
権
で
、
彼
が
定
め
た
期
間
の
満
了
前
に
こ
の
任
務
を

終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
官
は
、
同
様
に
、
こ
の
期
間
を
一
回
同
一
期
間
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
（
新
設
）
調
停
員
は
守
秘
義
務
を
負
う
。

調
停
員
の
記
録
お
よ
び
彼
が
収
集
し
た
（
当
事
者
の
）
陳
述
は
、
当
事
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
し
か
、
担
当
裁
判
官
に
提
出
さ
れ

え
な
い
。

な
い
。

調
停
員
は
、
そ
の
任
務
の
終
了
時
、
裁
判
官
に
対
し
当
事
者
が
合
意
に
至
っ
た
か
否
か
を
知
ら
せ
る
。

当
事
者
が
合
意
に
至
っ
た
場
合
は
、
当
事
者
は
、
裁
判
官
に
対
し
、
合
意
を
確
認
し
、
執
行
力
の
付
与
を
求
め
る
こ
と
が
で
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フランスにおける離婚合意援助システム

（
閲
）
ご
】
２
・
ロ
画
冨

な
お
、
後
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議
で
も
、
立
法
者
と
家
事
調
停
実
施
機
関
と
の
接
触
が
も
た
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
少
ｇ
の
、
曰
』
］
国

（
ご
口
四
の
、
国
月
・
息
の
Ｐ
・
己
．
◎
】
一
・
も
．
呂
函
・
法
律
委
員
会
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
法
律
案
審
議
に
当
た
り
意
見
聴
取
し
た
個
人
、
団
体
の
う
ち
、
調

停
関
係
と
し
て
、
全
国
調
停
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｎ
Ｍ
）
お
よ
び
Ａ
Ｐ
Ｍ
Ｆ
が
挙
示
さ
れ
て
い
る
。
切
昌
〕
ご
日
一
．
ロ
・
・
巨
①
Ｐ
缶
・
Ｚ
・
》
具
）
．
。
辱
・
・
□
・
塁
・

（
〃
）
同
様
の
評
価
を
す
る
も
の
と
し
て
、
胃
・
国
］
の
ヰ
Ｐ
Ｄ
８
言
○
の
切
言
日
ロ
の
ｍ
の
一
日
ひ
曰
昌
・
ロ
境
目
昼
】
巴
の
》
曰
Ｈ
ｂ
四
・
ｇ
の
宮
口
屋
巳
・
ロ
。

届
９
．
℃
・
◎
鳶
・
》
□
・
」
＆
．
お
よ
び
、
国
・
切
用
盲
旦
の
一
旬
。
（
濁
己
旨
‐
ご
目
。
＆
の
》
。
ご
・
。
辱
・
．
［
し
］
》
□
・
臼
・

（
閉
）
シ
ｓ
の
切
目
』
］
四
Ｑ
）
口
四
の
、
国
日
・
息
の
Ｐ
・
□
・
◎
夢
》
□
・
田
『
・

（
別
）
○
日
日
諒
ｚ
畳
○
口
巴
已
の
の
ｍ
の
局
菖
８
ｍ
□
の
富
の
＆
巴
冒
甸
日
日
尽
巳
の
弔
門
・
］
の
一
口
の
、
一
日
巨
訂
》
日
一
・
］
の
一
国
・
亘
已
・
》
ご
・
②
』
『
．

（
Ⅲ
）
こ
の
点
に
関
し
、
司
法
大
臣
の
次
の
議
会
発
言
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
家
事
事
件
も
調
停
の
対
象
に
な
る
と
し
た
上
で
、
近
時
、
家

事
調
停
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
本
法
は
こ
れ
ら
の
経
験
を
継
続
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
調
停
員
の
資
格

に
関
し
、
自
然
人
で
あ
れ
、
法
人
で
あ
れ
、
そ
の
能
力
の
あ
ら
ゆ
る
保
証
を
与
え
う
る
調
停
員
に
つ
い
て
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
、
そ
れ
は
、
家

事
調
停
員
に
は
即
座
に
な
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
領
域
に
関
し
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
と
協
力
し
て
、
関
与
の
方
法
、
養
成

に
つ
い
て
の
要
求
、
家
事
調
停
の
経
験
の
評
価
方
法
を
明
確
に
す
べ
く
作
業
を
開
始
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
、
今
年
中
に
、
幾
つ

か
の
家
事
調
停
実
践
機
関
と
と
も
に
作
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
こ
れ
が
関
係
諸
機
関
の
実
践
を
完
全
な
も
の
と
さ
せ
、
裁
判
官
に
対
し
十
分
に
資
格
を

備
え
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
は
ず
で
あ
る
）
を
作
成
し
た
い
旨
を
述
べ
た
。
』
・
Ｐ
］
忍
す
巴
、
己
胃
］
囚
：
口
冨
月
の
、
》
。
□
．

ｏ
辱
・
や
．
□
ご
・
桴
つ
函
Ｉ
』
、
一
・
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論
お
わ
り
に
ｌ
総
括
お
よ
び
曰
本
法
へ
の
示
唆

説

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
事
調
停
の
実
践
は
、
最
も
早
く
て
一
九
八
六
年
段
階
、
そ
の
殆
ど
が
最
近
開
始
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
現
在

で
は
、
全
国
で
約
八
○
前
後
の
機
関
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
る
ま
で
に
広
範
囲
な
展
開
を
遂
げ
て
い
る
。
こ
の
家
事
調
停
は
専
ら
離
婚
（
お

よ
び
別
居
）
問
題
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
体
、
離
婚
問
題
の
解
決
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
て
い
る
か
、

ま
た
、
問
題
点
は
何
か
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。

今
曰
、
離
婚
は
婚
姻
価
値
実
現
を
目
指
し
た
家
族
的
再
編
の
積
極
的
契
機
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
離
婚
自
体
お
よ
び
離
婚
の
諸
結
果

に
つ
い
て
夫
婦
の
自
由
な
合
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
離
婚
の
私
事
化
）
、
七
五
年
改
正
離
婚
法
も
破
綻

主
義
へ
と
原
理
的
転
換
を
遂
げ
、
合
意
離
婚
を
法
認
し
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
方
向
性
を
明
確
に
し
た
。
し
か
し
、
離
婚
の
諸
結
果
を
巡

る
問
題
状
況
は
深
刻
で
あ
る
。
即
ち
、
離
婚
給
付
に
お
け
る
取
り
決
め
状
況
、
履
行
状
況
の
劣
悪
さ
、
親
権
行
使
態
様
の
破
行
的
状
況
、

子
の
養
育
費
の
不
履
行
状
況
等
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
正
に
、
そ
の
決
定
過
程
お
よ
び
決
定
内
容
に
お
い
て
当
事
者
の
自
由

さ
て
、
以
上
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
事
調
停
導
入
の
背
景
、
家
事
調
停
の
実
践
内
容
お
よ
び
今
後
の
制
度
化
の
動
向
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
最
後
に
、
総
括
的
に
、
こ
の
家
事
調
停
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
、
併
せ
て
、
我
国
に
お
け
る
離
婚

問
題
の
処
理
に
与
え
る
示
唆
に
つ
い
て
若
干
の
整
理
を
し
た
い
。

１
家
事
調
停
の
意
義
と
問
題
点

(熊法72号'92）４６



な
合
意
形
成
が
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
裁
判
官
に
よ
る
決
定
も
当
事
者
の
意
思
と
要
求
を
十
分
踏
ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に

起
因
す
る
。
そ
こ
で
、
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
、
当
事
者
お
よ
び
子
に
と
っ
て
適
合
的
か
つ
実
効
性
の
あ
る
決
定
を
な
す
に
は
当
事
者

自
身
に
よ
り
主
体
的
に
形
成
さ
れ
た
合
意
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
家
事
調
停
は
、
正
に
、
こ
の
当
事
者
問
の
主
体
的
な
く
旦
忌

形
成
を
援
助
す
る
た
め
の
手
続
き
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

家
事
調
停
は
、
離
婚
を
前
提
に
、
そ
れ
か
ら
生
じ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
第
三
者
（
家
事
調
停
員
）
の
専
門
的
な
適
切
な
援
助
を
受
け

な
が
ら
、
当
事
者
の
主
体
性
、
共
同
責
任
に
よ
る
解
決
を
目
的
と
し
た
、
自
治
的
、
自
律
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
概
念
規
定
さ
れ
る
。
家

事
調
停
に
お
い
て
は
、
当
事
者
こ
そ
が
離
婚
問
題
解
決
の
主
体
者
で
あ
り
、
当
事
者
は
家
事
調
停
の
開
始
、
中
断
、
終
結
の
決
定
権
を
も

ち
、
問
題
解
決
策
の
最
終
的
決
定
者
で
あ
る
。
家
事
調
停
員
は
、
当
事
者
の
要
請
に
基
づ
き
関
与
し
、
中
立
的
で
何
ら
決
定
権
を
も
た
ず
、

当
事
者
が
精
神
的
、
感
情
的
に
敵
対
す
る
こ
と
な
く
、
自
由
、
平
等
、
責
任
あ
る
立
場
で
対
話
を
し
、
当
事
者
お
よ
び
子
の
将
来
に
と
つ

ム
建
設
的
な
問
題
解
決
が
で
き
る
よ
う
、
人
文
科
学
、
社
会
科
学
の
専
門
性
に
基
づ
い
た
あ
ら
ゆ
る
援
助
を
す
る
の
で
あ
る
。
単
独
調
停

一ナ派
勿
論
の
こ
と
、
辻
〈
同
調
停
の
場
合
に
お
い
て
も
、
援
助
の
専
門
性
、
有
効
性
を
保
証
す
べ
く
、
他
分
野
の
専
門
家
と
の
連
携
や
上
級
機

鋤
による指導がなされるのである。このように、家事調停は、離婚問題札的いての当事者の主体的、建設的な合意形成

髄
を
専
門
的
に
援
助
し
、
当
事
者
が
、
文
字
通
り
、
〈
離
婚
の
主
人
日
田
弓
昌
曰
く
２
８
〉
た
り
う
る
よ
う
支
え
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い

繩
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
家
事
調
停
は
、
個
性
喪
失
化
、
規
格
化
さ
れ
た
離
婚
裁
判
手
続
き
を
個
性
化
し
（
旨
辱
ご
巴
崩
｝
）
、

涌
間
性
豊
か
な
も
の
に
す
る
§
５
：
箙
｝
）
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
家
事
調
停
は
、
離
婚
問
題
の
解
決
に
お
い
て
、
当
事
の
９

峨
の
主
体
的
で
自
由
な
合
意
形
成
を
促
進
し
、
杼
当
事
者
、
子
に
と
っ
て
適
合
的
で
、
か
つ
、
実
効
性
の
あ
る
解
決
、
従
っ
て
、
再
出
発
と
碍

巫
て
の
〈
良
き
離
婚
す
。
ｐ
曰
く
・
月
の
〉
を
も
た
ら
し
う
る
援
助
シ
ス
テ
ム
と
し
て
大
き
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
・
実
際
、
家
雛
７

－
フ

く

う
調
停
の
有
効
性
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
、
フ
ラ
ン
ス
の
調
査
は
み
ら
れ
な
い
が
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
調
査
に
よ

〃



説
ば
、
家
事
調
停
を
受
け
た
八
○
～
九
○
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
が
家
事
調
停
の
や
り
方
に
満
足
し
、
家
事
調
停
に
よ
り
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
の

カ
ッ
プ
ル
で
合
意
案
が
作
成
さ
れ
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
は
、
扶
養
定
期
金
の
支
払
率
は
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
率
で
あ
り
、
そ
の
金
額

論
は
裁
判
に
よ
る
よ
り
も
一
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
高
額
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
親
権
行
使
態
様
に
つ
い
て
は
、
共
同
監
護
は
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
で

裁
判
に
よ
る
場
合
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
遙
か
に
上
回
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
乢
泓
・
こ
れ
を
み
る
限
り
、
家
事
調
停
は
か
な
り
の
有
効
性

を
も
っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
ぷ
。
但
し
、
家
事
調
停
は
、
本
来
、
義
務
的
で
は
な
く
、
当
事
者
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
、

（
６
）

未
だ
、
離
婚
者
の
う
ち
ご
く
僅
か
し
か
家
事
調
停
を
利
用
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
残
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
意
義
と
有
効
性
を
も
つ
家
事
調
停
も
実
践
上
多
く
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。
第
一
は
、
家
事
調
停
に
内

在
的
な
問
題
点
で
あ
る
。
家
事
調
停
が
真
に
自
律
的
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
う
る
た
め
に
は
、
Ⅲ
強
制
的
要
素
の
排
除
、
②

対
等
・
平
等
関
係
の
維
持
、
③
介
在
者
の
中
立
性
の
維
持
、
の
諸
条
件
の
具
備
が
必
要
で
あ
ぶ
。
Ⅲ
に
つ
い
て
は
概
ね
妥
当
で
あ
る
が
、

今
後
、
制
度
化
と
の
関
連
で
家
事
調
停
の
「
場
」
の
あ
り
方
も
含
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
家
事
調
停
員
と
当

事
者
と
の
関
係
お
よ
び
当
事
者
相
互
の
関
係
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
家
事
調
停
員
は
当
事
者
と
利
害
関
係
が
あ
っ

て
は
な
ら
ず
、
双
方
の
信
頼
、
親
近
、
協
同
関
係
を
ど
う
築
き
得
る
か
が
課
題
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
実
質
的
な
社
会
、
経
済
的
不

平
等
の
立
場
の
影
響
を
ど
う
防
ぐ
か
、
ま
た
、
必
要
か
つ
適
切
な
情
報
を
十
分
提
供
し
う
る
か
（
従
っ
て
、
他
の
専
門
家
と
の
連
携
の
あ
り

方
）
が
課
題
と
な
る
。
③
に
つ
い
て
は
家
事
調
停
員
は
中
立
、
公
正
で
決
定
権
限
を
も
た
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
中
立
性
の
あ
り
方
に

つ
き
、
当
事
者
問
に
実
質
的
不
平
等
が
あ
る
場
合
へ
の
対
応
を
巡
っ
て
議
論
が
対
立
し
て
い
る
の
で
洗
泓
・
第
二
は
家
事
調
停
の
外
在
的

問
題
点
で
あ
る
。
既
に
、
家
事
調
停
の
直
面
す
る
問
題
点
と
し
て
検
討
し
た
よ
う
に
（
一
一
一
４
参
照
）
、
財
政
問
題
、
家
事
調
停
員
の
教
育
研

修
問
題
、
職
業
倫
理
準
則
問
題
、
等
の
重
要
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
な
家
事
調
停
の
利
用
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
の
利
用
促

進
を
ど
う
進
め
る
か
、
ま
た
、
今
後
、
制
度
化
が
展
望
さ
れ
る
中
で
、
家
事
調
停
機
関
と
裁
判
所
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
ど
う
す
る
か
が
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、

我
国
に
お
い
て
も
離
婚
が
当
事
者
や
子
ど
も
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
離
婚
問
題
の
解
決
に
お
い
て

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
事
調
停
の
実
践
か
ら
学
ぶ
べ
き
点
は
何
か
に
つ
い
て
、
最
後
に
、
整
理
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
我
国
に
お
け
る
離
婚
の
九
○
パ
ー
セ
ン
ト
余
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
協
議
離
婚
に
つ
い
て
み
よ
う
。
こ
の
離
婚
形
態
は
、
離

婚
問
題
の
解
決
に
つ
き
、
文
字
通
り
、
当
事
者
間
の
「
協
議
Ⅱ
合
意
」
に
よ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
調
査
に
よ
れ
ば
、
実
態
は
必
ず

し
も
十
分
な
協
議
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
財
産
分
与
、
子
の
処
遇
、
養
育
費
負
担
に
つ
い
て
の
内
容
、
履
行
状
況
と
も
劣
悪
で
、
「
妻
子

．
（
旧
）

の
一
方
的
犠
牲
の
下
で
の
離
婚
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
本
来
の
協
議
離
婚
の
理
念
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者

間
の
十
分
な
協
議
を
促
進
さ
せ
、
当
事
者
双
方
お
よ
び
子
に
と
っ
て
満
足
の
い
く
解
決
を
図
る
た
め
の
援
助
が
不
可
欠
で
駄
弘
・
フ
ラ
ン

ス
の
家
事
調
停
に
よ
る
合
意
援
助
シ
ス
テ
ム
は
、
正
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
へ
の
対
応
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
極
め
て
示
唆

的
で
あ
る
・
我
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
機
能
を
果
し
得
る
相
談
・
援
助
機
関
の
創
設
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
か
額
・

次
に
、
裁
判
離
婚
に
つ
い
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
相
対
的
に
数
の
多
い
調
停
離
婚
に
つ
い
て
で
あ
る
。
離
婚
事
件
で
は
理
性
的
、
情
緒
的

に
混
乱
し
て
い
る
当
事
者
に
平
静
を
取
り
戻
さ
せ
、
離
婚
問
題
に
つ
い
て
合
意
に
よ
る
自
主
的
紛
争
解
決
が
で
き
る
よ
う
に
調
停
前
置
主

義
が
と
ら
れ
て
払
悦
、
調
停
委
員
会
に
よ
り
離
婚
調
停
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
離
婚
調
停
は
、
構
造
的
に
も
、
実
態
的
に
も
、
真
に
当

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
事
調
停
は
、
種
々
の
問
題
を
抱
え
つ
つ
も
、
現
在
、
広
範
囲
な
展
開
を
示
し
て
お
り
、
今
後

も
一
層
の
普
及
を
遂
げ
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
調
停
前
置
の
法
律
案
は
、
そ
の
審
議
経
過
か
ら
み
て
、
こ
の
家
事
調
停
の
実
践
に
一
定
の

法
的
基
礎
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
り
、
家
事
調
停
の
制
度
化
の
観
点
か
ら
は
、
そ
の
早
期
の
成
立
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
迩
紐
。

大
き
な
問
題
と
な
ろ
う
。

２
曰
本
法
へ
の
示
唆
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（
Ｍ
）

説
事
者
に
よ
る
自
主
的
紛
争
解
決
手
続
き
１
と
は
い
え
な
い
状
況
が
窺
わ
れ
る
。
調
停
前
置
主
義
そ
れ
自
体
が
既
に
強
制
的
要
素
を
帯
び
る
が
、

さ
ら
に
、
当
事
者
へ
の
出
頭
強
制
が
可
能
で
あ
る
し
、
調
停
の
主
宰
権
は
調
停
委
員
会
に
あ
り
、
該
委
員
会
は
調
停
を
不
成
立
に
す
る
権

論
限
を
も
つ
。
ま
た
、
調
停
は
、
裁
判
官
不
在
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
調
査
官
の
活
用
も
不
十
分
で
、
調
停
委
員
は
当
事
者
を
説
得
し
、

あ
る
い
は
合
意
案
の
提
示
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
強
制
的
、
非
中
立
的
な
状
況
に
お
い
て
な
さ
れ
る
離
婚
調
停
は
、
実
際
、

（
胴
）

そ
の
成
立
状
況
、
離
婚
の
諸
結
果
に
関
す
る
合
意
内
容
に
お
い
て
不
十
分
な
結
果
を
４
℃
た
ら
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
離
婚
調
停
の
状

（
旧
）

況
か
ら
み
て
フ
ラ
ン
ス
の
家
事
調
停
か
ら
学
ぶ
べ
き
点
は
多
い
。
第
一
に
、
離
婚
調
停
に
お
け
る
司
法
的
機
能
１
と
人
間
関
係
調
整
機
能
の

区
別
な
い
し
分
離
を
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
別
個
の
手
続
き
、
ま
た
は
別
機
関
で
行
う
の
が
、
本
来
、
望
ま
し
Ⅷ
。
し
か
し
、
第
二
に
、

現
状
で
は
、
後
者
に
つ
き
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
積
極
的
活
用
に
よ
る
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
関
係
に
関
す
る
専
門
教
育

（
旧
）

を
受
け
た
調
査
官
に
よ
る
「
調
整
活
動
」
の
活
用
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
調
整
活
動
」
に
つ
い
て
は
、
調
停
の
円
滑
的
進
行
の
た
め

（
四
）

の
単
な
る
「
準
備
的
措
置
」
に
止
め
ず
、
離
婚
後
の
望
ま
し
い
親
子
関
係
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
の
調
整
も
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他

方
、
第
三
に
、
調
停
自
体
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
不
在
の
状
況
の
改
善
、
調
停
委
員
の
専
門
性
と
中
立
性
の
確
保
が
緊
急
課
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
第
四
に
、
以
上
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
に
は
、
調
査
官
に
よ
る
Ｈ
ｇ
＆
畳
・
目
的
調
整
活
動
の
後
、
調
停
委
員
に
よ
る
調
停
を

経
ず
に
、
家
事
審
判
官
に
よ
る
単
独
調
停
と
し
て
処
理
す
る
方
法
（
分
離
処
理
方
式
）
や
調
査
官
に
よ
る
Ｈ
ｇ
＆
畳
・
目
的
調
整
と
調
停
委

（
別
）

員
に
よ
る
調
停
の
有
機
的
連
携
を
図
ラ
Ｃ
方
式
（
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
方
式
）
、
等
が
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
狭
義
の
裁
判
離
婚
に
つ
い
て
は
、
通

常
の
人
事
訴
訟
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
る
が
、
こ
の
訴
訟
手
続
き
に
お
い
て
も
、
申
立
に
よ
る
離
婚
の
諸
結
果
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て

当
事
者
の
合
意
弼
筬
の
可
能
性
を
探
る
べ
く
、
調
査
官
の
活
用
等
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
駄
秘
。

以
上
の
よ
う
に
、
我
国
の
協
議
離
婚
、
裁
判
離
婚
に
お
い
て
も
、
離
婚
問
題
に
つ
い
て
当
事
者
の
自
主
的
・
主
体
的
合
意
形
成
を
基
礎

に
し
た
解
決
を
図
る
べ
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
家
事
調
停
の
実
践
か
ら
学
ぶ
べ
き
点
は
多
い
の
で
あ
る
。
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注（
１
）
国
・
国
閉
薗
貝
｝
の
守
田
・
○
日
Ｂ
Ｐ
Ｉ
ご
ｏ
ｐ
ｍ
ｇ
の
》
具
〕
・
◎
曽
・
．
［
シ
］
》
□
」
這
・

（
２
）
旬
・
○
日
日
？
ご
◎
忌
呂
の
①
一
国
・
国
儲
芭
色
・
く
の
制
目
目
・
巨
『
の
］
日
く
げ
の
崗
巴
ロ
臣
巴
の
□
．
：
．
。
】
一
・
．
□
・
」
田
．

（
３
）
］
・
原
『
の
、
巴
】
の
。
ぼ
ｐ
Ｂ
⑰
＆
巳
』
・
ロ
の
ロ
日
塁
母
の
雨
日
日
陣
巳
の
函
］
》
の
Ｈ
己
宜
の
ロ
◎
の
日
檮
の
息
す
の
Ｐ
ｏ
ｂ
・
日
一
・
・
℃
・
＄
・
の
守
冨
・
弓
・
言
囚
１
日
】
の
円
の
の
一

己
・
》
田
口
曰
の
＆
巴
】
○
口
開
日
日
底
巴
の
．
§
の
ご
○
】
の
守
田
ロ
巴
威
・
目
の
臣
の
》
・
ロ
。
辱
・
》
□
・
雪
。

（
４
）
］
・
原
ぐ
の
呂
巨
の
》
曽
邑
避
冨
〕
・
信
‐
宝
・
の
←
閏
】
圏
》
』
．
尿
『
の
、
巳
】
の
》
Ｏ
Ｂ
屋
ｇ
卯
』
の
の
忌
巾
巳
冨
訂
。
、
目
の
円
の
◎
ず
の
Ｈ
ｇ
の
》
・
己
．
◎
鐸
・
》
壱
・
ｍ
』
‐
の
①
．
ま

た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
分
析
で
も
、
家
事
調
停
グ
ル
ー
プ
の
方
が
裁
判
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
満
足
度
が
高
い
（
前
者
は
男
性
七
八
パ
ー
セ
ン
ト
、

女
性
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
男
性
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
）
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
］
・

国
・
【
の
辱
》
三
⑨
＆
畳
・
ロ
巴
・
す
巳
の
．
旨
］
応
四
．
旨
の
閉
四
目
陸
巴
．
ｐ
・
・
后
９
．
℃
・
・
鳶
・
》
□
・
『
←
・
さ
ら
に
、
国
・
宣
旨
囚
は
七
五
～
八
○
パ
ー
セ
ン

ト
、
時
と
し
て
、
そ
れ
以
上
が
合
意
解
決
し
た
こ
と
を
示
す
。
国
・
切
開
百
口
の
一
句
・
Ｃ
Ｂ
Ｓ
り
ぐ
＆
の
ｇ
Ｐ
ｇ
・
◎
淳
．
》
［
シ
］
》
己
・
路
．

（
５
）
以
上
の
よ
う
な
有
効
性
の
評
価
に
関
し
、
事
例
の
選
択
基
準
、
満
足
内
容
、
費
用
等
の
点
か
ら
過
大
評
価
を
慎
む
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

国
・
国
用
一
日
ｇ
の
一
旬
．
○
日
島
ロ
ー
ぐ
。
＆
○
豈
の
》
。
□
．
。
】
一
・
・
［
シ
］
》
ロ
〕
・
＄
‐
色
．

（
６
）
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
は
な
い
が
、
ケ
ベ
ッ
ク
調
査
団
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
ケ
ベ
ッ
ク
で
は
、
年
間
約
一
万
件
の
離
婚
、
五
千
件
の
別

居
並
び
に
数
千
件
の
離
婚
後
の
紛
争
に
対
し
、
僅
か
六
○
○
件
の
家
事
調
停
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
。
目
・
国
陣
の
尊
凹
の
一
巴
当
切
昌
〕
已
・
二
・
・
己
・
◎
写
・
》

ご
・
旨
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
最
高
一
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
一
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
国
・
国
閉
一
日
』
の
守

田
・
○
日
＆
Ｐ
‐
「
。
ｐ
⑩
◎
ず
の
》
９
．
．
津
・
『
［
し
］
己
・
留
・

（
７
）
南
方
暁
「
家
事
紛
争
の
裁
判
外
の
処
理
」
（
有
地
編
『
現
代
家
族
法
の
諸
問
題
』
弘
文
堂
、
一
九
九
○
年
）
四
三
一
一
～
四
一
一
一
一
一
一
頁
、
参
照
。

（
８
）
即
ち
、
家
事
調
停
員
の
役
割
は
当
事
者
の
意
思
を
表
明
さ
せ
る
単
な
る
触
媒
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
見
解
と
当
事
者
間
の
権
限
の
衡
平
を
維
持
す

べ
く
決
定
過
程
に
介
入
す
る
と
す
る
見
解
の
対
立
で
あ
る
。
後
者
は
、
と
く
に
、
男
女
間
に
実
質
的
な
不
平
等
が
あ
る
場
合
、
単
な
る
中
立
性
で

は
そ
の
不
平
等
の
再
生
産
を
も
た
ら
す
と
指
摘
す
る
。
国
・
国
用
一
日
□
の
←
巴
・
○
日
＆
９
ぐ
。
忌
呂
の
》
。
ご
・
・
】
一
・
》
［
し
］
》
弓
・
念
‐
参
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Ⅱ

論 説

（
ｕ
）
同
上
、
三
一
○
頁
（
生
野
執
筆
）
。

（
皿
）
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
機
能
も
含
め
、
家
族
問
題
に
対
し
総
合
的
な
相
談
・
援
助
を
お
こ
な
う
た
め
の
機
関
と
し
て
「
家
族
問
題
総
合
セ
ン

タ
ー
」
（
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
方
式
）
の
設
立
を
提
言
し
て
い
る
。
同
上
、
四
七
三
頁
、
参
照
。

（
旧
）
青
山
達
「
調
停
前
置
主
義
に
つ
い
て
」
（
谷
口
、
他
編
『
現
代
家
族
法
体
系
Ｉ
』
有
斐
閣
、
一
九
八
○
年
）
三
一
八
頁
。

（
ｕ
）
南
方
・
前
掲
論
文
、
四
四
一
頁
以
下
、
参
照
。
ま
た
、
市
民
の
側
か
ら
み
た
家
事
調
停
の
実
態
分
析
、
と
く
に
、
調
停
委
員
に
対
す
る
評
価
に

つ
い
て
は
、
樋
口
恵
子
「
市
民
、
と
く
に
女
性
か
ら
み
た
家
事
調
停
」
（
自
由
と
正
義
、
三
六
巻
七
号
）
一
一
一
頁
以
下
（
こ
れ
は
、
国
際
婦
人
年

を
き
っ
か
け
に
行
動
を
起
こ
す
女
た
ち
の
会
編
「
家
裁
調
停
実
態
調
査
」
二
九
八
○
年
九
月
）
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
）
、
お
よ
び
、
日
本
婦

人
法
律
家
協
会
「
家
庭
裁
判
所
制
度
の
問
題
点
」
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
一
九
号
）
一
七
頁
以
下
、
参
照
。

（
焔
）
近
年
、
家
事
調
停
事
件
に
お
け
る
調
停
不
成
立
率
や
未
済
率
の
顕
著
な
増
加
が
み
ら
れ
、
家
裁
内
部
に
お
い
て
も
深
刻
な
問
題
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。
最
高
裁
事
務
総
局
家
庭
局
「
家
庭
裁
判
所
事
件
の
概
況
Ｉ
家
事
事
件
」
（
家
裁
月
報
四
三
巻
一
号
）
一
三
頁
以
下
、
佐
賀
家
裁
調

査
官
「
調
停
委
員
会
と
家
庭
裁
判
所
調
査
官
と
の
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
（
家
裁
月
報
四
三
巻
一
一
号
）
’
六
三
～
一
六
四
頁
、
参
照
。

（
９
）
こ
の
法
律
案
に
対
し
、
法
曹
界
は
概
ね
好
意
的
で
あ
る
。
破
殴
院
院
長
祠
・
己
邑
は
（
家
事
）
調
停
に
非
常
に
好
意
的
で
へ
例
え
法
律
案
が

可
決
さ
れ
な
く
て
も
裁
判
所
や
控
訴
院
の
裁
判
官
が
（
家
事
）
調
停
の
実
践
を
継
続
す
る
こ
と
を
望
む
と
す
る
。
ま
た
、
弁
護
士
の
動
き
に
つ
い

て
も
、
と
く
に
激
し
い
反
対
は
な
く
、
十
分
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
ぐ
・
且
甸
自
弓
巴
》
５
口
目
の
臼
菖
】
・
ロ
ロ
日
勗
胃
盲
目
、
雲
巨
蔑
・
ロ

甘
曰
・
旨
月
の
．
旨
】
駈
四
ｇ
乞
の
盲
目
臣
巴
の
》
曰
。
．
」
忠
》
○
℃
．
。
辱
・
・
弓
・
窪
‐
忠
．
ま
た
、
パ
リ
弁
護
士
会
も
賛
同
す
る
。
ご
・
且
□
・
国
已
。
＆
‐
言
巴
］

旨
ａ
の
←
＆
’
し
ご
ｏ
ｏ
ｇ
ｍ
も
］
巴
ｇ
ｏ
］
の
円
□
２
月
百
日
⑩
＆
畳
。
Ｐ
旨
げ
の
四
・
口
己
の
盲
已
辱
巴
の
》
ロ
・
・
后
９
．
℃
．
。
】
一
・
》
弓
・
巨
ロ
の
一
ｍ
巳
ご
・
の
一
目
量
》

］
．
（
ど
層
自
由
８
］
ｇ
田
Ｐ
Ｂ
ｍ
ｓ
畳
・
ロ
昌
一
の
目
畳
雪
の
働
］
四
ｍ
◎
旨
函
・
ロ
○
・
己
の
昼
の
房
の
曰
の
、
屋
盟
、
毎
日
臣
巴
貝
》
①
日
の
尊
の
昌
勺
＆
日
切
目

」
『
］
巴
】
・
」
①
墨
日
〕
。
←
弓
の
》
弓
・
色
の
一
切
巳
喜
・
ロ
・
国
・
国
閉
一
日
ｇ
の
一
句
・
○
巴
昌
四
‐
ぐ
・
忌
呂
の
》
具
〕
・
◎
辱
・
・
［
し
］
》
壱
・
の
Ｃ
‐
の
』
・

（
皿
）
協
議
離
婚
に
お
け
る
離
婚
の
諸
結
果
の
劣
悪
性
は
一
般
的
に
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
と
く
に
、
離
婚
女
性
に
対
す
る
面
接
調
査
と
し
て
、

有
地
編
・
前
掲
『
現
代
家
族
の
機
能
障
害
と
そ
の
対
策
』
二
一
六
頁
以
下
（
生
野
執
筆
）
参
照
。

●

□
辞
ロ
ロ
Ｉ
Ⅱ
日
日
ロ
ー
Ｉ
１
日
辞
■

．PU
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フランスにおける離婚合意援助システム

（
別
）
水
口
・
前
掲
論
文
、
二
六
六
～
一
一
六
七
頁
。

（
Ⅲ
）
人
事
訴
訟
に
つ
い
て
も
家
裁
の
人
間
関
係
調
整
機
能
そ
の
他
の
調
査
機
能
を
及
ぼ
す
必
要
性
が
あ
る
こ
と
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ

ま
た
、
離
婚
調
停
に
よ
る
離
婚
の
諸
結
果
に
つ
い
て
の
内
容
は
、
財
産
分
与
の
取
り
決
め
率
は
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
支
払
平
均
額
は
四
一
三
万

九
千
円
に
す
ぎ
な
い
し
、
ま
た
、
子
の
養
育
費
に
つ
い
て
は
、
取
り
決
め
率
は
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
が
、
支
払
額
は
月
額
四
万
円
以
下
が
五
五

パ
ー
セ
ン
ト
、
六
万
円
以
下
が
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
（
平
成
二
年
版
司
法
統
計
年
報
・
家
事
編
、
一
九
五
、
一
九
七
、
二
○
○
頁
）
。
尚
、

利
谷
信
義
・
石
井
美
智
子
「
日
本
の
離
婚
」
（
利
谷
、
他
編
『
離
婚
の
社
会
学
』
東
大
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
八
三
～
八
四
頁
参
照
。

（
旧
）
・
ア
メ
リ
カ
の
家
事
調
停
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
実
務
家
の
関
心
は
高
く
、
「
伸
び
悩
む
調
停
制
度
を
持
つ
我
々
に
示
唆
し
て
く
れ
る
こ
と
が

多
々
あ
る
」
と
す
る
。
寺
戸
・
前
掲
論
文
、
四
九
頁
、
水
口
・
前
掲
論
文
、
二
六
六
頁
、
等
。

（
Ⅳ
）
磯
野
誠
一
・
前
掲
『
家
事
調
停
制
度
の
研
究
』
八
一
、
八
二
頁
、
参
照
。

（
旧
）
こ
こ
で
は
主
と
し
て
「
心
理
的
調
整
」
が
問
題
と
な
る
。
調
査
官
の
調
整
活
動
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
四
年
九
月
三
○
日
最
高
裁
事
務
総
長
通

達
「
調
停
手
続
き
の
運
用
に
つ
い
て
」
（
家
裁
月
報
一
一
六
巻
一
一
一
号
）
二
五
頁
以
下
、
斉
藤
正
人
「
家
事
調
停
事
件
に
お
け
る
「
調
整
活
動
」

ｌ
主
と
し
て
事
務
総
長
通
達
の
趣
旨
に
つ
い
て
」
（
調
研
紀
要
三
○
号
）
一
頁
以
下
、
前
澤
智
恵
子
「
家
事
事
件
に
お
け
る
心
理
的
調
整
」
（
家
裁

月
報
四
○
巻
一
号
）
二
八
二
頁
以
下
、
南
方
暁
「
離
婚
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」
（
川
井
、
他
編
『
講
座
現
代
家
族
法
・
第
二
巻
夫
婦
』
日
本
評

論
社
、
一
九
九
一
年
）
’
六
五
頁
以
下
、
参
照
。

ま
た
、
前
述
の
家
事
調
停
の
危
機
へ
の
対
応
と
し
て
、
裁
判
所
内
部
に
お
い
て
も
、
と
く
に
家
裁
調
査
官
の
活
用
の
あ
り
方
が
追
求
さ
れ
て
い

る
。
佐
賀
家
裁
調
査
官
・
前
掲
論
文
、
一
六
二
頁
以
下
や
同
書
所
収
の
長
崎
家
裁
調
査
官
論
文
、
一
○
五
頁
以
下
、
参
照
。

（
旧
）
前
掲
九
月
三
○
日
通
達
は
こ
の
調
整
に
つ
き
「
家
事
調
停
事
件
の
円
滑
な
進
行
の
た
め
の
準
備
的
な
措
置
と
し
て
、
当
事
者
に
働
き
か
け
て
理

性
的
な
状
態
で
調
停
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
こ
れ
を
援
助
す
る
こ
と
を
い
う
」
と
、
限
定
的
に
と
ら
え
る
。
斉
藤
・
前
掲
、
三
頁
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
磯
野
教
授
は
、
人
間
関
係
調
整
機
能
の
重
視
の
立
場
か
ら
、
積
極
的
位
置
付
け
を
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
磯
野
・
前
掲
書
、

こ
れ
に
対
し
、
“

八
○
～
八
一
頁
。
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論 説

参
照
。

の
た
め
に
は
人
事
訴
訟
を
地
方
裁
判
所
か
ら
家
庭
裁
判
所
に
移
管
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
、
家
裁
関
係
者
一
般
の
強
い
要
請
と
し
て
主
張
さ
れ
て

い
る
。
目
下
、
法
制
審
議
会
民
法
部
会
身
分
法
小
委
員
会
お
よ
び
最
高
裁
判
所
の
家
庭
裁
判
所
制
度
運
営
調
査
研
究
会
に
お
い
て
審
議
中
で
あ
る
。

沼
邊
、
他
編
『
新
家
事
調
停
読
本
』
二
、
粒
社
、
一
九
八
八
年
）
五
一
頁
（
田
中
執
筆
）
、
お
よ
び
、
岡
垣
学
「
人
事
訴
訟
事
件
の
管
轄
権
」

（
法
学
新
報
八
三
巻
七
・
八
・
九
号
）
一
一
九
頁
、
沼
邊
愛
一
「
家
事
調
停
制
度
の
回
顧
と
展
望
」
（
家
裁
月
報
四
一
巻
一
号
）
三
九
～
四
○
頁
、

（
一
九
九
二
年
一
月
三
一
日
稿
）
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